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■　本書の特徴と利用の仕方　■

1．合格に必要十分な「過去問」を掲載
「民法等」の過去 38 年間（昭和 60 年～令和 4年）の宅建士本試験問題の
うち、近時（ 10 年分程度）の出題全問（民法改正によって不適切となった
ものを除く）、さらに、それ以前の重要な問題の合計221題を掲載しています。

2．分野ごとに攻略できる「分野別問題集」
問題は、講義の復習がしやすいように、分野別に分類され、基本テキスト
に対応しています。講義終了後、直ちに該当範囲の問題にトライしてくださ
い。効果的に実力のアップを図ることができます。また、不明な事項につい
ての基本テキストの参照も容易なはずです。

3．解説の確認が容易な「問・解見開き」
問題を解いた後、問題を見ながらすぐに解説が確認できるように（解説の
キーとなる語句はゴシックで表示）、左頁に問題、右頁に解答・解説を掲載
しています。問題を解くときは、ノートなどで右頁を隠すのもよいでしょう。

4．基本テキストとリンク「基本テキストのPOINT 番号」記載
基本テキストの検索を容易にするために、各肢の解説末尾に、「○」や「×」

の判断に役立つ基本テキストのPOINT 番号を記載しています（基本テキス
トの各章末に POINTを掲載、また、基本テキストの本文にも POINT番号
を記載しています）。POINT は特にマスターしておくべき合格に不可欠な基
本重要事項ですから、この記載によって重要な基本知識を重点的に確認する
こともできます。

5．「解くべき問題」の優先順位がわかる
全て過去の本試験で出題された問題ですから、全て解くのがベスト。しか

し、誰しも時間に限りがあります。そこで、取捨選択できるよう、本書では
次の工夫がなされています。
⑴　難易度（重要度）によって「Ａ・Ｂ・Ｃ」に分類
問題ごとの難易度（実際の正答率データをベースに客観的に判定）を

Ａ→Ｂ→Ｃランクで表示しています。誰もがとれる簡単な問題は、同時
に重要な問題。つまり、難易度は、重要度と重なります。自己のレベル
や持ち時間に応じてチャレンジして下さい。最初のうちはＡ、Ｂランク
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の問題だけでもよいでしょう。
　　Ａ～基本的な問題　　Ｂ～標準的な問題　　Ｃ～応用的な問題
⑵　ハイレベルの発展問題などに「▼」印
合格の鉄則は、まず、重要基本事項をマスターすること。「基本テキ
スト」にも、学習の重要度の高いものを中心に掲載しています。そこで、
解く段階で、合否に影響しない問題であることがわかるように、「基本
テキスト」に記載のないものや記載から判断できないもの、つまり、重
要度の低い知識を問う問題肢の前に「▼」印を記載しました（解説文の
活字も小さくしています。なお、定番となった判決文型の出題のうち、
論理読解型の問題に関しては、知識を問うものではないので、「▼」の
記載はしていません）。
学習の優先順位の低い問題ですから、時間のないときには、後回しに

する、また、場合によっては割愛することも可能です。
同時に、「▼」印の肢は、基本テキストで確認する必要のない知識で

すから、基本テキストを検索する時間のムダを省くこともできます。
⑶　基本重要事項がわかる「基本テキストのPOINT 番号」の利用

4．にあるように、POINTは、特にマスターしておくべき合格に不
可欠な基本重要事項ですから、この記載のある問題肢を拾ってやれば、
合格のベースを十分に養成できます。
⑷　今はやらなくてよい問題がわかる「あと」や「後で学習」表示
本試験の問題は、必ず学習分野ごとに出題されるわけではありません。

複合型問題・横断的問題などでは、知識が混在しています。そこで、後
の講義回での学習事項であることがわかるように、問題肢の冒頭に
「あと」を記載し、解説肢の末尾に、「…については、第○章第○節で学
習する」と記載しました。この記載がある問題は、本試験までには学習
しておく必要がありますが、講義を受けた際の復習時には学習する必要
のない問題です。つまり、この記載によって、基本的に、後の講義回の
時に確認すればよい問題であることがわかります（いくつか、講義範囲
との照合が必要なものもあります。「トレーニング目次」の次に「基本
テキストの目次＆進度表」を掲載しているので、お役立てください）。
⑸　自分のやるべき問題がわかるチェックボックス「□□□」
問題を解いた後、□□□に「 ✔」や「○×△」等を記入してご利用

ください。
これがご自分の学習履歴として役立ちます。「✔」なら、解いたか否

か、あるいは、何回解いたかがつかめます。「○×△」なら、ご自分の

00_民法前付.indd   ii00_民法前付.indd   ii 2022/11/25   10:25:572022/11/25   10:25:57



弱点、マスターすべき事項が判明します。その結果、自分にとっての学
習の優先順位がわかります。

6．復習に役立つ「関連問題」
たとえば、初期に学習した事項が学習後期の問題で問われたときに、その
分野に立ち返って復習しやすいように、後の問題肢の解説に、既に学習済み
の前の問題肢の初出番号を、随時記載しています。
前の方で学習した知識を確認する際に役立ちます。
《関連問題　1－ 2》とは、問題 1の肢 2を指しています。

－凡例－
無印→民法　不登→不動産登記法　不登令→不動産登記令　
規則→不動産登記規則　借→借地借家法　
区→建物の区分所有等に関する法律
○印→正しい　×印→誤り
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第 2章　契約の有効要件

2

1 A 意思表示 □□□（ 23 年－ 1改題）

A所有の甲土地につき、Aと Bとの間で売買契約が締結された場合にお
ける次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  B は、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結
したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買
契約を取り消すことができる。
2  B は、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になる
とだまされて売買契約をした場合、Aが Cによる詐欺の事実を知ってい
たとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
3  A が Bにだまされたとして詐欺を理由にＡＢ間の売買契約を取り消し
た後、Bが甲土地をＡに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を
備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
4  B が Eに甲土地を転売した後に、Aが Bの強迫を理由にＡＢ間の売買
契約を取り消した場合には、Eが Bによる強迫につき過失なく知らなか
ったときであっても、Aは Eから甲土地を取り戻すことができる。

あと

第 2章　第 1節　意思表示（★★★）

まず冒頭の「本書の特徴と利用の仕方」を読んで、トレーニングを有効
に使おう!
★問題を解くときは、ノートやメモ用紙などで右頁の解答・解説を隠
して、じっくり考えてみよう。

★問題を解いた後、解説をよく読んで、
　□□□に「✔」や「○×△」等を記入しておこう。
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第 1節　意思表示

3

第
２
章
第
１
節　

意
思
表
示

1 正解 4

1 ×  動機に錯誤がある場合の意思表示の取消しは、その事情が法律行
為の基礎とされていることが表示されていたときに限りすることが
できる（95条 2項）。本肢のBは、甲土地は将来地価が高騰すると「勝
手に思い込んで」売買契約を締結していることから、表示がないも
のと解され、取り消すことはできない。また、重過失があるものと
も解されることから、原則として、取り消すことはできない（ 95
条 3項）。 〔 POINT；第2章1・2〕

2 ×  第三者による詐欺の場合、表意者は、相手方が善意無過失のとき
は取り消すことができないが、相手方が知り、又は知ることができ
たときは取り消すことができる（ 96 条 2項）。 〔 POINT；第2章3〕

3 ×  取消しをした者と取消し後に登場した第三者との関係について
は、二重譲渡があったのと同様に考えて、対抗問題とするのが判例
である。したがって、第三者Dが所有権移転登記を備えている本
肢の場合、Aは Dから甲土地を取り戻すことができない（ 177 条）。
なお、対抗問題については、第9章第2節で学習する。

 〔 POINT；第9章4〕
4 ○  強迫による意思表示は、取り消すことができる（ 96 条 1 項）。そ

して、強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対
抗することができる（ 96 条 3項反対解釈）。 〔 POINT；第2章1〕
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第 2章　契約の有効要件

4

2 C 虚偽表示 □□□（ 24 年－ 1）

民法第 94 条第 2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善
意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
1  Ａが所有する甲土地につき、ＡとＢが通謀の上で売買契約を仮装し、Ａ
からＢに所有権移転登記がなされた場合に、Ｂ名義の甲土地を差し押さえ
たＢの債権者Ｃ
2  Ａが所有する甲土地につき、ＡとＢの間には債権債務関係がないにもか
かわらず、両者が通謀の上でＢのために抵当権を設定し、その旨の登記が
なされた場合に、Ｂに対する貸付債権を担保するためにＢから転抵当権の
設定を受けた債権者Ｃ
3  Ａが所有する甲土地につき、ＡとＢが通謀の上で売買契約を仮装し、Ａ
からＢに所有権移転登記がなされた場合に、Ｂが甲土地の所有権を有して
いるものと信じてＢに対して金銭を貸し付けたＣ
4  ＡとＢが通謀の上で、Ａを貸主、Ｂを借主とする金銭消費貸借契約を仮
装した場合に、当該仮装債権をＡから譲り受けたＣ
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第 1節　意思表示

5

第
２
章
第
１
節　

意
思
表
示

2 正解 3

　以下、該当するもの…○、該当しないもの…×とする。
1 ○  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが（ 94条 1項）、

この無効をもって、善意の第三者に対抗することはできない（ 94
条 2 項）。この「第三者」とは、虚偽表示の当事者又はその一般承
継人以外の者であって、その表示の目的について法律上利害関係を
有するに至った者をいう（判例）。そして、債権者Ｃは、差押えに
よって、その表示の目的について法律上利害関係を有するに至った
者ということができるから、「第三者」に該当する。

2 ○  債権者Ｃは、転抵当権の設定を受けることによって、その表示の
目的について法律上利害関係を有するに至った者ということができ
るから、「第三者」に該当する。

3 ×  Ｂが甲土地の所有権を有しているものと信じてＢに対して金銭を
貸し付けたＣは、単に金銭を貸し付けただけであり、仮装譲渡がな
された甲土地自体について法律上利害関係を有するに至ったわけで
はない。したがって、本肢のＣは、「その表示の目的について」法
律上利害関係を有するに至った者ということができないから、「第
三者」に該当しない。

4 ○  仮装債権をＡから譲り受けたＣは、借主から債務の不存在を主張
されないことについて利害関係がある。したがって、本肢のＣは、
その表示の目的について法律上利害関係を有するに至った者という
ことができるから、「第三者」に該当する。
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3 B 虚偽表示 □□□（ 27 年－ 2）

Ａは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Ｂと通謀して、Ａ
を売主、Ｂを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関
する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれ
か。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実につ
いての善意又は悪意とする。
1  善意のＣがＢから甲土地を買い受けた場合、Ｃがいまだ登記を備えてい
なくても、ＡはＡＢ間の売買契約の無効をＣに主張することができない。
2  善意のＣが、Ｂとの間で、Ｂが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約（貸
主Ｂ、借主Ｃ）を締結した場合、ＡはＡＢ間の売買契約の無効をＣに主張
することができない。
3  Ｂの債権者である善意のＣが、甲土地を差し押さえた場合、ＡはＡＢ間
の売買契約の無効をＣに主張することができない。
4  甲土地がＢから悪意のＣへ、Ｃから善意のＤへと譲渡された場合、Ａは
ＡＢ間の売買契約の無効をＤに主張することができない。
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3 正解 2

1 ○  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが（ 94条 1項）、
この無効は、善意の第三者に対抗することができない（ 94 条 2項）。
この「第三者」とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の
者であって、その表示の目的について法律上利害関係を有するに至
った者をいう（判例）。そして、第三者として保護されるのに登記
は不要とするのが判例である。虚偽表示を行った者の帰責性が大き
いからである。 〔 POINT；第2章1〕

2 ×  Ｃは、甲土地上の乙建物に関して賃貸借契約を締結しているだけ
であり、仮装譲渡がなされた甲土地自体について法律上利害関係を
有するに至ったわけではない。したがって、本肢のＣは、その表示
の目的について法律上利害関係を有するに至った者ということがで
きないから、「第三者」（ 94 条 2項）には該当しない。

3 ○  甲土地を差し押さえたＢの債権者Ｃは、差押えによって、その表
示の目的について法律上利害関係を有するに至った者ということが
できるから、「第三者」（ 94 条 2項）に該当する。

4 ○  肢 1 で述べたように、「第三者」とは、虚偽表示の当事者又はそ
の一般承継人以外の者であって、その表示の目的について法律上利
害関係を有するに至った者をいう（判例）。そして、転得者も「第
三者」（ 94 条 2 項）に含まれるとするのが判例である。転得者も、
その表示の目的について法律上利害関係を有するに至った者といえ
るからである。
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4 B 意思表示 □□□（ 30 年－ 1改題）

ＡがＢに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び
判例によれば、誤っているものはどれか。
1  甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺
を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、ＢはＡに登記を
移転する義務を、ＡはＢに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行
の関係となる。
2  Ａが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Ａに重大な過
失があって取り消すことができない場合は、ＢもＡの錯誤を理由として取
り消すことはできない。
3  ＡＢ間の売買契約が仮装譲渡であり、その後ＢがＣに甲土地を転売した
場合、Ｃが仮装譲渡の事実を知らなければ、Ａは、Ｃに虚偽表示による無
効を対抗することができない。
4  Ａが第三者の詐欺によってＢに甲土地を売却し、その後ＢがＤに甲土地
を転売した場合、Ｂが第三者の詐欺の事実を過失なく知らなかったとして
も、Ｄが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Ａは詐欺を理由にＡＢ間の
売買契約を取り消すことができる。

あと
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4 正解 4

1 〇  甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者
の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、取り消された行為は、
初めから無効であったものとみなされることから（96条2項、121条）、
ＢはＡに登記を移転する義務を、ＡはＢに代金を返還する義務を負
う。そしてこれらの義務は、公平の観点から、同時履行の関係にあ
るとされている（ 533 条、判例）。なお、同時履行については、第3
章第1節で学習する。 〔POINT；第3章1〕

2 ○  錯誤の場合に、取消しが認められているのは、表意者を保護する
ためである。したがって、Ｂは取り消すことはできない（120条2項）。
なお、表意者に重大な過失があるときは、原則として、表意者も取
り消すことはできない（ 95条 3項）。 〔POINT；第2章1〕

3 〇  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが（ 94条 1項）、
この無効は、善意の第三者に対抗することができない（ 94 条 2項）。
したがって、Ｃが仮装譲渡の事実を知らなければ、Ａは、Ｃに虚偽
表示による無効を対抗することができない。 〔POINT；第2章1〕

4 ×  第三者による詐欺の場合、表意者は、相手方が善意無過失のとき
は取り消すことができない（ 96 条 2項）。相手方保護のためである。
したがって、Ｄが第三者の詐欺の事実を知っていても、相手方のＢ
が第三者の詐欺の事実を過失なく知らなかった以上、Ａは詐欺を理
由にＡＢ間の売買契約を取り消すことができない。

 〔POINT；第2章3〕
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5 A 意思表示等 □□□（令和元年－ 2改題）

Aが Bに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次
の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1  A が Bとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、Cが Bから甲
土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題
となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくし
て甲土地の返還を請求することができない。
2  A が Bとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺につ
いて悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えてい
た場合、Aは Cに対して、甲土地の返還を請求することができる。
3  A の売却の意思表示に法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
重要な錯誤がある場合（ Bは Aの錯誤につき善意無過失であり、かつ、
同一の錯誤に陥っていないものとする。以下同じ。）、Aに重大な過失がな
ければ、Aは、Bから甲土地を買い受けた悪意の Cに対して、錯誤によ
る当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができ
る。
4  A の売却の意思表示に法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、Aは Bに対
して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求
することができる。

あと
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5 正解 4

1 〇  取消しをした者と取消し後に登場した第三者との関係について
は、二重譲渡があったのと同様に考えて、対抗問題とするのが判例
である。したがって、Aは、背信的悪意者ではない Cに対して、
登記なくして甲土地の返還を請求することができない。なお、対抗
問題については、第9章第2節で学習する。 〔 POINT；第9章4〕

2 〇  詐欺による意思表示は、取り消すことができる（ 96 条 1 項）。た
だし、詐欺による意思表示の取消しは、取消し前の善意無過失の第
三者には対抗することができないが（ 96 条 3 項）、取消し前の第三
者が悪意であれば、対抗することができる。本肢においては、第三
者の Cが悪意であることから、Aは、Cに対して、甲土地の返還
を請求することができる。 〔POINT；第2章1〕

3 〇  錯誤による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者には対抗す
ることができない（ 95 条 4 項）。したがって、本肢の場合、Aは、
Bから甲土地を買い受けた悪意のCに対して、錯誤による意思表
示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。

 〔 POINT；第2章1〕
4 ×  意思表示は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重

要な錯誤があったときは取り消すことができるが、表意者に重大な
過失があったときは、一定の場合を除き、表意者は、自ら意思表示
の取消しを主張することができない（ 95 条 3 項）。重大な過失のあ
る表意者は、保護に値しないからである。したがって、本肢のAは、
Bに対して、錯誤による意思表示の取消しを主張して、甲土地の返
還を請求することはできない。 〔POINT；第2章1〕
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6 A 錯　誤 □□□（令和 2年 10 月－ 6）

Aと Bとの間で令和 2年 7 月 1 日に締結された売買契約に関する次の記
述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、Aが Bに対し、錯誤に
よる取消しができるものはどれか。
1  A は、自己所有の自動車を 100 万円で売却するつもりであったが、重
大な過失によりBに対し「 10 万円で売却する」と言ってしまい、Bが過
失なく「Aは本当に 10 万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、
AB間に売買契約が成立した場合
2  A は、自己所有の時価 100 万円の壺

つぼ

を 10 万円程度であると思い込み、
Bに対し「手元にお金がないので、10 万円で売却したい」と言ったところ、
Bは Aの言葉を信じ「それなら 10 万円で購入する」と言って、AB間に
売買契約が成立した場合
3  A は、自己所有の時価 100 万円の名匠の絵画を贋

がん

作
さく

だと思い込み、B
に対し「贋

がん

作
さく

であるので、10 万円で売却する」と言ったところ、Bも同
様に贋

がん

作
さく

だと思い込み「贋
がん

作
さく

なら 10 万円で購入する」と言って、AB間
に売買契約が成立した場合
4  A は、自己所有の腕時計を 100 万円で外国人Bに売却する際、当日の
正しい為替レート（ 1ドル 100 円）を重大な過失により 1ドル 125 円で
計算して「 8,000 ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過
失なく知らなかったBが「 8,000 ドルなら買いたい」と言って、AB間に
売買契約が成立した場合
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6 正解 3

以下、錯誤による取消しができるものを〇、できないものを×とする。
1 ×  錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、相手方

が表意者に錯誤があることを知り、又は、重大な過失によって知ら
なかったときは、錯誤に基づき意思表示を取り消すことができる
（ 95 条 3項 1号）。本肢では、表意者Aに重過失があるが、相手方B
は、Aに錯誤があることを過失なく知らなかったのであるから、A
は、Bに対して、錯誤による売買契約の取消しをすることはできな
い。 〔POINT；第2章1〕

2 ×  動機に錯誤がある場合の意思表示の取消しは、その事情が法律行
為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、すること
ができる（ 95 条 2 項）。時価 100 万円の壺を 10 万円程度であると
思い込んでいる本肢のAには、動機の錯誤があるが、Bにその事
情を表示しないでその壺を売却している。したがって、Aは、Bに
対して、錯誤による売買契約の取消しをすることはできない。

 〔POINT；第2章2〕
3 〇  肢 2 で述べたように、動機に錯誤がある場合の意思表示の取消し

は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた
ときに限り、することができる。また、錯誤が表意者の重大な過失
によるものであった場合でも、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っ
ていたときは、表意者は、錯誤に基づき意思表示の取消しをするこ
とができる（ 95 条 3 項 2 号）。動機の錯誤がある本肢のAは、Bに
その事情を表示しているところ、Bも Aと同一の錯誤に陥ってい
ることから、たとえAに重過失があった場合でも、Aは、Bに対
して、錯誤による売買契約の取消しをすることができる。

 〔POINT；第2章1・2〕
4 ×  肢 1 で述べたように、錯誤が表意者の重大な過失によるものであ

った場合でも、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は、重
大な過失によって知らなかったときは、錯誤に基づき意思表示を取
り消すことができる。本肢の表意者Aには重過失があるが、相手
方Bは、Aの錯誤について過失なく知らなかったのであるから、A
は、Bに対して、錯誤による売買契約の取消しをすることはできな
い。 〔POINT；第2章1〕
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7 C 申込みと承諾 □□□（令和 3年 12 月－ 8）

ＡはＢに対して、Ａが所有する甲土地を 1,000 万円で売却したい旨の申込
みを郵便で令和 3年 7月 1日に発信した（以下この問において「本件申込み」
という。）が、本件申込みがＢに到達する前にＡが死亡した場合における次
の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1  Ｂが承諾の通知を発する前に、ＢがＡの死亡を知ったとしても、本件申
込みは効力を失わない。
2  Ａが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失
う旨の意思表示をしていたときには、ＢがＡの死亡を知らないとしても本
件申込みは効力を失う。
3  本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及
び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Ａの相続人は、本件
申込みをいつでも撤回することができる。
4  本件申込みが効力を失わない場合、Ｂが承諾の意思表示を発信した時点
で甲土地の売買契約が成立する。
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7 正解 2

1 ×  申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、その相手方が
承諾の通知を発するまでにその死亡を知ったときは、その申込みは、
その効力を有しない（ 526 条）。したがって、Ｂが承諾の通知を発
する前にＡの死亡を知った場合、本件申込みは効力を失う。

2 ○  申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、申込者が「自
己が死亡したとすれば、その申込みは効力を有しない」旨の意思を
表示していたときは、その申込みは、その効力を有しない（ 526 条）。
したがって、Ａが、本件申込みにおいて、「自己が死亡した場合に
は申込みの効力を失う」旨の意思表示をしていたときには、本件申
込みは効力を失う。なお、この場合、ＢがＡの死亡を知っているか
否かは関係ない。

3 ×  承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が撤回をする権利
を留保したときを除き、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期
間を経過するまでは、撤回することができない（ 525 条 1 項）。承諾
者が諾否の決定等をするのに必要な相当期間内に申込みの撤回を認
めてしまうと、承諾者に不測の損害を及ぼす可能性があるからであ
る。したがって、Ａの相続人は、本件申込みを「いつでも」撤回す
ることができるわけではなく、承諾の通知を受けるのに相当な期間
を経過するまでは、撤回することができない。

4 ×  意思表示は、原則として、その通知が相手方に到達した時からそ
の効力を生ずる（到達主義、97 条 1 項）。したがって、契約は、承諾
の通知が申込者に到達した時に成立するのが原則である。よって、
Ｂが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する
とする本肢は誤っている。
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8 B 未成年者 □□□（ 25 年－ 2改題）

未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しい
ものはどれか。
1  父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有すること
ができない。
2  営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契
約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同
意が必要である。
3  男は 18 歳に、女は 16 歳になれば婚姻することができる。
4  Ａが死亡し、Ａの妻Ｂと嫡出でない未成年の子ＣとＤが相続人となった
場合に、ＣとＤの親権者である母ＥがＣとＤを代理してＢとの間で遺産分
割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。

▼

第 2章　第 2節　行為能力（★★★）
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1 ×  権利義務の主体となることができる能力のことを権利能力という
が、人は、出生により権利能力を取得する（ 3条 1項）。したがって、
父母とまだ意思疎通することができない乳児でも出生している以
上、不動産を所有することができる。

2 ×  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有する（ 6条 1項）。つまり、営業を許可
された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有
効に締結するにあたって、父母の同意は不要である。

 〔POINT；第2章7〕
3 ×  婚姻は、男女とも18歳にならなければ、することができない（731

条）。 〔POINT；第2章7〕

4 ○  親権者（本肢では、E）が共同相続人である数人の子（本肢では、CとD）
を代理して遺産分割の協議をすることは、かりに親権者において数人の子
のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人
の子の間に利害の対立が現実化されていなかったとしても、民法826条
2項所定の利益相反行為（親権に服する子の一方にとって利益となり他方
にとって不利益となるような行為）にあたるため、そのような代理行為に
よって成立した遺産分割の協議は、追認のない限り無効であるとするのが
判例である。判例は、利益相反行為にあたるか否かを、親権者の意図等で
はなく、行為の外形で判断している。

  
AE
死亡

C D

B
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9 B 後見人 □□□（ 26 年－ 9）

後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものは
どれか。
1  成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合に
は、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
2  成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している
建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。
3  未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請
求することはできない。
4  成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずし
も家庭裁判所が選任する者とは限らない。
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1 ×  成年被後見人が行った契約などの法律行為は、原則として、取り
消すことができる（ 9条）。たとえ、贈与契約のような、単に権利
を得る行為であっても、取り消すことのできる行為となる。また、
取り消すことのできる行為については、成年後見人も取り消すこと
ができる（ 120 条 1項）。 〔POINT；第2章7〕

2 ×  成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住している建物
又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設
定等をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない（ 859 条
の 3）。居住している建物の売却等により生活環境が変わると、成
年被後見人は大きな影響を受けるからである。

 〔POINT；第2章10〕
3 ×  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者につ

いては、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後
見人、保佐人、補助人、検察官等の請求により、後見開始の審判を
することができる（ 7条）。

4 ○  家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見
人を選任する（ 843 条 1項）。これに対し、未成年後見人については、
①未成年者に対して最後に親権を行う者が、遺言により指定する場
合（ 839 条）、②家庭裁判所が、一定の者の請求により選任する場
合（ 840 条 1項）がある。
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10 A 制限行為能力者 □□□（ 28 年－ 2）

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
正しいものはどれか。
1  古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行
為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するため
に建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を
取り消すことができない。
2  被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、
贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
3  成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している
建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれ
ば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
4  被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を
得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと
信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
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1 ×  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有する（営業の許可、6条 1項）。そこで、「古
着の仕入販売に関する営業」を許された本肢の未成年者は、「古着
の仕入販売に関する営業」に関しては成年者と同一の行為能力を有
するといえる。しかし、その営業に関係のない「自己が居住するた
めに建物を第三者から購入」することについては、成年者と同一の
行為能力を有しない。したがって、未成年者が建物購入について法
定代理人の同意を得ていない本肢の場合、その法定代理人は、当該
売買契約を取り消すことができる（ 5条 1項・2項、120 条 1 項）。

 〔POINT；第2章7・8〕
2 ×  被保佐人が、不動産その他重要な財産を得たり、手離したりする

ことを目的とする行為や贈与の申込みを拒絶する等の重要な財産上
の行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない（ 13
条 1項）。 〔POINT；第2章7〕

3 ×  成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する
建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権
の設定等をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない（ 859
条の 3）。このことは、後見監督人がいる場合でも同様である（ 851
条参照）。 〔POINT；第2章10〕

4 ○  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術
（同意権者の同意を得たと偽ることも含まれる、判例）を用いたときは、
その行為を取り消すことができない（ 21 条）。したがって、詐術を
用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた本肢の場合、
被補助人は、当該行為を取り消すことができない。

 〔POINT；第2章14〕

01_民法1章to4章.indd   2101_民法1章to4章.indd   21 2022/11/25   10:23:522022/11/25   10:23:52



第 2章　契約の有効要件

22

11 A 制限行為能力者等 □□□（令和 3年 10 月－ 5改題）

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  令和 4年 4月 1日において 18 歳の者は未成年であるので、その時点で、
携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を 1人で締結することはで
きない。
2  養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待すること
ができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達
したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
3  営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第
三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人
は当該行為を取り消すことができない。
4  意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判
を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。

▼
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1 ×  令和4年4月 1日においては、年齢18歳をもって成年となる
（ 4条）。したがって、18 歳の者は成年者であるので、その時点で、
携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を 1人で締結する
ことができ、それらの契約は、取り消すことができない（ 5条 1項
本文・2項）。 〔POINT; 第 2章 7〕

2 ×  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子
との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監
護について必要な事項（養育費など）は、その協議で定める（ 766 条 1項）。
この「養育費」とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいい、
一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味
する。したがって、養育費は、子どもが自ら稼働して経済的に自立するこ
とを期待することができない場合（大学在学中なども含まれる）に支払わ
れるべきものであり、その支払期間の終期は、子どもが未成年かどうかで
一律に決まるものではない。

3 ×  負担付贈与は、「単に権利を得る法律行為」とはいえず（ 5条 1項
ただし書）、未成年者が負担付贈与を受けるには、その法定代理人の
同意を得なければならない（ 5条 1項本文）。ところで、一種又は数
種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同
一の行為能力を有する（営業の許可、6条 1 項）。したがって、当該
未成年者が、その営業に関し、法定代理人の同意なく負担付贈与を
受けた場合、法定代理人は、当該行為を取り消すことができない。
これに対し、その営業に関係のない負担付贈与を受けることについ
ては、当該未成年者は、成年者と同一の行為能力を有しないことか
ら、法定代理人の同意なくその負担付贈与を受けた場合には、法定
代理人は、当該行為を取り消すことができる（ 5条 2項、120 条 1 項）。

 〔POINT; 第 2章 7・8〕
4 〇  法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった

ときは、その法律行為は、無効となる（ 3条の 2）。このことは、意
思能力を有していない者が、後見開始の審判を受けているか否か、
つまり、成年被後見人であるか否かにかかわらない。

 〔POINT; 第 2章 6〕
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12 A 成年被後見人 □□□（令和 3年 12 月－ 3）

成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、
民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことがで
きないものはどれか。
1  成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
2  成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三
者の抵当権の設定
3  成年被後見人が所有するオフィスビルヘの第三者の抵当権の設定
4  成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
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学習の指針
「成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可」については、過去
によく出題されていることから、準備していた受験生が多かったのであろう。
本問の正答率は、大変高かった。

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住している建物又は
その敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他
これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならな
い（ 859 条の 3）。したがって、肢 2にあるように、成年後見人が、成年
被後見人を代理して、成年被後見人の居住の用に供する建物へ第三者の
抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。以上
より、正解は肢 2となる。
なお、成年被後見人が所有する乗用車（肢 1）・オフィスビル（肢 3）・

倉庫（肢 4）についての処分は、家庭裁判所の許可を得なければ代理し
て行うことができないものとはいえない。 〔POINT；第2章10〕
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13 A 後見人等 □□□（令和 4年－ 3）

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
正しいものはどれか。
1  成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なけ
れば、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
2  相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後
見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
3  成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人
の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはな
い。
4  令和 4年 4月 1日からは、成年年齢が 18 歳となったため、18 歳の者は、
年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。

▼

▼
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1 ×  成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる
（ 9条）。この場合、取り消すことができる行為は、成年被後見人の
みならず、成年被後見人の法定代理人である成年後見人も、取り消
すことができる（ 120 条 1 項）。そして、成年後見人が成年被後見人
の行った法律行為を取り消す場合、後見監督人の同意を得なければ
ならない旨の規定はない。 〔POINT；第2章8〕

2 ×  後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見人は、被後
見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければな
らない（ 860 条、826 条）。なぜなら、後見人と被後見人との利益が衝突す
る場合には、後見人の代理権について、これを公正に行使することが期待
できないからである。ところで、判例は、「共同相続人の一部の者が相続の
放棄をすると、その相続に関しては、その者は初めから相続人とならなか
ったものとみなされ（ 939 条）、その結果として、相続分の増加する相続人
が生ずることになるのであって、相続の放棄をする者とこれによって相続
分が増加する者とは、利益が相反する関係にあることが明らかである」と
している。また、「相続の放棄が相手方のない単独行為であるということか
ら、直ちに利益相反行為にあたる余地がないと解するのは相当でない」と
も述べている。つまり、共同相続人の 1人が、他の共同相続人の全部又は
一部の者を後見している場合、後見人が被後見人に代わって行う相続の放
棄は、利益相反行為にあたる余地がある、ということである。したがって、
利益相反行為となることはないとする本肢は誤っている。

3 ×  後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法
律行為について被後見人を代表する（ 859 条 1 項）。つまり、成年後
見人は、法定代理権を有しており、成年被後見人の法定代理人であ
る。したがって、本肢前段は正しい。他方、被保佐人が財産上重要
な行為をするには、日常生活に関する行為を除き、保佐人の同意を
得なければならない（ 13 条 1 項）。また、保佐人の同意等を得ない
でなされた行為は、同意権を有する者、つまり、保佐人も取り消す
ことができる（ 120 条 1 項）。したがって、保佐人は、被保佐人の行
為に対する同意権と取消権を有している。さらに、家庭裁判所は、
本人・配偶者・4親等内の親族・保佐人等の請求によって、被保佐
人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の
審判をすることができる（ 876 条の 4）。よって、保佐人に代理権が
付与されることはないとする本肢後段は誤っている。

 〔POINT；第2章8〕
4 〇  令和4年4月1日において、成年年齢は 18歳となった（ 4条）。とこ

ろで、以下の者は、後見人となることができない（後見人の欠格事由、
847 条 1号）。

  ①　未成年者
  ②　後見人・保佐人・補助人を解任されたことのある者
  ③　破産者
  ④　被後見人に対して訴訟を起こした者、その配偶者・直系血族
  ⑤　行方不明者
   年齢を理由とする欠格事由は、①以外はないことから、18 歳の者は、年

齢を理由とする後見人の欠格事由には該当しない。
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14 C 失踪宣告 □□□（令和 4年－ 7）

不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは
相続財産である甲土地を Cに売却（以下この問において「本件売買契約」
という。）して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって
当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、（ア）
Bが善意でCが善意、（イ）Bが悪意でCが善意、（ウ）Bが善意でCが悪意、
（エ）Bが悪意でCが悪意、の 4つの場合があり得るが、これらのうち、民
法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所
有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
1  （ア）、（イ）、（ウ）
2  （ア）、（イ）
3  （ア）、（ウ）
4  （ア）
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14 正解 4

　不在者の生死が 7年間明らかでないとき等は、家庭裁判所は、利害関係人
の請求により、失踪の宣告（不在者を法律上死亡したものとみなす宣告）を
することができる（ 30条）。
　しかし、失踪者が生存すること、又は、失踪宣告の効力発生時とは異なる
時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係
人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合におい
て、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影
響を及ぼさない（ 32 条 1 項）。この「善意」とは、行為の当事者がともに失
踪宣告が事実に反していること知らないことである（判例）。本肢においては、
本件売買契約の当事者であるBと Cがともに善意であった場合に、Cが甲
土地の所有権をAに対抗できるといえる。したがって、Cが Aに対抗でき
るのは、（ア）の場合のみであるから、正解は肢 4となる。
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15 B 債務不履行 □□□（ 22 年－ 6改題）

両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務
の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規
定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当
時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
2  債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当
事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
3  債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権
の消滅時効の起算点の一つである権利を行使することができる時とは、本
来の債務の履行を請求し得る時である。
4  債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失
相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定
めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。

▼

第3章　第1節　債務不履行（★★★）、第2節　契約の解除（★★★）
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15 正解 3

1 ×  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、債務不履行によって通
常生ずべき損害（債務不履行と相当因果関係にある損害）の賠償を
させることをその目的とするとされている（ 416 条 1 項、判例）。そ
して、相当性の判断にあたっては、通常の事情のほか、特別の事情
も考慮されうるが、通常事情に関しては、予見の有無は問題とされ
ない（判例）。

2 ×  肢 1 で述べたように、債務の不履行に対する損害賠償の請求は、
債務不履行によって通常生ずべき損害（債務不履行と相当因果関係
にある損害）の賠償をさせることをその目的とする（ 416 条 1 項、
判例）。そして、相当性の判断にあたっては、通常の事情のほか、
債務者が債務不履行のときに予見すべきであった特別の事情を基礎
として判断される（ 416 条 2項、判例）。したがって、契約締結当時、
「両当事者」がその事情を「予見していた」ものに限るとする本肢
は誤っている。

3 ○  債権の消滅時効進行の起算点の 1つとして「権利を行使することができ
る時」が定められている（ 166 条 1 項 2 号）。そして、債務者の責めに帰
すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効における
「権利を行使することができる時」とは、本来の債務の履行を請求し得る時
とする判例がある。

4 ×  債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債
権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償
の責任及びその額を定める（ 418 条）。そして、この過失相殺は、
債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができる（ただ
し、債権者の過失となる事実については、債務者において立証しなければ

ならない。判例）。裁判所の判断で、適宜公平を図ることができるか
らである。 〔POINT；第3章6〕
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16 A 損害賠償請求権 □□□（ 24 年－ 8改題）

債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定
及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1  ＡがＢと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結
の判断に重要な影響を与える情報をＢに提供しなかった場合、Ｂが契約を
締結したことにより被った損害につき、Ａは、不法行為による賠償責任を
負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
2  ＡＢ間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場
合、借主Ｂが債務不履行に陥ったことによりＡがＢに対して請求すること
ができる遅延損害金は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における
法定利率により算出するのが原則である。
3  ＡＢ間でＢ所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Ｂが甲不動産をＣ
に二重譲渡してＣが登記を具備した場合、ＡはＢに対して債務不履行に基
づく損害賠償請求をすることができる。
4  ＡＢ間の金銭消費貸借契約において、借主Ｂは当該契約に基づく金銭の
返済をＣからＢに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなか
った（Ｂの責めに帰すべき事由はない。）ため、返済期限が経過してしま
った場合、Ｂは債務不履行には陥らず、Ａに対して遅延損害金の支払義務
を負わない。

▼

あと
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16 正解 4

1 ○  契約の一方当事者であるＡが、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説
明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を与え
る情報を相手方Ｂに提供しなかった場合には、Ａは、Ｂが当該契約を締結
したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことは
あるが、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない（判
例）。これは、信義則上の説明義務違反であり、後に成立した契約に基づく
義務違反とはいえないからである。

2 ○  金銭債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅
滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。た
だし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による（ 419
条 1項）。 〔POINT；第3章8〕

3 ○  不動産の二重譲渡（対抗問題）において、売主Bが不動産を第
三者Cに譲渡して、その第三者への所有権移転登記がなされた場合、
当初の買主Aに対する売主Bの債務は、特段の事情のないかぎり、
第三者に対する所有権移転登記が完了した時に、履行不能となる
（ 415 条 2 項 1 号、判例）。なお、対抗問題については、第9章第2
節で学習する。

4 ×  金銭債務の不履行について、債務者は、不可抗力によることを証
明しても、責任を負わなければならない（ 419 条 3項）。したがって、
借主Ｂは、返済期限が経過してしまった場合、それについてＢの責
めに帰すべき事由はなくても債務不履行に陥り、Ａに対して遅延損
害金の支払義務を負うこととなる。 〔POINT；第3章8〕
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17 A 債務不履行 □□□（令和 2年 12 月－ 4）

債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っ
ているものはどれか。なお、債務は令和 2年 4 月 1 日以降に生じたものと
する。
1  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到
来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞
の責任を負う。
2  債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受
けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、
その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければ
ならない。
3  債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の
責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となった
ときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなさ
れる。
4  契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その
不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、
債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害
の賠償を請求することができる。

▼
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1 〇  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期
限の到来した後に履行の請求を受けた時、又は、期限の到来したこ
とを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う（ 412 条 2項）。
したがって、本肢の場合、債務者は、期限が到来したことを知らな
くても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

 〔POINT；第5章4〕
2 ×  債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は、受けることができない

ことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者
の負担とする（ 413 条 2 項）。したがって、債権者と債務者はそれぞれ半
額ずつ負担しなければならないとする本肢は誤っており、本問の正解肢で
ある。

3 〇  債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者
双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が
不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき
事由によるものとみなされる（ 413 条の 2第 1項）。この規定により、
履行不能を理由とする損害賠償請求権が認められる。

 〔POINT；第3章20〕
4 〇  契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能（原始的不

能）であった場合でも、契約は無効にならず、債務不履行による損
害賠償の規定（ 415 条）に従って、その履行の不能によって生じた
損害の賠償を請求することができる（412条の2第2項）。したがって、
その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるもので
ない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務
不履行による損害の賠償を請求することができる。
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18 A 債務不履行等 □□□（令和 2年 12 月－ 7）

Ａを売主、Ｂを買主として、令和 2年 7 月 1 日に甲土地の売買契約（以
下この問において「本件契約」という。）が締結された場合における次の記
述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1  甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なか
った場合、Ｂはそのことを知った時から 2年以内にその旨をＡに通知しな
ければ、代金の減額を請求することができない。
2  ＡがＢに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行が
Ａの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、Ｂは
Ａに対して、損害賠償の請求をすることができる。
3  Ｂが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった
場合、売買契約に特段の定めがない限り、ＡはＢに対して、年 5％の割合
による遅延損害金を請求することができる。
4  本件契約が、Ａの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤
が重要なものであるときは、Ａは本件契約の無効を主張することができる。
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1 ×  売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買
主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から
1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、原則として、
その不適合を理由として、履行追完の請求、代金減額の請求、損害
賠償の請求及び契約の解除をすることができない（566条）。しかし、
引き渡された目的物が数量に関して契約の内容に適合しないもので
ある場合には、この担保責任の期間の制限は適用されない。したが
って、Ｂはそのことを知った時から 2年以内にその旨をＡに通知し
なければ、代金の減額を請求することができないとする本肢は誤っ
ている。 〔POINT；第3章17〕

2 〇  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履
行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償
を請求することができる。ただし、その債務の不履行が、災害によ
る場合等、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照
らして債務者の責めに帰することができない事由によるものである
ときは、損害賠償を請求することはできない（ 415 条 1 項）。したが
って、債務不履行がＡの責めに帰することができない事由によるも
のであるときを除き、Ｂは、Ａに対して、損害賠償を請求すること
ができる。 〔POINT；第3章2・5〕

3 ×  金銭債務の不履行について、その損害賠償の額は、原則として、
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率（年3％）
によって定める（ 419 条 1 項、404 条 2 項）。したがって、Ａは、Ｂ
に対して、年 5％の割合による遅延損害金を請求できるわけではな
い。 〔POINT；第3章8〕

4 ×  意思表示は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重
要な錯誤があったときは、取り消すことができる（ただし、表意者に
重大な過失があったときは、一定の場合を除き、表意者は、意思表示の取
消しをすることができない。95 条 1 項・3項）。したがって、Ａは本件
契約の無効を主張することができるとする本肢は誤っている。

 〔POINT；第2章1〕
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19 C 選択債権 □□□（令和 3年 10 月－ 10 ）

Aと Bとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙
のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約（以下この問において
「本件契約」という。）が令和 3年 7 月 1 日に締結された場合に関する次の
記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1  本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三
者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができ
ないときは、選択権はBに移転する。
2  本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを
選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、
給付の目的物は乙となる。
3  本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択
権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。
4  本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三
者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、
Aと Bの両者に対して意思表示をしなければならない。
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学習の指針
今までに出題されたことのない選択債権に関する問題を目にして、ほとん

どの受験生は戸惑ったであろう。正答率は、極めて低いものとなった。なお、
「選択債権」とは、債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる債
権のことをいう（ 406 条）。
1 ×  債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合におい

て、第三者が選択をすべきときに、その第三者が選択をすることが
できず、又は、選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務
者に移転する（ 409 条 2 項）。したがって、第三者 Cが選択をする
ことができない本肢の場合、選択権は、売主である債務者Aに移
転する。

2 〇  債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、そ
の不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、
その残存するものについて存在する（ 410 条）。したがって、選択
権者Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は、残存
した乙となる。

3 ×  債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、そ
の選択権は、債務者に属する（ 406 条）。したがって、本件契約に
おいて、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関
する特段の合意がない本肢の場合、売主である債務者Aが選択権
者となる。

4 ×  債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合におい
て、第三者が選択をすべきときは、その選択は、債権者又は債務者
に対する意思表示によってする（ 409 条 1 項）。したがって、第三者
Dが選択権を行使する本肢の場合、債務者A又は債権者Bのどち
らかに対して意思表示をすれば足りる。
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20 A 契約の解除 □□□（ 60 年－ 4改題）

契約の解除に関する次の記述のうち民法の規定によれば、正しいものはど
れか。
1  解除権は、法律の規定によって発生するものであり、契約当事者間の約
定によって発生することはない。
2  債務の履行が債務者の責めに帰すべき事由によって不能となったとき
は、債権者は直ちに契約を解除することができる。
3  解除後の原状回復において、返還すべき金銭があるときは、解除の時点
からの利息を付さなければならない。
4  解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は解除権を有す
る者に対して相当の期間を定めて、その期間内に解除するかどうかを確答
すべき旨の催告をすることができ、その期間内に解除の通知がないときは、
当該契約は解除されたものとみなされる。
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1 ×  解除権は、法律の規定によって発生するほか、契約当事者間の約
定によっても発生する（ 540 条 1項）。解約手付がその一例である。

2 ○  履行不能の場合は、直ちに契約を解除できる（ 542 条 1項 1号）。
 〔POINT；第3章4〕
3 ×  解除権が行使されたときは、各当事者はそれぞれ原状回復の義務

を負い、返還すべき金銭がある場合には、「受領した時点からの」
利息を付さなければならない。「解除の時点からの利息」ではない
（ 545 条 2項）。 〔POINT；第3章11〕

4 ×  催告期間内に解除権者から解除の通知がないときは、その解除権
は消滅する（ 547 条）。つまり、解除できなくなるのであり、解除
されたものとみなされるわけではない。 〔POINT；第3章13〕
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21 B 契約の解除 □□□（ 21 年－ 8）

売主Ａは、買主Ｂとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の 3分の 2
の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Ｂが残代
金を支払わないので、Ａは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合に
関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  Ａの解除前に、ＢがＣに甲土地を売却し、ＢからＣに対する所有権移転
登記がなされているときは、ＢのＡに対する代金債務につき不履行がある
ことをＣが知っていた場合においても、Ａは解除に基づく甲土地の所有権
をＣに対して主張できない。
2  Ｂは、甲土地を現状有姿の状態でＡに返還し、かつ、移転登記を抹消す
れば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていた
ときでも、Ａに対してその利益を償還すべき義務はない。
3  Ｂは、自らの債務不履行で解除されたので、Ｂの原状回復義務を先に履
行しなければならず、Ａの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を
主張することはできない。
4  Ａは、Ｂが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後
原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合
でも、Ｂに対して損害賠償を請求することはできない。
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1 ○  契約の解除をもって、第三者の権利を害することはできない（ 545
条 1 項ただし書）。ただ、第三者は、その善意・悪意を問わないが、
登記などの対抗要件を備えることが必要である（判例）。本肢のＣは、
悪意ではあるが、登記を備えている。したがって、Ａは、解除に基
づく甲土地の所有権をＣに対して主張することができない。

 〔POINT；第3章12〕
2 ×  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その

相手方を原状に復させる義務を負う（ 545 条 1 項本文）。そして、給
付された物などから生じた果実（ 545 条 3 項）や使用利益（判例）も
返還すべきであるとされている。したがって、Ｂは、引渡しを受け
ていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときは、Ａに
対してその利益を償還しなければならない。

3 ×  解除による双方の原状回復義務は、同時履行の関係にある（546条、
533 条）。したがって、Ｂは、Ｂの原状回復義務を先に履行する必
要はなく、Ａの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張
することができる。よって、本肢は、誤っている。

 〔POINT；第3章11〕
4 ×  解除した債権者は、契約を解除しても、損害が生じていれば、損

害賠償請求をすることができる（ 545 条 4 項）。そして、この損害賠
償請求権は債務不履行による損害賠償請求権であり、通常損害の賠
償請求が可能である（相当因果関係に立つ損害、416 条 1 項、判例）。
したがって、Ａは、Ｂが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行し
ても、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下
落して損害を被った場合、相当な範囲内でＢに損害賠償を請求する
ことができる。 〔POINT；第3章5〕

A

・所有権移転登記手続
引渡し・ 甲土地

代金の 3分の 2支払
B
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22 B 契約の解除 □□□（ 22 年－ 9）

契約の解除に関する次の 1から 4までの記述のうち、民法の規定及び下
記判決文によれば、誤っているものはどれか。
（判決文）
同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった 2個

以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密
接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行
されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められ
る場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の
行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。

1  同一当事者間で甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相
互に密接に関連付けられていないのであれば、甲契約上の債務の不履行を
理由に甲契約と併せて乙契約をも解除できるわけではない。
2  同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行さ
れることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示され
ていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契
約をも解除することができる。
3  同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に
密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができない
ような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはでき
ない。
4  同一当事者間で甲契約（スポーツクラブ会員権契約）と同時に乙契約（リ
ゾートマンションの区分所有権の売買契約）が締結された場合に、甲契約
の内容たる屋内プールの完成及び供用に遅延があると、この履行遅延を理
由として乙契約を民法第 541 条により解除できる場合がある。
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学習の指針
平成20年以来連続して出題されている、判決文型の問題である。ただ、「判

例によれば」との記載が問題前提文にないことから、「判例の知識」で判断
するのではなく、純粋に「判決文の論理」に従って判断することを求める論
理型・読解型の出題となっている。このような問題のときは、判決文の主旨
をしっかりつかむことがポイントである。
1 ○  判決文は、一定の要件があれば、甲契約上の債務の不履行を理由

に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約を
も解除することができるとする。その要件として、①それらの契約
の目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、②社会通
念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締
結した目的が全体としては達成されないと認められる場合をあげて
いる。したがって、本肢の場合、①の要件を欠き、甲契約上の債務
の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約を解除できない。

2 ×  肢 1 で述べたように、甲契約と併せて乙契約をも解除することが
できる要件として、判決文は、肢 1で述べた①と②をあげているだ
けであり、乙契約書への表示は要求されていない。

3 ○  判決文は、一定の要件があれば、甲契約上の債務の不履行を理由
に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約を
も解除することができるとするのであって、甲契約上の債務に不履
行があり甲契約が解除できることが前提となっている。したがって、
そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履
行があるだけでは、乙契約も解除することはできない。

4 ○  判決文によれば、同一当事者間で甲契約（スポーツクラブ会員権
契約）と同時に乙契約（リゾートマンションの区分所有権の売買契
約）が締結された場合で、①と②の要件が満たされているならば、
甲契約上の債務の不履行を理由に、甲契約と併せて乙契約をも法定
解除することができる。
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23 B 契約の解除 □□□（令和 2年 10 月－ 3）

次の 1から 4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決
文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和 2年 4
月 1日以降に締結されたものとする。
（判決文）
法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす

債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合
を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的で
ない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存
しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが
相当である。

1  土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主
が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金
相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契
約の解除をすることができない。
2  債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者
の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事
情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。
3  債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期
間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における
債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき
は、債権者は契約の解除をすることができない。
4  債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履
行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定め
てその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
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1 〇  本問判決文は、「当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須
的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特
段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができ
ない」としている。したがって、「売主が負担した当該土地の税金
相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が…税金相当
額を償還しなかった（附随的義務の履行を怠った）場合、特段の事
情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない」
とする本肢は誤っているとはいえない。

2 ×  本肢は、「債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がな
いときは付随的義務の不履行とな」るとしている。しかし、本問判
決文においては、「当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須
的でない附随的義務」としており、附随的義務について、債務者の
帰責事由の有無を考慮していない。したがって、本問判決文によれ
ば本肢は誤っている。なお、債務不履行について債務者の責めに帰
すべき事由がない場合でも、債権者の責めに帰すべき事由がないと
きは、債権者は、契約の解除をすることができる（ 541 条～ 543 条）。

3 〇  債務不履行の場合、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告
をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をす
ることができる。ただし、その期間を経過した時における債務不履
行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、
契約の解除をすることができない（ 541 条）。この軽微な債務不履
行について、本問判決文は触れていないが、上記民法の規定によれ
ば、本肢は誤っているとはいえない。 〔POINT；第3章10〕

4 〇  債務不履行の場合、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意
思を明確に表示したときは、債権者は、催告をすることなく、直ち
に契約の解除をすることができる（ 542 条 1 項 2 号）。この催告によ
らない解除について、本問判決文は触れていないが、上記民法の規
定によれば、本肢は誤っているとはいえない。

 〔POINT；第3章10〕
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24 B 同時履行の抗弁権 □□□（ 27 年－ 8）

同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
正しいものはいくつあるか。
ア　マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の
明渡債務は、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立つ。

イ　マンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除
された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金返還債務と、買主
の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。

ウ　マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有
権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に
立つ。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  なし

あと
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第
３
章
第
１
節　

債
務
不
履
行
、
第
２
節　

契
約
の
解
除

24 正解 1

ア ×  賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、
かつ、賃貸物の返還を受けたとき等は、賃借人に対し、その受け取
った敷金の額から、賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対す
る金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない（ 622 条
の 2第 1項）。つまり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後目的物明渡
しの時に、発生する。したがって、賃借人の目的物の明渡しが先履
行であり、敷金返還債務と目的物の明渡債務は同時履行の関係に立
たない（判例）。なお、敷金については、第13章第1節で学習する。

 〔POINT；第13章 16〕
イ ×  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その

相手方を原状に復させる義務を負う（ 545 条 1 項本文）。この場合に
おいて、双方の返還義務は同時履行の関係にある（ 546 条、533 条）。
したがって、売買契約が解除された場合、売主の代金返還債務と、
買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たないとする本肢は
誤っている。 〔POINT；第3章11〕

ウ ○  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行（債務の履
行に代わる損害賠償の債務の履行を含む）を提供するまでは、自己
の債務の履行を拒むことができる（ 533 条。ただし、相手方の債務が
弁済期にないときを除く）。そして、判例は、不動産の売買契約にお
いて、買主の売買代金支払義務と、売主の所有権移転登記協力義務
は、同時履行の関係にあるとしている。したがって、本肢は正しい。

 〔POINT；第3章1〕
以上から、正しいものは、ウの一つであり、正解肢は肢 1である。
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25 A 手　付 □□□（ 12 年－ 7改題）

買主Ａと売主Ｂとの間で建物の売買契約を締結し、ＡはＢに手付を交付し
たが、その手付は解約手付である旨約定した。この場合、民法の規定によれ
ば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1  手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には、本件約定は、効
力を有しない。
2  Ａが、売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は、Ｂ
が履行に着手していないときでも、Ａは、本件約定に基づき手付を放棄し
て売買契約を解除することができない。
3  Ａが本件約定に基づき売買契約を解除した場合で、Ａに債務不履行はな
かったが、Ｂが手付の額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき、
Ｂは、その損害全部の賠償を請求することができる。
4  Ｂが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は、Ｂは、Ａに対して、
単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけで
は足りず、これを現実に提供しなければならない。

第 3章　第 3節　手　付（★★★）
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第
３
章
第
３
節　

手
付

25 正解 4

1 ×  手付の性質をどのようなものとするかについては、当事者の意思
に任されている。したがって、本問では解約手付である旨が約定さ
れている以上、解約手付としての効力を有する（ 557 条 1項）。

 〔POINT；第3章14〕
2 ×  相手方が履行に着手していないならば、解除する者が履行に着手

している場合でも、履行に着手している者からは解除することがで
きる（ 557 条 1項ただし書）。 〔POINT；第3章15〕

3 ×  Ａは解約手付の約定に基づいて解除しただけであり、Ａに債務不
履行がないのであるから、解除をしたＡが、Ｂから損害賠償を請求
されることはない（ 557 条 2 項）。解除された者への償いは、手付額
で済ませる趣旨である。 〔POINT；第3章15〕

4 ○  手付に基づいて解除するときは、買主は手付を放棄して、売主は
その倍額を償還して、契約を解除することになる。そして、この売
主からの解除にあたっては、売主は手付の倍額を現実に提供する必
要がある（ 557 条 1項本文）。 〔POINT；第3章15〕
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26 A 売主の担保責任等 □□□（ 21 年－ 10 改題）

Ａを売主、Ｂを買主として甲土地の売買契約を締結した場合における次の
記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1  Ａ所有の甲土地に、Ａが気付かなかった契約の内容に適合しない瑕

か

疵
し

が
あり、その瑕

か

疵
し

については、Ｂも瑕
か

疵
し

であることに気付いておらず、かつ、
気付かなかったことにつき過失がないような場合には、Ａは担保責任を負
う必要はない。
2  ＢがＡに解約手付を交付している場合、Ａが契約の履行に着手していな
い場合であっても、Ｂが自ら履行に着手していれば、Ｂは手付を放棄して
売買契約を解除することができない。
3  甲土地がＡの所有地ではなく、他人の所有地であった場合には、ＡＢ間
の売買契約は無効である。
4  Ａ所有の甲土地に契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、Ｂが当
該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Ｂは当該請求の手続が終わるま
で、Ａに対して売買代金の支払を拒むことができる。

あと

第 3章　第 4節　売買の契約内容不適合（売主の担保責任）等（★★★）
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３
章
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売
買
の
契
約
内
容
不
適
合
等

26 正解 4

1 ×  引き渡された売買の目的物に瑕疵があり、種類・品質に関して契
約の内容に適合しないものに該当するときは、売主は一定の担保責
任を負う（ 562 条～ 564 条）。売主が瑕疵に気付かなかったというの
みで、売主の責任を免責されるわけではない。

 〔POINT；第3章17〕
2 ×  解約手付が交付された場合、自分が契約の履行に着手している場

合でも、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主はその手
付を放棄して、売主はその倍額を現実に提供して、契約を解除する
ことができる（ 557 条 1 項）。したがって、Ｂは、自ら契約の履行に
着手していても、Ａが履行に着手していなければ、手付を放棄して
売買契約を解除することができる。 〔POINT；第3章15〕

3 ×  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得
して買主に移転する義務を負う（ 561 条）。他人の権利でも、売主は、
これを取得して買主に移転することが客観的に可能であるため、こ
のように定められている。したがって、他人物売買契約も有効であ
り、無効とする本肢は誤っている。 〔POINT；第3章17〕

4 ○  買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記
があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その
代金の支払を拒むことができる（ 577 条 1 項）。代金の支払を待って
もらい、抵当権消滅請求に要した費用（ 570 条）との相殺を行った
方が簡便だからである。したがって、本肢は正しく、本問の正解肢
である。なお、抵当権消滅請求については、第10章第 2節で学
習する。 〔POINT；第10章 20〕
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27 A 売主の担保責任等 □□□（ 28 年－ 6改題）

Ａを売主、Ｂを買主とする甲土地の売買契約（以下この問において「本件
契約」という。）が締結された場合の売主の責任に関する次の記述のうち、
民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1  Ｂが、甲土地がＣの所有物であることを知りながら本件契約を締結した
場合、Ａが甲土地の所有権を取得してＢに移転することができないときは、
原則として、ＢはＡに対して、損害賠償を請求することができる。
2  Ｂが、甲土地がＣの所有物であることを知りながら本件契約を締結した
場合、Ａが甲土地の所有権を取得してＢに移転することができないときは、
Ｂは、本件契約を解除することができる。
3  Ｂが、Ａ所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本
件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってＢが甲土地の所有権を
失い損害を受けたとしても、ＢはＡに対して、損害賠償を請求することが
できない。
4  Ｂが、Ａ所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本
件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってＢが甲土地の所有権を
失ったときは、Ｂは、本件契約を解除することができる。
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27 正解 3

1 ○  他人物売買のケースである。売主Ａは、甲土地の所有者Ｃから甲
土地の所有権を取得して、これをＢに移転する義務を負う（ 561 条）。
売主がその義務を果たさないときは、債務不履行一般の規定に従っ
て処理される（損害賠償請求や解除権の行使）。この場合、例えば、
解除権の行使に関して、債権者（買主）の責めに帰すべき事由によ
るときは、買主は、解除できないとはされているが（ 543 条）、損害
賠償請求や解除権の行使ともに、買主の善意・悪意を要件とする明
文規定はない。なお、債務不履行が、災害等による場合等、契約そ
の他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責
めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償
請求はできない（ 415 条 1項ただし書）。 〔POINT；第3章17〕

2 ○  売主Ａは、甲土地の所有者Ｃから甲土地の所有権を取得して、こ
れをＢに移転する義務を負う（ 561 条）。売主がその義務を果たさ
ないときは、債務不履行一般の規定に従って処理される（損害賠償
請求や解除権の行使）。この場合、例えば、解除権の行使に関して、
債権者（買主）の責めに帰すべき事由によるときは、買主は、解除
できないとはされているが（ 543 条）、損害賠償請求や解除権の行
使ともに、買主の善意・悪意を要件とする明文規定はない。

 〔POINT；第3章17〕
3 ×  抵当不動産である甲土地の売主Ａは、買主Ｂに対して、甲土地の

所有権を移転する義務を負うが、抵当権の実行によりＢが甲土地の
所有権を失ったときは、Ａは、Ｂに対して、その所有権移転義務を
果たすことができなかったことになる。この場合、債務不履行一般
の規定に従うことから、Ｂは、Ａに対して、要件を満たせば損害賠
償を請求することができる（ 415 条）。なお、この場合、買主の善意・
悪意を要件とする明文規定はない。 〔POINT；第3章17〕

4 ○  抵当不動産である甲土地の売主Ａは、買主Ｂに対して、甲土地の
所有権を移転する義務を負うが、抵当権の実行によりＢが甲土地の
所有権を失ったときは、Ａは、Ｂに対して、その所有権移転義務を
果たすことができなかったことになる。この場合、債務不履行一般
の規定に従うことから、Ｂは、本件契約を解除することができる
（ 542 条）。なお、この場合、買主の善意・悪意を要件とする明文規
定はない。 〔POINT；第3章17〕
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28 A 売主の担保責任等 □□□（ 29 年－ 5改題）

Ａは、中古自動車を売却するため、Ｂに売買の媒介を依頼し、報酬として
売買代金の 3％を支払うことを約した。Ｂの媒介によりＡは当該自動車をＣ
に 100 万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及
び判例によれば、正しいものはどれか。
1  Ｂが報酬を得て売買の媒介を行っているので、ＣはＡから当該自動車の
引渡しを受ける前に、100 万円をＡに支払わなければならない。
2  当該自動車に契約の内容に適合しない瑕

か

疵
し

があった場合には、ＣはＡに
対しても、Ｂに対しても、担保責任を追及することができる。
3  売買契約が締結された際に、Ｃが解約手付として手付金 10 万円をＡに
支払っている場合には、Ａはいつでも 20 万円を現実に提供して売買契約
を解除することができる。
4  売買契約締結時には当該自動車がＡの所有物ではなく、Ａの父親の所有
物であったとしても、ＡＣ間の売買契約は有効に成立する。
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28 正解 4

1 ×  売買契約は双務契約であり、特約のない限り、当事者双方の義務
は、同時履行の関係にある（ 533 条）。したがって、買主Ｃは、売
主Ａから中古自動車の引渡しを受ける前に、100 万円をＡに支払う
必要はない。なお、これは、Ｂが報酬を得て売買の媒介を行ってい
ることとは関係がない。 〔POINT；第3章1〕

2 ×  売買の担保責任は、買主が売主の責任を追及するというものであ
る。したがって、本肢の場合、Ｃは、売主であるＡに対しては、一
定の担保責任を追及することができるが（ 562 ～ 564 条）、売買の媒
介を行っているＢに対しては、担保責任を追及することはできない。

 〔POINT；第3章16・17〕
3 ×  解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手する前で

あれば、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を現実に提供
して、契約を解除することができる（ 557 条 1 項）。したがって、Ａ
は、いつでも売買契約を解除することができるとする本肢は誤って
いる。 〔POINT；第3章15〕

4 ○  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得
して買主に移転する義務を負う（ 561 条）。他人の権利であっても、
売主は、これを取得して買主に移転することが客観的に可能である
ため、このように定められている。したがって、他人物売買契約も
有効である。 〔POINT；第3章17〕
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29 A 売主の担保責任 □□□（令和元年－ 3改題）

事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を
締結するに当たり、Aは建物引渡しから 3か月に限り担保責任を負う旨の特
約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分
に品質に関する契約内容との不適合（以下、この問において「不適合」とい
う）があり、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知
らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正し
いものはどれか。
1  B が当該不適合を建物引渡しから 1年が経過した時に知った場合、Bは、
当該不適合を知った時から 1年以内にその旨をＡに通知しなくても、Aに
対して担保責任を追及することができる。
2  建物の構造耐力上主要な部分の不適合については、契約の目的を達成で
きるか否かにかかわらず、Bは不適合を理由に直ちに売買契約を解除する
ことができる。
3  B が不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、
不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。
4  AB 間の売買を Bと媒介契約を締結した宅地建物取引業者 Cが媒介し
ていた場合には、Bは Cに対して担保責任を追及することができる。
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29 正解 1

1 ○  本問の特約は、「建物引渡しから 3か月を超える期間については、
Aは担保責任を負わない」ということになるが、売主は、担保責任
を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかっ
た事実等については、その責任を免れることができない（ 572 条）。
また、担保責任の追及は、売主が引渡しの時に契約内容との不適合
を知り、又は、重大な過失によって知らなかったときを除き、買主
が不適合を知った時から1年以内に売主に通知してしなければな
らない（ 566 条）。したがって、売主Aが当該不適合を知っていた
本問においては、Bが当該不適合を知った時から 1年以内にその旨
をＡに通知しなくても、Bは、Aに対して担保責任を追及すること
ができる。 〔POINT；第3章17・18〕

2 ×  売買の目的物に品質に関する不適合があって、要件を満たす場合
に、買主は、契約を解除することができる（ 564 条、541 条、542 条）。
そして、その買主は、契約目的の達成不能を理由に、催告なしに直
ちに契約を解除することができる（ 542 条 1 項 5 号）。したがって、
建物の構造耐力上主要な部分の不適合であったとしても、契約の目
的を達成できるか否かに関わらず、直ちに売買契約を解除できるわ
けではない。 〔POINT；第3章17〕

3 ×  買主は、契約の解除ができるか否かにかかわらず、要件を満たせ
ば損害賠償請求をすることができる（ 564 条、415 条）。したがって、
Bが損害賠償請求をすることができるのは、売買契約を解除するこ
とができない場合に限られるとする本肢は誤っている。

 〔POINT；第3章2・17〕
4 ×  売買の担保責任は、買主が売主の責任を追及するというものであ

る。したがって、担保責任の追及は、Bが売主であるAに対して
するのであって（ 562 条～ 564 条）、媒介業者のCに対しては、Bは、
担保責任を追及することはできない。 〔POINT；第3章16・17〕
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30 A 売主の担保責任等 □□□（令和 3年 10 月－ 7）

Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を 50万円で売却する契約（以
下この問において「本件契約」という。）が令和 3年 7月 1日に締結された
場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれ
か。
1  B が甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に
適合しない欠陥があることが判明した場合、Bは Aに対して、甲自動車
の修理を請求することができる。
2  B が甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない
修理不能な損傷があることが判明した場合、Bは Aに対して、売買代金
の減額を請求することができる。
3  B が引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否
かにかかわらず、Bは Aに対して、修理を請求することなく、本件契約
の解除をすることができる。
4  甲自動車について、第三者Cが A所有ではなくC所有の自動車である
と主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当
の担保を供したときを除き、Bは Aに対して、売買代金の支払を拒絶す
ることができる。

▼
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30 正解 3

1 〇  引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に
適合しないものであるときは、買主は、要件を満たせば、売主に対
して、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履
行の追完を請求することができる（ 562 条）。したがって、本肢の
場合、Bは、Aに対して、甲自動車の修理を請求することができる。

 〔POINT; 第 3章 17〕
2 〇  引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に

適合しないものであって、履行の追完が不能であるときは、買主は、
催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができるの
が原則である（ 563 条 2 項・3項）。したがって、甲自動車に契約の
内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した本肢の場
合、Bは、Aに対して、売買代金の減額を請求することができる。

 〔POINT; 第 3章 17〕
3 ×  引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に

適合しないものであるときは、買主は、要件を満たせば、売主に対
して、売買契約を解除することができる（ 564 条、541 条、542 条）。
すなわち、①契約内容不適合によって契約をした目的が達成できな
い場合（履行不能等）は、無催告解除が認められるが、②契約の目
的を達成できないとはいえない程度の契約内容不適合である場合
は、買主は、履行の追完の催告をして、催告期間が経過した時点で
の不適合が軽微でないときに、解除が認められる。したがって、本
肢の場合、修理が可能であれば②に該当するため、Bは、Aに対し
て、履行の追完の催告、つまり、修理を請求しなければ、本件契約
の解除をすることができない。 〔POINT; 第 3章 17・10〕

4 〇  売買の目的について権利を主張する者があること等により、買主がその
買い受けた権利の全部もしくは一部を取得することができず、又は、失う
おそれがあるときは、買主は、売主が相当の担保を供したときを除き、そ
の危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる
（ 576 条）。
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31 B 売主の担保責任等 □□□（令和 3年 12 月－ 4）

いずれも宅地建物取引業者ではない売主Ａと買主Ｂとの間で令和 3年 7
月 1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、
正しいものはどれか。
1  ＢがＡに対して手付を交付した場合、Ａは、目的物を引き渡すまではい
つでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
2  売買契約の締結と同時に、Ａが目的物を買い戻すことができる旨の特約
をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自
体が無効となる。
3  Ｂが購入した目的物が第三者Ｃの所有物であり、Ａが売買契約締結時点
でそのことを知らなかった場合には、Ａは損害を賠償せずに売買契約を解
除することができる。
4  目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しない
ことをＡが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効に
かかっていない限り、ＢはＡの担保責任を追及することができる。
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31 正解 4

1 ×  買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手
する前であれば、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を現
実に提供して、契約を解除することができる（ 557 条 1 項）。したが
って、Ａは、目的物を引き渡すまではいつでも、売買契約を解除す
ることができるとする本肢は誤っている。 〔POINT；第3章15〕

2 ×  不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買
主が支払った代金（別段の合意をした場合にあっては、その合意に
より定めた金額）及び契約の費用を返還して、売買契約を解除し、
その不動産を取り戻すことができる（ 579 条前段）。ただし、買戻し
の期間については、買主が長期間不安定な状態におかれないように
するために一定の制限があり、その期間を定めなかったときは、5
年以内に買戻しをしなければならないとされている（ 580 条 3 項）。
したがって、ＡＢ間において買戻しについての期間の合意をしなけ
れば、買戻しの特約自体が無効となるというわけではない。

3 ×  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得
して買主に移転する義務を負う（ 561 条）。他人の権利であっても、
売主は、これを取得して買主に移転することが客観的に可能である
ため、このように定められている。したがって、他人物売買契約も
有効である。そして、売買契約締結時点で、目的物が第三者の所有
物であることを売主が知らなかったとしても、売主には、売買契約
の解除権は認められない。よって、Ａは売買契約を解除することが
できるわけではない。

4 ○  担保責任の追及は、買主が契約内容との不適合を知った時から
1年以内に、その旨を売主に通知してしなければならない。ただし、
売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は、重大な過失によって
知らなかったときは、消滅時効の一般原則に戻り、その通知は不要
となる（ 566 条）。したがって、Ａが悪意である本肢の場合、Ｂは、
当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、Ａの
担保責任を追及することができる。 〔POINT；第3章17〕
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32 C 危険負担等 □□□（ 19 年－ 10 改題）

令和 3年 9 月 1 日にＡ所有の甲建物につきＡＢ間で売買契約が成立し、
当該売買契約において同年 9月 30 日をもってＢの代金支払と引換えにＡは
甲建物をＢに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、
民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1  甲建物が同年 8月 31 日時点でＡＢ両者の責に帰すことができない火災
により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Ａの甲
建物引渡し債務も、Ｂの代金支払債務も共に消滅する。
2  甲建物が同年 9月 15 日時点でＡの責に帰すべき火災により滅失した場
合、有効に成立していた売買契約は、Ａの債務不履行によって無効となる。
3  甲建物が同年 9月 15 日時点でＢの責に帰すべき火災により滅失した場
合、Ｂの代金支払債務は消滅する。
4  甲建物が同年 9月 15 日時点で自然災害により滅失しても、ＡＢ間に「自
然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との
特約がある場合、買主Ｂは、代金の支払いを拒むことができる。

▼

第 3章　第 5節　危険負担等（★★）
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1 ×  契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、
債務不履行の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求
することを妨げないとされている（ 412 条の 2 第 2 項）。これは、債務の
履行がその契約の成立の時に不能であった（原始的不能という）契約は有
効であることを前提に、債務不履行による損害賠償請求を認めたものであ
る。そして、有効である以上、Ａの甲建物引渡し債務も、Ｂの代金支払債
務も消滅しない。

2 ×  契約締結後に、甲建物がＡの責めに帰すべき火災により滅失した
場合、有効に成立している売買契約は、Ａの債務不履行となり、Ｂ
は損害賠償請求等をすることができる（ 415 条）。しかし、債務不
履行によって無効となることはない。 〔POINT；第3章4・5〕

3 ×  本肢のように、債権者Ｂの責めに帰すべき事由によって債務を履
行することができなくなったときは、Bは、反対給付の履行を拒む
ことができない（ 536 条 2 項）。したがって、Ｂは、代金の支払いを
拒むことはできない。よって、Ｂの代金支払債務は消滅するとする
本肢は誤っている。

4 ○  民法の危険負担の定めは、任意規定であり、特約があれば、特約
が適用される。しかし、民法は、当事者双方の責めに帰することが
できない事由によって債務を履行することができなくなったとき
は、債権者（本肢の買主）は、反対給付の履行を拒むことができる
ことを原則としている（ 536 条 1 項。債務者である売主が、危険を負担
する）。そして、売買契約に関しては、売主が買主に特定の目的物（特
定物）を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後に、
その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によっ
て滅失し、又は損傷したときは、買主は、代金の支払を拒むことが
できないとしている（ 567 条 1 項）。本肢の特約は、これら民法の規
定通りである。したがって、「建物滅失の危険は、建物引渡しまで
は売主が負担する」、つまり、買主Ｂは、代金の支払いを拒むこと
ができる。 〔POINT；第3章19〕
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33 A 停止条件 □□□（ 23 年－ 2改題）

Aは、自己所有の甲不動産を 3か月以内に、1,500 万円以上で第三者に売
却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間で B所
有の乙不動産を 2,000 万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関す
る特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定
によれば、正しいものはどれか。
1  乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したく
なくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件
が成就したものとみなしてBにＡＢ間の売買契約の履行を求めることが
できる。
2  停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、
停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。
3  停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転
登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停
止条件が成就する前の時点の行為であれば、Bは Aに対し損害賠償責任
を負わない。
4  停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰
すべき事由がないときでも、Aは Bに対し売買契約に基づき損害賠償責
任を負う。

あと
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1 ○  条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその
条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものと
みなすことができる（ 130 条 1 項）。相手方の期待権を保護するため
である。 〔POINT；第3章23〕

2 ×  条件の成就によって利益を受ける当事者は、条件の成否が未定の
間でもその利益に対する期待をもっている。そこで、条件の成否未
定の間における当事者の権利義務は、普通の権利義務と同様、これ
を処分・相続・保存し又はそのために担保を供することができる
（ 129 条）。 〔POINT；第3章22〕

3 ×  条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条
件の成就によってその行為から生ずる相手方の利益を害することが
できない（ 128 条）。この場合、条件付きの権利を侵害した者には
不法行為が成立し、損害賠償義務が課される（ 709 条）。なお、不
法行為については、第8章第4節で学習する。

 〔 POINT；第3章21〕
4 ×  債務不履行を理由とする損害賠償請求の要件としては、債務者の

責めに帰すべき事由が必要である（ 415 条 1 項）。したがって、停止
条件が成就しなかったことにつきAの責めに帰すべき事由がない
本肢では、Aが損害賠償責任を負うとはいえない。
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34 B 停止条件 □□□（ 30 年－ 3）

ＡとＢとの間で、5か月後に実施される試験（以下この問において「本件
試験」という。）にＢが合格したときにはＡ所有の甲建物をＢに贈与する旨
を書面で約した（以下この問において「本件約定」という。）。この場合にお
ける次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれ
か。
1  本件約定は、停止条件付贈与契約である。
2  本件約定の後、Ａの放火により甲建物が滅失し、その後にＢが本件試験
に合格した場合、ＡはＢに対して損害賠償責任を負う。
3  Ｂは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建
物の所有権を取得する。
4  本件約定の時点でＡに意思能力がなかった場合、Ｂは、本件試験に合格
しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。
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34 正解 3

1 ○  契約の効力の発生を不確実な事実にかからせる契約のことを停止
条件付の契約という。したがって、ＡとＢとの間で、5か月後に実
施される試験にＢが合格したときにはＡ所有の甲建物をＢに贈与す
る旨の約定は、停止条件付贈与契約といえる。

 〔POINT；第3章21〕
2 〇  条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条

件の成就によってその法律行為から生ずる相手方の利益を害するこ
とができない（ 128 条）。この条件付きの権利を侵害した者には不
法行為が成立し、損害賠償義務が課される（ 709 条）。したがって、
本件約定の後、Ａの放火により甲建物が滅失し、その後にＢが本件
試験に合格した場合、ＡはＢに対して損害賠償責任を負う。

 〔POINT；第3章21〕
3 ×  停止条件付法律行為は、当事者が、条件が成就した場合の効果を

成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときを除いて、停
止条件が成就した時からその効力を生じる（ 127 条 1項・3項）。

 〔POINT；第3章21〕
4 ○  意思能力とは、契約などの法律行為を行うために必要な判断能力

のことであり、意思能力のない者が行った法律行為は、無効である
（ 3条の 2）。自分の意思による法律行為とはいえないからである。
したがって、本件約定の時点でＡに意思能力がなかった本肢の場合、
Ｂは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を
取得することはできない。 〔POINT；第2章6〕
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35 B 期間の計算 □□□（令和 4年－ 5）

期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものは
どれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定
する休日その他の休日には当たらないものとする。
1  令和 4年 10 月 17 日午前 10 時に、引渡日を契約締結日から 1年後とす
る不動産の売買契約を締結した場合、令和5年 10月 16日が引渡日である。
2  令和 4 年 8 月 31 日午前 10 時に、弁済期限を契約締結日から 1か月後
とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和 4年 9月 30 日の終了をも
って弁済期限となる。
3  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の
休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間
はその前日に満了する。
4  令和 4 年 5 月 30 日午前 10 時に、代金の支払期限を契約締結日から 1
か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和 4年 7 月 1 日の終了
をもって支払期限となる。
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35 正解 2

1 ×  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間が午前
零時から始まるときを除き、期間の初日は、算入しない（初日不算
入の原則。140 条）。また、週、月又は年によって期間を定めたとき
は、その期間は、暦に従って計算するのが原則であるが（ 143 条 1項）、
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最
後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の「前日」に満
了する（ 143 条 2 項本文）。したがって、不動産の引渡日を売買契約
締結日から 1年後とする本肢の場合、期間の初日である令和 4年
10 月 17 日は算入されず、令和 4 年 10 月 18 日が起算日となる。
そして、その起算日に応当する日は、令和 5年 10 月 18 日である
から、その前日の令和 5年 10 月「 17 日」が引渡日となる。

2 〇  肢 1 で述べたように、日、週、月又は年によって期間を定めたと
きは、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は、
算入しない。また、週、月又は年によって期間を定めたときは、そ
の期間は、暦に従って計算するのが原則である。したがって、弁済
期限を金銭消費貸借契約締結日から 1か月後とする本肢の場合、期
間の初日である令和 4年 8月 31 日は算入されず、令和 4年 9月 1
日が起算日となる。そして、暦に従い、令和 4年 9月 30 日の終了
をもって弁済期限となる。

3 ×  期間は、その末日の終了をもって満了する（ 141 条）。しかし、
期間の末日が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日そ
の他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合
に限り、期間は、その「翌日」に満了する（ 142 条）。したがって、
その「前日」に満了するとする本肢は誤っている。

4 ×  前述したように、初日不算入の原則が定められており、また、そ
の期間は、その起算日に応当する日の「前日」に満了する。ただし、
月又は年によって期間を定めた場合、最後の月に応当する日がない
ときは、その月の末日に満了する（ 143 条 2項ただし書）。したがって、
代金の支払期限を売買契約締結日から 1か月後とする本肢の場合、
期間の初日である令和 4年 5月 30 日は算入されず、令和 4年 5月
31 日が起算日となる。そして、その起算日に応当する日は、令和
4年 6月 31 日となり存在しないため、その月の末日、つまり、令
和 4年「 6月 30 日」の終了をもって支払期限となる。
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36 A 代　理 □□□（ 21 年－ 2）

ＡがＡ所有の土地の売却に関する代理権をＢに与えた場合における次の記
述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1  Ｂが自らを「売主Ａの代理人Ｂ」ではなく、「売主Ｂ」と表示して、買
主Ｃとの間で売買契約を締結した場合には、Ｂは売主Ａの代理人として契
約しているとＣが知っていても、売買契約はＢＣ間に成立する。
2  Ｂが自らを「売主Ａの代理人Ｂ」と表示して買主Ｄとの間で締結した売
買契約について、Ｂが未成年であったとしても、ＡはＢが未成年であるこ
とを理由に取り消すことはできない。
3  Ｂは、自らが選任及び監督するのであれば、Ａの意向にかかわらず、い
つでもＥを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。
4  Ｂは、Ａに損失が発生しないのであれば、Ａの意向にかかわらず、買主
Ｆの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

第 4章　第 1節　代　理（★★★）

01_民法1章to4章.indd   7201_民法1章to4章.indd   72 2022/11/25   10:24:102022/11/25   10:24:10



第 1節　代理

73

第
４
章
第
１
節　

代
理

36 正解 2

1 ×  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自
己のためにしたものとみなされるが、相手方が、代理人が本人のた
めにすることを知り、又は、知ることができたときは、本人に対し
て直接にその効力を生ずる（ 100 条）。したがって、Ｂは売主Ａの
代理人として契約しているとＣが知っていれば、売買契約はＡＣ間
に成立する。よって、本肢は誤っている。 〔POINT；第4章6〕

2 ○  制限行為能力者が任意代理人としてした行為は、行為能力の制限
によっては取り消すことができない（ 102 条本文）。したがって、Ａ
は、未成年者Ｂが単独で契約を締結しても、Ｂが未成年であること
を理由に取り消すことはできない。よって、本肢は正しく、本問の
正解肢である。 〔POINT；第4章3〕

3 ×  任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又は、やむを得ない事由
があるときでなければ、復代理人を選任することができない（ 104
条）。したがって、Ｂが、Ａの意向にかかわらず、いつでもＥを復
代理人として選任して売買契約を締結させることができるとの本肢
は、誤っている。 〔POINT；第4章4〕

4 ×  同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は、当事者
双方の代理人としてした行為は、債務の履行及び本人があらかじめ
許諾した行為を除いて、無権代理行為とみなされる（自己契約・双
方代理の禁止、108 条 1 項）。したがって、Ｂは、Ａの意向にかかわ
らず、買主Ｆの代理人にもなって、売買契約を締結することができ
るわけではない。 〔POINT；第4章5〕
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37 B 代　理 □□□（ 22 年－ 2改題）

Aが A所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次
の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理
は成立しないものとする。
1  A が死亡した後であっても、Bが Aの死亡の事実を知らず、かつ、知
らないことにつき過失がない場合には、Bは Aの代理人として有効に甲
土地を売却することができる。
2  B が死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却
することができる。
3  17 歳である Bが Aの代理人として甲土地を Cに売却した後で、Bが
17 歳であることをCが知った場合には、Cは Bが未成年者であることを
理由に売買契約を取り消すことができる。
4  B が売主 Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売
買契約を締結しても、あらかじめ、A及び Dの承諾を受けていれば、こ
の売買契約は有効である。
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37 正解 4

1 ×  本人が死亡したときは、代理人の代理権は消滅する（ 111 条 1 項
1 号）。したがって、Bが Aの死亡の事実を知らず、かつ、知らな
いことにつき過失がない場合でも、Bは Aの代理人として有効に
甲土地を売却することができない。 〔POINT；第4章4〕

2 ×  代理人が死亡したときは、代理人の代理権は消滅する（ 111 条 1
項 2 号）。したがって、Bが死亡しても、Bの相続人は、代理権を
相続しないことから、Aの代理人として有効に甲土地を売却するこ
とはできない。 〔POINT；第4章4〕

3 ×  制限行為能力者が任意代理人としてした行為は、行為能力の制限
によっては取り消すことができない（ 102 条本文）。したがって、A
のみならず Cも、Bが未成年者であることを理由に売買契約を取
り消すことはできない。 〔POINT；第4章3〕

4 ○  同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は、当事者
双方の代理人としてした行為は、債務の履行及び本人があらかじめ
許諾した行為を除いて、無権代理行為とみなされる（自己契約・双
方代理の禁止、108 条 1 項）。したがって、あらかじめ、A及び Dの
承諾を受けていれば、本肢の売買契約は有効である。

 〔POINT；第4章5〕
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38 A 代　理 □□□（ 24 年－ 2）

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っている
ものはどれか。
1  未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつ
き当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属し
ない。
2  法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が
代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無
過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
3  不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人と
なった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしている
ときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
4  法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任すること
ができる。

▼
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38 正解 1

1 ×  制限行為能力者が任意代理人としてした行為は、行為能力の制限
によっては取り消すことができない（ 102 条本文）。つまり、任意代
理人は、行為能力者である必要はない。したがって、未成年者が代
理人となって締結した契約の効果は、当該未成年者の法定代理人に
よる同意がなくとも、有効に本人に帰属する。

 〔POINT；第4章3〕
2 ○  法人における代表関係は、代理関係と同様であることから、法人に関し

ても代理行為の瑕疵の規定（ 101 条）が類推適用され、法人の善意・悪意は、
原則として、法人の代表者について判断される（判例）。そして、代表者が
代理人を用いた場合は、代理人について決する（判例）。

3 ○  同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は、当事者
双方の代理人としてした行為は、債務の履行及び本人があらかじめ
許諾した行為を除いて、無権代理行為とみなされる（ 108 条 1 項）。
したがって、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしている本肢
の場合、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。

 〔POINT；第4章5〕
4 ○  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又は、やむを得な

い事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない
（ 104 条）。しかし、法定代理人は、自己の責任でいつでも復代理人
を選任することができる（ 105 条前段）。 〔POINT；第4章4〕
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39 B 代　理 □□□（ 29 年－ 1）

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っている
ものはどれか。
1  売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、
相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有す
る。
2  委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由
があるときにも、復代理人を選任することができる。
3  復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に
引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義
務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
4  夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項
について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

▼
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39 正解 3

1 ○  任意代理人の代理権の範囲は、代理権授与の際の当事者意思によって決
まるが、売買契約を締結する代理権を授与された者は、特段の事情がない
限り、相手方から当該売買契約について取消しの意思表示を受ける権限を
も有するとするのが判例である。

2 ○  任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又は、やむを得ない事由
があるときのいずれかの場合、復代理人を選任することができる
（ 104 条）。 〔POINT；第4章4〕

3 ×  復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭等を受領したとき
は、復代理人は、特別の事情がないかぎり、本人に対して受領物を
引き渡す義務を負うほか、代理人に対してもこれを引き渡す義務を
負い、もし復代理人が代理人にこれを引き渡したときは、代理人に
対する受領物引渡義務は消滅し、それとともに、本人に対する受領
物引渡義務も消滅する（ 106 条 2項、判例）。

4 ○  日常家事とは、夫婦の共同生活に必要な一切の事項のことであり、
民法は、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした
ときは、他の一方は、原則として、これによって生じた債務につい
て、連帯してその責任を負うとしている（761条）。そこで判例は、「民
法 761 条は、実質上、連帯責任の前提として、夫婦は相互に日常
家事に関する代理権を有することも規定している」と判示している。
したがって、夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常
家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をするこ
とができる。なお、日常家事に含まれるかどうかは、当該夫婦の内
部的な事情や個別的な目的等のみを重視して判断されるべきではな
く、客観的にその法律行為の種類や性質等も考慮して判断される（判
例）。
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40 B 代　理 □□□（ 30 年－ 2改題）

Ａが、所有する甲土地の売却に関する代理権をＢに授与し、ＢがＣとの間
で、Ａを売主、Ｃを買主とする甲土地の売買契約（以下この問において「本
件契約」という。）を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定に
よれば、正しいものはどれか。
1  Ｂが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Ｃが本件契約の締結
時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はＡに帰属
する。
2  ＡがＢに代理権を授与するより前にＢが補助開始の審判を受けていた場
合、Ｂは有効に代理権を取得することができない。
3  ＢがＣの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Ａの許諾の有無
にかかわらず、本件契約は無効となる。
4  ＡがＢに代理権を授与した後にＢが後見開始の審判を受け、その後に本
件契約が締結された場合、Ｂによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
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40 正解 4

1 ×  民法は本人保護の見地から、代理人が自己又は第三者の利益を図
る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその
目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を
有しない者がした行為とみなすとしている（代理権の濫用。107 条）。
したがって、Ｂが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Ｃ
が本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合、本人Ａは代理
人Ｂの行為について責任を負わない。つまり、本件契約の効果はＡ
に帰属しない。

2 ×  制限行為能力者が任意代理人としてした行為は、行為能力の制限
によっては取り消すことができない（ 102 条本文）。つまり、任意代
理人は、行為能力者であることを要しない。したがって、ＡがＢに
代理権を授与するより前にＢが補助開始の審判を受け、制限行為能
力者となっていた場合でも、Ｂは有効に代理権を取得することがで
きる。 〔POINT；第4章3〕

3 ×  同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は、当事者
双方の代理人としてした行為は、債務の履行及び本人があらかじめ
許諾した行為を除いて、無権代理行為となる（自己契約・双方代理の
禁止、108 条 1 項）。したがって、ＡＣ間の本件契約は、Ａ及びＣの
許諾があれば有効となる。よって、Ａの許諾がありＣの許諾もある
場合はＡＣ間の本件契約は有効となることから、Ａの許諾の有無に
かかわらず、本件契約は無効となるとの本肢は誤っている。

 〔POINT；第4章5〕
4 ○  代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する（ 111

条 1項 2号）。したがって、ＡがＢに代理権を授与した後にＢが後見
開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Ｂの代理
権は消滅しているため、Ｂによる本件契約の締結は無権代理行為と
なる。 〔POINT；第4章4〕
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41 A 無権代理等 □□□（ 20 年－ 3）

ＡがＢの代理人としてＢ所有の甲土地について売買契約を締結した場合に
関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  Ａが甲土地の売却を代理する権限をＢから書面で与えられている場合、
Ａ自らが買主となって売買契約を締結したときは、Ａは甲土地の所有権を
当然に取得する。
2  Ａが甲土地の売却を代理する権限をＢから書面で与えられている場合、
ＡがＣの代理人となってＢＣ間の売買契約を締結したときは、Ｃは甲土地
の所有権を当然に取得する。
3  Ａが無権代理人であってＤとの間で売買契約を締結した後に、Ｂの死亡
によりＡが単独でＢを相続した場合、Ｄは甲土地の所有権を当然に取得す
る。
4  Ａが無権代理人であってＥとの間で売買契約を締結した後に、Ａの死亡
によりＢが単独でＡを相続した場合、Ｅは甲土地の所有権を当然に取得す
る。

第 4章　第 2節　無権代理（★★★）
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41 正解 3

1 ×  代理人が契約の相手方となることは、本人の利益が害されるおそ
れがあるので、原則として許されず、これに反して行った場合は無
権代理行為となる（自己契約の禁止、108 条 1 項本文）。しかし、本人
の許諾を得ている場合や、単なる債務の履行であれば、自己契約も
許される（ 108 条 1 項ただし書）。したがって、Ａが甲土地の売却を
代理する権限をＢから書面で与えられている場合でも、Ａ自らが買
主となって売買契約を締結したときは、Ａは、甲土地の所有権を当
然に取得するわけではない。 〔POINT；第4章5〕

2 ×  双方代理は、原則として許されず、これに反して行った場合は無
権代理行為となるが、本人の許諾を得ている場合や、単なる債務の
履行であれば許される（ 108 条 1 項）。したがって、Ａが甲土地の売
却を代理する権限をＢから書面で与えられている場合でも、ＡがＣ
の代理人となってＢＣ間の売買契約を締結したときは、Ｃは甲土地
の所有権を当然に取得するわけではない。 〔POINT；第4章5〕

3 ○  無権代理人が本人を単独で相続し、本人と代理人の資格が同一人
に帰した場合には、本人自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地
位が生じるため、本人を相続した無権代理人は、本人としての地位
に基づいて、無権代理行為による契約の効力を否定することはでき
ない（判例）。したがって、Ｄは甲土地の所有権を当然に取得する。
なお、生前に本人が無権代理行為の追認を拒絶していた場合には、
その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有
効になるものではない（判例）。

4 ×  本人が無権代理人を相続した場合、本人としての地位と無権代理
人の地位が併存することになるが、相続人たる本人が、被相続人の
無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義に反しない（判例）。し
たがって、Ｅは甲土地の所有権を当然に取得するとの本肢の記載は
誤りである。なお、要件が満たされれば、Ｅは、無権代理人の地位
を相続したＢに対して、無権代理人の責任を追及することはできる
（ 117 条、判例）。
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42 A 無権代理 □□□（ 24 年－ 4）

Ａ所有の甲土地につき、Ａから売却に関する代理権を与えられていないＢ
が、Ａの代理人として、Ｃとの間で売買契約を締結した場合における次の記
述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、
表見代理は成立しないものとする。
1  Ｂの無権代理行為をＡが追認した場合には、ＡＣ間の売買契約は有効と
なる。
2  Ａの死亡により、ＢがＡの唯一の相続人として相続した場合、Ｂは、Ａ
の追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶すること
ができる。
3  Ｂの死亡により、ＡがＢの唯一の相続人として相続した場合、ＡがＢの
無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、ＡＣ間の売買契約が
当然に有効になるわけではない。
4  Ａの死亡により、ＢがＤとともにＡを相続した場合、ＤがＢの無権代理
行為を追認しない限り、Ｂの相続分に相当する部分においても、ＡＣ間の
売買契約が当然に有効になるわけではない。

▼
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42 正解 2

1 ○  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、表見代理
が成立する場合を除き、本人がその追認をしなければ、本人に対し
てその効力を生じない（ 113 条 1 項）。そして、追認は、別段の意思
表示がないときは、第三者の権利を害しない範囲で、契約の時にさ
かのぼってその効力を生ずる（ 116 条）。したがって、Ａが追認し
た場合には、ＡＣ間の売買契約は有効となる。

 〔POINT；第4章11〕
2 ×  無権代理人が本人を単独で相続し、本人と代理人の資格が同一人

に帰した場合には、本人自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地
位を生じるため、本人を相続した無権代理人は、本人としての地位
に基づいて、無権代理行為による契約の効力を否定することはでき
ない（判例）。したがって、Ｂは、自らの無権代理行為の追認を拒
絶することはできない。

3 ○  本人が無権代理人を相続した場合、本人としての地位と無権代理
人の地位が併存することになるが、相続人である本人が、被相続人
の無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義に反しない（判例）。

4 ○  無権代理人が本人を他の相続人とともに共同で相続した場合、無権代理
行為の追認は、共同相続人全員が共同して行う必要があり、共同相続人全
員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部
分についても当然に有効となるものではない（判例）。
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43 B 無権代理等 □□□（ 26 年－ 2改題）

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っている
ものはいくつあるか。
ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力
は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。

イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の
名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為で
あると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類
推適用することができる。

ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審
判を受けたときは、代理権が消滅する。

エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事
情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことに
よって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、
本人又は代理人のいずれかについて決する。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

▼
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43 正解 2

ア ×  追認は、原則として、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる
（ 116 条本文）。したがって、契約の効力は追認をした時から将来に
向かって生ずるとする本肢は誤っている。 〔POINT；第4章11〕

イ ○  判例は、代理人が本人の名において権限外の行為をした場合、相手方が
その行為を本人自身の行為と信じたときは、その信じたことについて正当
な理由がある場合に限り、民法 110条（権限外の行為の表見代理）の規
定を類推適用して、本人がその責に任ずるものと解するのが相当としてい
る。代理人の代理権を信じたものではないが、その信頼が取引上保護に値
する点においては、代理人の代理権限を信頼した場合と異なるところはな
いからである。

ウ ○  制限行為能力者が任意代理人としてした行為は、行為能力の制限
によっては取り消すことができない（ 102 条本文）。つまり、任意代
理人は、行為能力者である必要はない。また、代理人が後見開始の
審判を受けたときは、代理権が消滅する（ 111 条 1 項 2 号）。したが
って、本肢は正しい。 〔POINT；第4章3・4〕

エ ×  代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯
誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかっ
たことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合に
は、その事実の有無は、代理人について決する（ 101 条 1 項）のが
原則である。したがって、本人の選択に従い、本人又は代理人のい
ずれかについて決するとする本肢は誤っている。

 〔POINT；第4章7〕
以上から、誤っているものは、アとエの二つであり、正解肢は肢 2である。
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44 A 無権代理 □□□（令和元年－ 5）

次の 1から 4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文
によれば、誤っているものはどれか。
（判決文）
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本

人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するの
が相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなけ
れば本人に対してその効力を生ぜず（民法 113 条 1 項）、本人が追認を拒絶
すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は
本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追
認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何
ら影響を及ぼすものではないからである。

1  本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無
権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
2  本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が
追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同
じである。
3  無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさか
のぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできな
い。
4  本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続によ
り当然には有効とならない。
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1 〇  本問判決文は、「本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、
…追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効
とすることができず、…」としている。したがって、「本人が無権
代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理
行為を追認して有効な行為とすることはできない」とする本肢は誤
っているとはいえない。

2 ×  本問判決文は、「本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、
その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有
効になるものではない」としている。これに対し、本人が追認拒絶
をする前に、無権代理人が本人を単独で相続し、本人と代理人の資
格が同一人に帰した場合には、本人自ら法律行為をしたのと同様な
法律上の地位を生じるため、本人を相続した無権代理人は、本人と
しての地位に基づいて、無権代理行為による契約の効力を否定する
ことはできないとされている（判例）。したがって、本肢において、
法律効果は同じではない。

3 〇  追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼって
その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない
（ 116 条）。この無権代理行為の追認の効果について、本問判決文は
触れていないが、上記民法の規定によれば、本肢は誤っているとは
いえない。

4 〇  本肢は、「本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、
その相続により当然には有効とならない」としている。しかし、本
問判決文において、本人が無権代理人を相続した場合のことについ
ては、触れられていない。したがって、本肢は誤っているとはいえ
ない。なお、本人が無権代理人を相続した場合、本人としての地位
と無権代理人の地位が併存することになるが、相続人たる本人が、
被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義に反しないと
されている（判例）。
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45 B 無権代理等 □□□（令和 2年 12 月－ 2）

ＡがＢに対して、Ａ所有の甲土地を売却する代理権を令和 2年 7 月 1 日
に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正
しいものはどれか。
1  Ｂが自己又は第三者の利益を図る目的で、Ａの代理人として甲土地をＤ
に売却した場合、Ｄがその目的を知り、又は知ることができたときは、Ｂ
の代理行為は無権代理とみなされる。
2  ＢがＣの代理人も引き受け、ＡＣ双方の代理人として甲土地に係るＡＣ
間の売買契約を締結した場合、Ａに損害が発生しなければ、Ｂの代理行為
は無権代理とはみなされない。
3  ＡがＢに授与した代理権が消滅した後、ＢがＡの代理人と称して、甲土
地をＥに売却した場合、ＡがＥに対して甲土地を引き渡す責任を負うこと
はない。
4  Ｂが、Ａから代理権を授与されていないＡ所有の乙土地の売却につき、
Ａの代理人としてＦと売買契約を締結した場合、ＡがＦに対して追認の意
思表示をすれば、Ｂの代理行為は追認の時からＡに対して効力を生ずる。
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1 〇  民法は本人保護の見地から、代理人が自己又は第三者の利益を図
る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその
目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を
有しない者がした行為とみなすとしている（代理権の濫用、107 条）。
したがって、本肢の場合、Ｂの代理行為は無権代理とみなされる。

2 ×  同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は、当事者
双方の代理人としてした行為は、債務の履行及び本人があらかじめ
許諾した行為を除いて、代理権を有しない者がした行為とみなされ
る（自己契約・双方代理の禁止、108 条 1 項）。したがって、例外に当
てはまる事情が見受けられない本肢の場合、Ａに損害が発生するか
否かに関係なく、Ｂの代理行為は無権代理とみなされる。

 〔POINT；第4章5〕
3 ×  他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲

内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の
消滅の事実を過失なく知らなかった第三者に対してその責任を負う
（代理権消滅後の表見代理、112 条 1 項）。したがって、代理権の消滅の
事実についてＥが善意無過失であれば、Ａは、Ｅに対して甲土地を
引き渡す責任を負うことになる。 〔POINT；第4章9・10・15〕

4 ×  追認は、原則として、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる
（ 116 条本文）。したがって、Ｂの代理行為は追認の時からＡに対し
て効力を生ずるとする本肢は誤っている。 〔POINT；第4章11〕
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46 B 無権代理等 □□□（令和 3年 12 月－ 5）

ＡがＢの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及
び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もＢの追認はな
いものとし、令和 3年 7月 1日以降になされたものとする。
1  ＡがＢの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為
をした場合、相手方Ｃがその目的を知っていたとしても、ＡＣ間の法律行
為の効果はＢに帰属する。
2  ＢがＡに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をＣに
表示し、Ａが当該代理権の範囲内の行為をした場合、ＣがＡに代理権がな
いことを知っていたとしても、Ｂはその責任を負わなければならない。
3  ＡがＢから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずＢの代理人と
詐称してＣとの間で法律行為をし、ＣがＡにＢの代理権があると信じた場
合であっても、原則としてその法律行為の効果はＢに帰属しない。
4  ＢがＡに与えた代理権が消滅した後にＡが行った代理権の範囲内の行為
について、相手方Ｃが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合
でも、Ｂはその責任を負わなければならない。
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46 正解 3

1 ×  民法は本人保護の見地から、代理人が自己又は第三者の利益を図
る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知
り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない
者がした行為とみなすとしている（代理権の濫用、107 条）。したが
って、Ｃが悪意である本肢の場合、Ａの代理行為は無権代理とみな
されることから、ＡＣ間の法律行為の効果はＢに帰属しない。

2 ×  第三者（本肢ではＣ）に対して他人（本肢ではＡ）に代理権を与
えた旨を表示した者（本肢ではＢ）は、その代理権の範囲内におい
てその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負うが、
第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は
過失によって知らなかったときは、責任を負わない（代理権授与表
示の表見代理、109 条 1 項）。したがって、本肢の場合、Ａに代理権
がないことをＣが知っていたときは、ＡＣ間の法律行為の効果はＢ
に帰属せず、Ｂはその責任を負わない。

 〔POINT；第4章9・10・15〕
3 ○  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、表見代理

が成立する場合を除き、本人がその追認をしなければ、本人に対し
てその効力を生じない（ 113 条 1 項）。ところで、表見代理の類型と
しては、基本的には、①代理権授与の表示による表見代理（ 109 条
1 項）、②権限外の行為の表見代理（ 110 条）、③代理権消滅後の表
見代理（ 112 条 1 項）があるが、本肢においては、どれにも当ては
まらないことから、ＣがＡに代理権があると信じた場合でも、表見
代理は成立しない。したがって、本人Ｂの追認があるときを除き、
ＡＣ間の法律行為の効果はＢに帰属しない。

 〔POINT；第4章9・10・11〕
4 ×  他人（本肢ではＡ）に代理権を与えた者（本肢ではＢ）は、代理

権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者（本肢
ではＣ）との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らな
かった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によ
ってその事実を知らなかったときは、その責任を負わない（代理権
消滅後の表見代理、112 条 1 項）。したがって、Ｃが過失によって代理
権消滅の事実を知らなかった本肢の場合、Ｂはその責任を負わない。

 〔POINT；第4章9・10・15〕
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47 B 消滅時効 □□□（ 21 年－ 3改題）

Ａは、Ｂに対し建物を賃貸し、月額 10 万円の賃料債権を有している。こ
の賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれ
ば、誤っているものはどれか。
1  Ａが、Ｂに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、確定判決と同
一の効力を有するものによって権利が確定したときは、消滅時効は、支払
督促の事由が終了した時に更新される。
2  Ｂが、Ａとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益
はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認めら
れない。
3  Ａが、Ｂに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したと
きは、その請求により消滅時効は更新される。
4  Ｂが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したとき
は、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援
用をすることは許されない。

▼

第 5章　第 1節　時　効（★★★）
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47 正解 3

1 ○  裁判上の請求や支払督促（裁判所を通じてする請求の一種）等がなされ、
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した
ときは、時効は、裁判上の請求や支払督促等の事由が終了した時から新た
にその進行を始める（ 147 条 2項）。つまり、更新される。

2 ○  時効の利益は、あらかじめ放棄することができない（ 146 条）。
時効完成前の放棄を認めてしまえば、時効制度が認められている趣
旨に反するし、債権者によって濫用されるおそれがあるからである。
以上のことから、賃貸借契約締結時になされた、賃料債権につき消
滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨の約定は、無効とされる。

 〔POINT；第5章10〕
3 ×  内容証明郵便による支払の請求は、裁判外の請求、つまり、催告

に該当する。そして、催告があったときは、その時から 6か月を経
過するまでの間は、時効は、完成しないとされる（ 150 条 1 項）。す
なわち、催告により時効の完成は猶予されるが、催告は、更新事由
ではない。したがって、内容証明郵便により支払を請求しても、そ
の請求により消滅時効は更新されるとはいえず、本肢は誤っている。
 〔POINT；第5章7〕

4 ○  消滅時効完成後に、債務者が債務の承認をした場合、債務者は、
時効完成の事実を知らなかったときでも、信義則上、消滅時効を援
用することは許されない（判例）。このような場合は、通常、債権
者においても、「債務者は、もはや時効の援用をしないつもりである」
と考えるからである。 〔POINT；第5章11〕
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48 C 取得時効 □□□（ 22 年－ 3）

所有権及びそれ以外の財産権の取得時効に関する次の記述のうち、民法の
規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1  土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の
継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によ
って取得することはできない。
2  自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の
筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部
の所有権を時効によって取得することができる。
3  時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければ
ならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり
遅らせたりすることはできない。
4  通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる
ものに限り、時効によって取得することができる。

▼

あと
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1 ×  賃借権は、債権ではあるが、占有を伴い、継続的に使用するもの
だから、継続的用益という外形的事実が存在し、賃借の意思に基づ
くことが客観的に表現されているときは、地上権と同様に、時効取
得が認められる（判例）。したがって、時効によって取得できない
とする本肢は誤っており、本問の正解肢である。

2 ○  一定の要件をもって土地の占有を継続すれば、取得時効が成立す
る（ 162 条）。そして、一筆の土地の一部の占有も可能である以上、
その時効取得も認められる（判例）。 〔POINT；第5章1〕

3 ○  取得時効の起算点は、時効の基礎たる占有が開始された時であり、時効
援用者において起算点を任意に選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせ
たりすることはできない（判例）。

4 ○  地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができ
るものに限り、時効によって取得することができる（ 283 条）。通
行地役権に関しても同様である。なお、地役権については、第9
章第4節で学習する。 〔POINT；第9章26〕
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49 C 時効等 □□□（ 26 年－ 3改題）

権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
正しいものはどれか。
1  売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土
地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無
権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有
権を取得する。
2  所有権は、権利を行使することができる時から 20 年間行使しないとき
は消滅し、その目的物は国庫に帰属する。
3  売買の目的物に種類・品質に関する契約内容不適合がある場合、買主の
売主に対する担保責任追及としての損害賠償請求権には消滅時効の規定の
適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時か
ら進行する。
4  20 年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、
占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得
する。

▼
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1 ×  動産に関しては、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有
を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産に
ついて行使する権利を取得する」との即時取得の制度（ 192 条）があるが、
不動産には同様の規定はない。

2 ×  所有権は消滅時効にかからないとされている（ 166 条 2 項参照）。
なお、占有者による取得時効が成立する結果、当初の所有者が所有
権を失うことはあるが、これは 1つの物には 2つの所有権が存在
しえないことの反射であり、消滅時効によって消滅するわけではな
い。

3 ○  売買の目的物に契約の内容に適合しない瑕疵がある場合の買主の
損害賠償請求権に、消滅時効の規定の適用がないとすると、売主に
とっては過大な負担となる。そこで、判例は、引き渡された目的物
が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合の、買主の売主
に対する担保責任追及としての損害賠償請求権には消滅時効の規定
の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受
けた時から進行するとしている。

4 ×  20 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物
を占有した者は、その所有権を取得する（ 162 条 1 項）。つまり、取
得時効の成立には、所有の意思が必要である。そして、所有の意思
の有無は、占有取得の原因事実により外形的・客観的に判断される
（判例）。 〔POINT；第5章1〕
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50 A 取得時効 □□□（ 27 年－ 4）

Ａ所有の甲土地を占有しているＢによる権利の時効取得に関する次の記述
のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  Ｂが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続
けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Ｂは、
時効によって甲土地の所有権を取得することができる。
2  Ｂの父が 11 年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した
後、Ｂが相続によりその占有を承継し、引き続き 9年間所有の意思をもっ
て平穏かつ公然に占有していても、Ｂは、時効によって甲土地の所有権を
取得することはできない。
3  Ａから甲土地を買い受けたＣが所有権の移転登記を備えた後に、Ｂにつ
いて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Ｂは、Ｃに対し、登記がな
くても甲土地の所有者であることを主張することができる。
4  甲土地が農地である場合、ＢがＡと甲土地につき賃貸借契約を締結して
20 年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の
許可がなければ、Ｂは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはで
きない。

あと

▼
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1 ×  20 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物
を占有した者は、その所有権を取得する（ 162 条 1 項）。そして、所
有の意思の有無は、占有取得の原因事実により外形的・客観的に判
断される（判例）。なお、判例は、所有の意思のない占有者を相続
した場合、相続人が相続財産の占有を承継しただけでなく、相続財
産を新たに事実上支配することによって占有を開始し、その占有に
所有の意思があるとみられるときは、相続人は、新権原（ 185 条）
により所有の意思をもって占有を開始したことになるとする。しか
し、いずれにしても、賃借人であった父から甲土地の賃借権を相続
により承継し賃料を払い続けている本肢のＢには、所有の意思は認
められない。 〔POINT；第5章1〕

2 ×  占有者の承継人は、自己の占有のみを主張するか、又は、自己の
占有に前主の占有を併せて主張するか、どちらかを選択することが
できる（占有の承継、187 条 1 項。なお、前主の占有を併せて主張する場
合は、その占有開始の状態も承継する）。そして、この規定は相続の場
合にも適用される（判例）。 〔POINT；第5章2〕

3 ○  時効完成前の第三者と時効取得者との関係は対抗問題ではなく、
時効取得者は、第三者に対して、登記がなくても所有権の取得を主
張することができる（ 177 条、判例）。第三者と時効取得者の関係は、
当事者どうしの関係と考えることができるからである。なお、対抗
問題については、第9章第2節で学習する。 〔POINT；第9章5〕

4 ×  他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃
借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、土地
賃借権を時効により取得することができる（判例）。そして、本件のような、
時効による農地の賃借権の取得については、農地法3条の規定の適用はな
く、同条1項所定の許可がない場合であっても、賃借権の時効取得が認め
られるとするのが判例である。耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を
図ろうとする農地法の趣旨に反するものではないからである。
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51 C 時効の援用 □□□（ 30 年－ 4）

時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っ
ているものはどれか。
1  消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であって
も、保証人は時効を援用することができる。
2  後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用するこ
とができる。
3  詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、
当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができ
る。
4  債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、
債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。

▼
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1 〇  時効が完成しても、当事者が援用しなければ、時効完成の効力は
生じない。そして、時効の援用権者としては、消滅時効の場合、保
証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利
益を有する者も含まれる（ 145 条）。他方、時効の利益は、あらか
じめ放棄することができないが（ 146 条）、時効完成後なら放棄す
ることができる。そして、時効の利益の放棄の効果は、各当事者の
意思を尊重すべきであるから、放棄した者との関係でのみ生じると
されている。以上のことから、消滅時効完成後に主たる債務者が時
効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用すること
ができる。 〔POINT；第5章8〕

2 ×  肢 1 で述べたように、時効の援用権者には、権利の消滅について
正当な利益を有する者も含まれるとされている（ 145 条）。そして、
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用す
ることができなくとも、目的物の価格から抵当権の順位に応じて弁
済を受けることができるという後順位抵当権者の地位が害されるこ
とはなく、正当な利益を有する者にはあたらないとされる。したが
って、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を
援用することができない（判例）。

3 〇  先に述べたように、時効の援用権者となるのは、正当な利益を有する者
とされる（ 145 条）。そして、判例は、詐害行為の受益者は、詐害行為取消
権が行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、それによって得
ていた利益を失う関係にあることから、債権者の債権の消滅によって正当
な利益を有する者にあたるとして、詐害行為取消権を行使する債権者の有
する被保全債権について、消滅時効を援用することができるとしている。

4 ○  消滅時効完成後に、債務者が債務の承認をした場合、債務者は、
時効完成の事実を知らなかったときでも、信義則の観点から、消滅
時効を援用することは許されない（判例）。したがって、債務者は、
その完成した消滅時効を援用することはできないとの本肢は正し
い。 〔POINT；第5章11〕
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52 B 時　効 □□□（令和元年－ 9改題）

Aが Bに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に
関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはど
れか。
1  訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない
限り、時効は更新しない。
2  訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効は更新
しない。
3  訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効は更新しない。
4  訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効は更新しない。
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1 〇  裁判上の請求がなされると、その事由が終了するまで、時効の完
成が猶予されるが（ 147 条 1 項 1号）、裁判上の請求について訴えを
取り下げ、権利が確定することなく裁判が途中で終了したときは、
その終了の時から 6か月間は、時効の完成が猶予される（ 147 条 1
項かっこ書）。しかし、訴えの取下げの場合には、時効は更新しない。

2 〇  裁判上の請求について訴えが却下され、権利が確定することなく
裁判が途中で終了したときは、その終了の時から 6か月間は、時効
の完成が猶予される（ 147 条 1 項かっこ書）。しかし、訴えの却下の
場合には、時効は更新しない。

3 ○  前述したように、訴えの却下又は取下げの場合には、時効は更新
しない。この「却下」については、棄却を含むとされている（判例）。
したがって、訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合、時効
は更新しない。

4 ×  時効は、裁判上の請求によって、その手続き中は完成猶予され、
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確
定したときは、それが終了した時から新たにその進行を始める（時
効の更新、147 条）。ところで、和解とは、当事者が互いに譲歩して、
その間にある争いを終結させる合意をすることであり、裁判所が関
わる和解のことを「裁判上の和解」という。裁判上の和解が成立す
ると和解調書が作成されるが、この和解調書は、確定した判決と同
じ効力をもつ（民事訴訟法 267 条）。以上より、Aが金銭の支払を求
めて訴えを提起した後に裁判上の和解が成立した場合には、時効は
更新しないとする本肢は誤っている。 〔POINT；第5章7〕
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53 A 時　効 □□□（令和 2年 10 月－ 10 ）

Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規
定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1  B が甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に 17 年間占有した後、
Cが Bを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に 3年間占有
した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
2  D が、所有者と称する Eから、Eが無権利者であることについて善意
無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に 3年間占
有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさら
に 7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効
取得することはできない。
3  D が、所有者と称する Eから、Eが無権利者であることについて善意
無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に 3年間占
有した後、甲土地がAの所有であることを知っている Fに売却し、Fが
所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を 7年間占有した場合、Fは甲
土地の所有権を時効取得することができる。
4  A が甲土地を使用しないで 20 年以上放置していたとしても、Aの有す
る甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
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1 〇  占有者の承継人は、自己の占有のみを主張するか、又は、自己の
占有に前の占有者の占有を併せて主張するか、どちらかを選択する
ことができる。前の占有者の占有を併せて主張する場合は、その占
有期間及び占有開始の状態を承継する（ 187 条）。そして、この規
定は、相続の場合にも適用される（判例）。したがって、甲土地を
17 年間占有したBを相続したCが、その後 3年間甲土地を占有し
た本肢の場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。

 〔POINT；第5章2〕
2 ×  占有開始の状態が善意無過失であれば、たとえその後悪意に転じ

たとしても、占有開始の時から 10年で時効取得することができる
（ 162 条 2 項、判例）。したがって、善意無過失で甲土地を買い受け、
3年間これを占有した後、甲土地がAの所有であることに気付い
たDは、そのままさらに 7年間占有を継続すれば、甲土地の所有
権を時効取得することができる。 〔POINT；第5章1〕

3 〇  肢 1 で述べたように、占有者の承継人は、前の占有者の占有期間
及び占有開始の状態を承継することができる。そして、前の占有者
が占有開始時に善意無過失であったことも承継する（判例）。した
がって、Fが悪意であったとしても、前の占有者であるDの占有
を併せて主張すれば、Fは、7年間の占有により、甲土地の所有権
を時効取得することができる（ 162 条 2項）。 〔 POINT；第5章2〕

4 〇  所有権は消滅時効にかからない。したがって、Aが甲土地を 20
年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時
効にかかることはない。なお、占有者による取得時効が成立する結
果、当初の所有者が所有権を失うことはあるが、これは 1つの物に
は 2つの所有権が存在しえないことの反射であり、消滅時効によっ
て消滅するわけではない。

02_民法5章to9章.indd   10702_民法5章to9章.indd   107 2022/11/25   10:28:152022/11/25   10:28:15



第 5章　時効制度

108

54 B 時　効 □□□（令和 2年 12 月－ 5）

時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っている
ものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和 2年 4 月
1日以降に生じたものとする。
1  消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な
利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者
も含まれる。
2  裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しない
が、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了
した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
3  権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、
権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制
限を受けていないことを要しない。
4  夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から
6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。

▼
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1 〇  時効が完成しても、当事者が援用しなければ、時効完成の効力は
生じない。そして、消滅時効の援用権者である「当事者」とは、債
務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅に
ついて正当な利益を有する者も含まれる（ 145 条）。

 〔POINT；第5章8〕
2 ×  裁判上の請求がなされると、それが終了するまでの間、時効の完

成が猶予されるが（ 147 条 1 項 1号）、その請求について訴えを取り
下げ、権利が確定することなく裁判が途中で終了したときは、その
終了の時から6か月間は、時効の完成が猶予される（ 147 条 1 項か
っこ書）。すなわち、訴えの取下げの場合には、時効は更新しない。
したがって、その終了した時から新たに時効の進行が始まるとする
本肢は誤っており、本問の正解肢である。 〔POINT；第5章6〕

3 〇  時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行
を始める。そして、この承認をするには、相手方の権利についての
処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があること
を要しない（ 152 条）。たとえば、被保佐人は、単独で有効に承認
することができる。 〔POINT；第5章7〕

4 〇  夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時
から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない（ 159 条）。夫婦間
において相互に権利を行使することは、事実上難しいからである。
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55 B 債権譲渡 □□□（ 23 年－ 5改題）

Aが Bに対して 1,000 万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権
をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
誤っているものはどれか。
1  ＡＢ間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知ら
ないことにつき重大な過失がある場合には、原則として、Ｂは、Ｃに対す
る債務の履行を拒むことができる。
2  A が Bに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付に
よるものでなくても、Cは Bに対して自らに弁済するように主張するこ
とができる。
3  B が Aに対して期限が到来した 1,000 万円の貸金債権を有していても、
Aが Bに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、Bは Cに譲渡
された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができ
ない。
4  A が Bに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡
もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書で Bに通知した場合には、
Cと Dの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに
到着した日時の先後で決まる。

第 6章　第 1節　債権譲渡（★★）
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1 ○  債権の譲渡禁止特約があるときであっても、債権の譲渡は、その
効力を妨げられない（ 466 条 2 項）。つまり、債権譲渡は、有効であ
る。ただし、この特約を知り、又は重大な過失によって知らなかっ
た譲受人その他の第三者に対しては、原則として、債務者は、その
債務の履行を拒むことができる（ 466 条 3項・4項）。

 〔POINT；第6章1〕
2 ○  債権譲渡の債務者への対抗要件は、次のいずれかである（ 467 条

1項）。
   ① 譲渡人（A）から債務者（B）への通知
   ② 債務者（B）の承諾
   そして、確定日付ある証書による通知は、第三者に対する対抗要

件であり（ 467 条 2 項）、債務者への対抗要件としての通知は、口頭
によるものでもかまわない。なお、①の通知は、譲渡人がする必要
がある（判例）。 〔POINT；第6章2〕

3 ×  債権譲渡の通知を受けた債務者は、その通知を受けるまでに、債
務者が譲渡人に対して反対債権を有していたときは、譲受人に対し
て相殺（次節の「債権の消滅」のところで学習するが、帳消しにす
ることを「相殺」と呼ぶ）を主張することができる（ 469 条 1項）。

 〔POINT；第6章4〕
4 ○  債権が二重に譲渡され、双方の譲受人について確定日付のある証

書による通知がなされているときは、その通知が債務者に到達した
日時の早い方の債権譲渡が優先する（ 467 条 2 項、判例・到達時説）。
通知の到達により、債務者が債権譲渡による債権の帰属に変更が生
じた事実を認識できるからである。 〔POINT；第6章3〕

  
A

B
通知の日付・先通知の到達・先

CD

  ⇒この場合は、Dが優先
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56 B 債権譲渡 □□□（ 28 年－ 5改題）

Ａが、Ｂに対する代金債権をＣに譲渡した場合に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  ＡのＢに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Ｃがその特約の存在を知
りながら債権の譲渡を受け、Ｃからさらに債権の譲渡を受けた転得者Ｄが
その特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合、各債権
譲渡は無効となる。
2  ＡがＢに債権譲渡の通知を発送し、その通知がＢに到達していなかった
場合には、Ｂが承諾をしても、ＢはＣに対して当該債権に係る債務の弁済
を拒否することができる。
3  ＡのＢに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Ｃに譲渡された時点では
まだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、ＡからＣへの
債権譲渡は有効である。
4  Ａに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたＢは、Ａから債権譲渡
の通知を受けるまでに、相殺の意思表示をしていなかった。その後、Ｂは、
Ｃから支払請求を受けた際に、Ａに対する貸金債権との相殺の意思表示を
したとしても、Ｃに対抗することはできない。
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1 ×  債権の譲渡禁止特約があるときであっても、債権の譲渡は、その
効力を妨げられない（ 466 条 2 項）。つまり、債権譲渡は、有効であ
る。なお、この特約を知り、又は重大な過失によって知らなかった
譲受人その他の第三者に対しては、原則として、債務者は、その債
務の履行を拒むことができるとされているが（ 466 条 3 項・4 項）、
この定めは、債権譲渡自体は有効としつつ、一定の場合、債務者は
債務の履行を拒むことができるとしたものである。

 〔POINT；第6章1〕
2 ×  債権譲渡の債務者への対抗要件は、次のいずれかである（ 467 条

1項）。
   ①　譲渡人（Ａ）から債務者（Ｂ）への通知
   ②　債務者（Ｂ）の承諾
   ＡがＢに債権譲渡の通知を発送し、その通知がＢに到達していな

かった場合、通知としての効力は生じていない（ 97 条 1 項参照）。
しかし、債務者Ｂが承諾をしている以上、ＣはＢに対して債権の譲
り受けを対抗することができ、ＢはＣに対して当該債権に係る債務
の弁済を拒否することはできない。 〔POINT；第6章2〕

3 ○  債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していること
を要しない（ 466 条の 6第 1項）。なお、債権が譲渡された場合にお
いて、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受
人は、発生した債権を当然に取得する（ 466 条の 6第 2項）。したが
って、本肢は正しい。

4 ×  債権譲渡の通知を受けた債務者は、その通知を受けるまでに、債
務者が譲渡人に対して反対債権を有していたときは、譲受人に対し
て相殺をすることができる（ 469 条 1 項）。したがって、Ｂは、Ｃか
ら支払請求を受けた際に、Ａに対する貸金債権との相殺の意思表示
をして、Ｃに対抗することができる。 〔POINT；第6章4〕
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57 A 債権譲渡 □□□（ 30 年－ 7改題）

代金債権の債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれ
ば、誤っているものはどれか。
1  譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知
らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、原則
として、債務者は、第三者に対する債務の履行を拒むことができる。
2  債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を
譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失
がなかったとしても、各債権譲渡は無効となる。
3  譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を
主張する意思があることが明らかである等の事情があっても、その特約の
存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。
4  譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権
者がその特約の存在について悪意であるときでも、当該質権設定は有効で
ある。

▼
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1 ○  債権の譲渡禁止特約があるときであっても、債権の譲渡は、その
効力を妨げられない（ 466 条 2項）。ただし、この特約を知り、又は、
重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対して
は、債務者は、原則として、その債務の履行を拒むことができる（ 466
条 3項・4項）。 〔POINT；第6章1〕

2 ×  債権の譲渡禁止特約があるときであっても、債権の譲渡は、その
効力を妨げられない（ 466 条 2 項）。つまり、債権譲渡は、有効であ
る。なお、この特約を知り、又は重大な過失によって知らなかった
譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、原則として、その債
務の履行を拒むことができるとされているが（ 466 条 3 項・4 項）、
この定めは、債権譲渡自体は有効としつつ、一定の場合、債務者は
債務の履行を拒むことができるとしたものである。

 〔POINT；第6章1〕
3 〇  債権の譲渡禁止特約があるときであっても、債権の譲渡は、その

効力を妨げられない（ 466 条 2 項）。つまり、債権譲渡は、有効であ
る。したがって、譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者も、
その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。

 〔POINT；第6章1〕
4 ○  質権の設定に関しては、債権譲渡と同様に扱う判例がある。そして、債

権譲渡については、債権の譲渡禁止特約があるときであっても、債権の譲
渡は、その効力を妨げられない（ 466 条 2 項）。つまり、債権譲渡は、有
効である。したがって、本肢の質権設定も有効である。
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58 B 債権譲渡 □□□（令和 3年 10 月－ 6）

売買代金債権（以下この問において「債権」という。）の譲渡（令和 3年
7月 1日に譲渡契約が行われたもの）に関する次の記述のうち、民法の規定
によれば、誤っているものはどれか。
1  譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効
力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託す
ることができる。
2  債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していない
ときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
3  譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされてい
たことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、
かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人
に対抗することができる。
4  債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなけれ
ば、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は
承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に
対抗することができない。
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1 〇  当事者が債権の譲渡を禁止し、又は、制限する旨の意思表示（譲
渡制限の意思表示）をしたときであっても、債権の譲渡は、その効
力を妨げられない（ 466 条 2 項）。しかし、債務者は、譲渡制限の意
思表示がなされた金銭債権が譲渡されたときは、その債権の全額に
相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる
（ 466 条の 2第 1項）。 〔POINT; 第 6章 1〕

2 ×  債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していること
を要しない（ 466 条の 6第 1項）。つまり、将来債権でも譲渡するこ
とができる。また、債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債
権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に
取得する（ 466 条の 6第 2項）。したがって、譲受人はその後に発生
した債権を取得できないとする本肢は誤っている。

3 〇  譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がさ
れていたことを知り、又は、重大な過失によって知らなかったとき
は、債務者は、原則として、譲受人に対してその債務の履行を拒む
ことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる
事由をもって、譲受人に対抗することができる（ 466 条 3項）。

 〔POINT; 第 6章 1〕
4 〇  債権の譲渡（現に発生していない債権の譲渡を含む）は、譲渡人

が債務者に通知をし、又は、債務者が承諾をしなければ、債務者そ
の他の第三者に対抗することができない（ 467 条 1 項）。また、その
譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、
債務者以外の第三者に対抗することができない（ 467 条 2項）。

 〔POINT; 第 6章 2・3〕
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59 B 弁済等 □□□（ 20 年－ 8改題）

弁済に関する次の 1から 4までの記述のうち、判決文及び民法の規定に
よれば、誤っているものはどれか。
（判決文）
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係

（現 474 条 2項の「正当な利益」）を有すると解するのが相当である。思うに、
建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が
消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して
土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代
を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有
するものと解されるからである。

1  借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地
人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
2  借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃
貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らない
ときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
3  借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地
賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済するこ
とができる。
4  借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃
貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由
として借地契約を解除することはできない。

第 6章　第 2節　債権の消滅（★★）、第 3節　債権者の保護（★）
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1 ○  債務者でない者（第三者）は、弁済をすることにつき正当な利益
があれば、債務者の意思に反して弁済をすることができる（第三者
の弁済、474 条）。本問判決において、借地上の建物の賃借人は、敷
地の地代の弁済について法律上利害関係（現「正当な利益」）があ
るとされていることから、借地人の意思に反しても、地代を弁済す
ることができる。 〔POINT；第6章7〕

2 ○  弁済の提供がなされた場合に、債権者が弁済の受領を拒むとき等
は、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託することができ
る（ 494 条）。また、債務の弁済は、第三者もすることができ（ 474
条 1 項）、本問の借地上の建物の賃借人も可能である（判例）。本肢
は供託事由に該当するから、当該賃借人は地代を供託することがで
きる。 〔POINT；第6章6〕

3 ×  弁済をすることができる者が、債権者との間で、債務者の負担し
た給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契
約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、
その給付は、弁済と同一の効力を有する（ 482 条）。つまり、代物
弁済は、契約によってなされる。そして、債務の弁済は、第三者で
ある借地上の建物の賃借人もすることができ（ 474 条、判例）、第三
者による代物弁済も可能である。しかし、代物弁済が契約である以
上、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反して、地代に
ついて金銭以外のもので代物弁済することはできない。

 〔POINT；第6章5・7〕
4 ○  債務の弁済は、第三者もすることができ（ 474 条 1 項）、本問の借

地上の建物の賃借人も可能である（判例）から、借地上の建物の賃
借人による土地賃貸人に対する地代弁済は、有効な弁済になる。し
たがって、土地賃貸人は、借地人の地代の不払を理由として借地契
約を解除することができない。 〔POINT；第6章7〕
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60 B 弁済等 □□□（令和元年－ 7改題）

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるB
の Aに対する代金債務（以下「本件代金債務」という。）に関する次の記述
のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1  B が、本件代金債務につき、受領権者（債権者及び法令の規定又は当事
者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以
下同じ）以外の者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者として
の外観を有するCに対して弁済した場合、Cが受領権者以外の者である
ことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに
引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
2  B が、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、D
が受領権者ではないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済
は有効となる。
3  B が、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、E
が受領権者ではないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済
は有効となる。
4  B は、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がな
い限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由とし
て、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
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1 ×  受領権者（債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって
弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ）以外の
者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を
有するものに対して善意無過失でなされた弁済は、実際にはその者
が受領権者ではなかったとしても、有効なものとなる（ 478 条）。
この場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者が
これによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する
（ 479 条）。本肢においては、Bが、本件代金債務につき受領権者で
はない Cに対して弁済しているが、Cが受領権者ではないことを
知らないことにつき Bに過失があっても、Cが受領した代金をA
に引き渡したときは、債権者であるAがこれによって利益を受け
ていることから、その限度でBの弁済は有効となる。したがって、
本肢は誤っており、本問の正解肢となる。 〔POINT；第6章8〕

2 〇  肢 1で述べたように、受領権者以外の者であって、取引上の社会
通念に照らして受領権者としての外観を有するもの（以下、「受領権
者としての外観を有する者」とする）に対して善意無過失でなされ
た弁済は、有効なものとなる（ 478 条）。そして、債権者の代理人と
称して債権を行使する者も、受領権者としての外観を有する者にあ
たる。債権者と称するか債権者の代理人と称するかによって、債務
者の保護の必要性は異ならないからである。したがって、本肢の場合、
Aの代理人と称するDが受領権者ではないことにつき、Bが善意か
つ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 〔POINT；第6章8〕

3 〇  前述したように、受領権者以外の者であって、取引上の社会通念
に照らして受領権者としての外観を有するもの（以下、「受領権者
としての外観を有する者」とする）に対して善意無過失でなされた
弁済は、有効なものとなる（ 478 条）。そして、債権者の相続人と
称して債権を行使する者も、受領権者としての外観を有する者にあ
たる（判例）。したがって、本肢の場合、Aの相続人と称するEが
受領権者ではないことにつき、Bが善意かつ無過失であれば、Bの
弁済は有効となる。 〔POINT；第6章8〕

4 ○  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行（債務の履
行に代わる損害賠償の債務の履行を含む）を提供するまでは、自己
の債務の履行を拒むことができる（同時履行の抗弁権、533条。ただし、
相手方の債務が弁済期にないときを除く）。したがって、Bは、本件代金
債務の履行期が過ぎた場合でも、特段の事情がない限り、甲建物の
引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対
して代金の支払を拒むことができる。 〔POINT；第3章1〕
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61 C 弁済による代位 □□□（ 25 年－ 6）

Ａ銀行のＢに対する貸付債権 1,500 万円につき、ＣがＢの委託を受けて全
額について連帯保証をし、Ｄ及びＥは物上保証人として自己の所有する不動
産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び
判例によれば、正しいものはどれか。
1  ＣがＡ銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Ｃは、
Ｄ及びＥの各不動産に対する抵当権を実行して 1,500 万円を回収すること
ができる。
2  Ａ銀行がＤの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、Ｄは
Ｃに対して、1,000 万円を限度として求償することができる。
3  第三者がＤの所有する担保不動産を買い受けた後、ＣがＡ銀行に対して
債権全額を弁済した場合、Ｃは代位の付記登記をしなければ、当該第三者
に対してＡ銀行に代位することができない。
4  Ｅの担保不動産を買い受けた第三者がＡ銀行に対して債権全額を弁済し
た場合、当該第三者は、Ｃに対して、弁済した額の一部を求償することが
できる。
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1 ×  債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する（ 499 条）。
そして、債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債
権者が有していた一切の権利を行使することができるが（ 501 条 1
項）、保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債
権者に代位する（ 501 条 3 項 4 号）。したがって、連帯保証人ＣがＡ
銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Ｃは、物
上保証人Ｄ及びＥの各不動産に対する抵当権を実行して、1,000
万円を回収することはできるが、1,500 万円は回収することはでき
ない。

2 ×  肢 1 で述べたように、保証人と物上保証人との間においては、そ
の数に応じて、債権者に代位する（ 501 条 3 項 4 号）。したがって、
物上保証人Ｄは連帯保証人Ｃに対して、1,000 万円ではなく、
500万円を限度として求償することができる。

3 ×  保証人は、あらかじめ抵当権等の登記にその代位を付記しなけれ
ば、第三取得者に対して債権者に代位することができないとの規定
はない。

4 ○  本肢のような物上保証人から抵当目的物を取得した第三取得者
は、物上保証人とみなされ（ 501 条 3 項 5 号）、保証人と物上保証人
との間における規定が適用されることから（ 501 条 3 項 4号）、その
数に応じて、債権者に代位する。
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62 B 相殺等 □□□（ 23 年－ 6）

Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合に
おける次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  A の債権者Cが、Aの Bに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、
その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかか
る賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階
で相殺し、Cに対抗することができる。
2  甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAの Bに対する賃料債
権を差し押さえた場合、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに
対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階
で相殺し、Dに対抗することができる。
3  甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAの Bに対する賃料債
権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡さ
れたとしても、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当に
よる当然消滅を、Eに対抗することはできない。
4  A が Bに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知した
ときは、通知時点以前にBが Aに対する債権を有しており相殺適状にな
っていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務とを
相殺することはできない。

あと

あと
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1 ○  差し押さえられた債権の債務者は、その債権が差し押さえられる
前に、債権者に対する反対債権を取得していれば、相殺適状になっ
たときに、その債権を自働債権とし、差し押さえられた債権を受働
債権として、相殺することができ、これをもって差押債権者に対抗
することができる（ 511 条 1 項）。相殺によって決済できるものと考
えていた、差し押さえられた債権の債務者の期待を保護してあげる
ためである。 〔POINT；第6章16〕

2 ×  物上代位と相殺の優劣は、抵当権設定登記と第三債務者の抵当権
設定者に対する自働債権の取得時期の先後関係による（判例）。し
たがって、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに対する
債権と、差押えにかかる賃料債務とを相殺しDに対抗することは
できない。なお、物上代位については、第10章第1節で学習する。

3 ×  賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、
かつ、賃貸物の返還を受けたとき等は、賃借人に対し、その受け取
った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する
金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない（ 622 条の
2 第 1 項）。つまり、敷金が交付されているときは、賃料債権は敷
金の充当を予定した債権であり、目的物が明け渡されたときは、賃
料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅することになる（判例）。
したがって、甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAの
Bに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し、目的
物が明け渡されたときは、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につ
き、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することができる。な
お、敷金については、第13章第1節で学習する。

 〔POINT；第13章 16〕
4 ×  債権譲渡の通知を受けた債務者は、その通知を受けるまでに、債

務者が譲渡人に対して反対債権を有していたときは、譲受人に対し
て相殺をすることができる（ 469 条 1項）。 〔POINT；第6章4〕
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63 B 相　殺 □□□（ 30 年－ 9改題）

Ａは、令和 3 年 10 月 1 日、Ａ所有の甲土地につき、Ｂとの間で、代金
1,000 万円、支払期日を同年 12 月 1 日とする売買契約を締結した。この場
合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいも
のはどれか。
1  ＢがＡに対して同年 12 月 31 日を支払期日とする貸金債権を有してい
る場合には、Ｂは同年 12 月 1 日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額
で相殺することができる。
2  同年 11 月 1 日にＡの売買代金債権がＡの債権者Ｃにより差し押さえら
れても、Ｂは、同年 11 月 2 日から 12 月 1 日までの間に、差押え後の原
因に基づいて生じた、Ａに対する別の債権を取得した場合には、同年 12
月 1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
3  同年 10 月 10 日、ＢがＡの自動車事故によって被害を受け、Ａに対し
て不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Ｂは売買代金債務
と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
4  ＢがＡに対し同年 9月 30 日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有
していた場合には、Ａが当該消滅時効を援用したとしても、Ｂは売買代金
債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
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1 ×  自働債権が弁済期にあれば、受働債権については弁済期が到来し
ていなくても、受働債権の期限の利益を放棄して、相殺することが
できる（ 505 条 1 項、判例）。本肢において、ＢがＡに対して有する
貸金債権の支払期日は令和 3年 12 月 31 日であるから、同年 12 月
1日の時点では、未だ自働債権の弁済期が到来していない。したが
って、Ｂは、同年 12 月 1 日に売買代金債務と当該貸金債権とを相
殺することはできない。 〔POINT；第6章13〕

2 ×  自働債権が受働債権の差押え後に取得された債権である場合、原
則として、相殺することはできない（ 511 条 1項）。本肢においては、
令和 3年 11 月 1 日に受働債権であるＡの売買代金債権が差し押さ
えられた後に、Ｂが自働債権（本肢では、差押え後の原因に基づい
て生じた、Ａに対する別の債権）を取得している。したがって、Ｂ
は、同年 12 月 1 日に売買代金債務と当該債権とを相殺することは
できない。 〔POINT；第6章16〕

3 ○  ①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務や、②人の生命又
は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権
者に対抗することができない（ 509 条、これらの債権は、受働債権と
できない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受け
たときは、相殺をもって対抗できる）。他方、不法行為によって発生し
た債権を、自働債権として相殺することはできる（判例）。よって、
Ｂは、売買代金債務とＡに対する不法行為に基づく損害賠償債権を
対当額で相殺することができる。 〔POINT；第6章15〕

4 ×  2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、双方の債
務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺に
よってその債務を免れることができる（ 505 条 1 項本文）。しかし、
Ｂの貸金債権は、令和 3年 9 月 30 日に消滅時効の期限が到来し、
Ａが当該消滅時効を援用している。したがって、Ａの売買代金債権
が発生した同年 10 月 1 日時点では、Ｂは貸金債権を有していない
ので、Ｂは、売買代金債務と当該貸金債権とを相殺することはでき
ない。なお、消滅時効が完成した債権であっても、完成前に相殺適
状になっていれば、相殺することができるが（ 508 条）、本肢にお
いては、時効完成前に相殺適状にはなっていない。

 〔POINT；第6章14〕
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64 C 詐害行為取消権 □□□（ 20 年－ 5）

Ａは、Ｂに対する債権者であるが、Ｂが債務超過の状態にあるにもかかわ
らずＢ所有の甲土地をＣに売却し所有権移転登記を経たので、民法第 424
条に基づく詐害行為取消権（以下この問において「取消権」という。）の行
使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に
よれば、正しいものはどれか。
1  対象となる詐害行為が行われた時点において、ＡのＢに対する債権が、
発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Ａは取消権を行使
できない。
2  Ｃが甲土地の購入時においてこの購入がＢの債権者を害すべきことを知
らなかったとしても、Ｂが売却時においてこの売却がＢの債権者を害する
ことを意図していた場合は、Ａは取消権を行使できる。
3  Ｂが甲土地の売却においてＣから相当の対価を取得しているときは、Ａ
は取消権を行使できない。
4  Ａが取消権を行使できる場合でも、ＡはＣに、直接自分に対して甲土地
の所有権移転登記をするよう求めることはできない。
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1 ×  詐害行為取消権（ 424 条～）は、債務者が、その責任財産の不足
することを知りながら、財産を減少する行為（詐害行為）をした場
合、その行為の効力を否定して、責任財産の維持をはかることを目
的とするものである。債権者の債権を保全することを目的としてい
る。したがって、詐害行為取消権を生じさせる債権は、詐害行為の
前の原因に基づいて生じたものである場合に限るが（ 424 条 3 項）、
履行期が到来している必要はない（判例）。

2 ×  詐害行為取消権を行使するためには、債務者（本肢のＢ）が詐害
の意思を有すること、及び、受益者（本肢のＣ）又は転得者が悪意
であることが必要であるとされている（ 424 条 1 項、424 条の 5 ）。
したがって、Ｃが甲土地の購入時においてこの購入がＢの債権者を
害すべきことを知らなかった本肢の場合は、Ａは、詐害行為取消権
を行使できない。

3 ×  債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、
受益者から相当の対価を取得しているときは、不動産の金銭への換
価等その処分による財産の種類の変更によって、債務者において隠
匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分（隠匿等の
処分）をするおそれを現に生じさせるものであること等一定の要件
に該当する場合なら、詐害行為取消請求をすることができる（ 424
条の 2）。

4 ○  詐害行為取消権は、債務者及びその全ての債権者に対しても効力
を有するものであるから（ 425 条）、債権者は、直接自分に対して
所有権移転登記をするよう求めることはできない（判例）。
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65 C 債権者代位権 □□□（ 22 年－ 7改題）

民法第 423 条第 1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があ
るときは、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の
一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」と
定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
誤っているものはどれか。
1  債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権
を保全するため、民法第 423 条に基づく債権者代位権を行使することが
できる場合がある。
2  未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するた
め、売主に代位して、当該建物の所有権保存登記手続を行うことができる
場合がある。
3  建物の賃借人は、賃貸人（建物所有者）に対し使用収益を求める債権を
保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対し当該建物
を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。
4  抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し当該不動産を適切に維持又は保
存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権
を代位行使して、当該不動産の不法占有者に対しその不動産を直接自己に
明け渡すよう請求できる場合がある。

▼

▼

02_民法5章to9章.indd   13002_民法5章to9章.indd   130 2022/11/25   10:28:232022/11/25   10:28:23



第 2節　債権の消滅、　第 3節　債権者の保護

131

第
６
章
第
２
節　

債
権
の
消
滅
、
第
３
節　

債
権
者
の
保
護

65 正解 1

学習の指針
本問の正答率は低く、このような問題ができなくとも、合否には影響しな

い。深追い不要である。
1 ×  債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者

に属する権利を行使することができる（債権者代位権、423 条 1 項本
文）。これは、債権者のために、債務者の責任財産（債権の引き当
てとなる債務者の財産のこと）の保全を図ることを本来の目的とし
て認められているが、債務者の権利に対する債権者の関与を最小限
にとどめるために、債務者が権利を行使しないときに限って、債権
者は代位することができるとされている（判例）。

 〔POINT；第6章20〕
2 ○  肢 1 で述べたように、債権者代位権は、本来、債権者のために、

債務者の責任財産を保全することを目的として認められている。そ
こで、債権者代位権は金銭債権の保全のために行使されるのが原則
である。しかし、制度の合理的な転用として、登記請求権のような
特定債権保全のためにも行使できるとするのが判例である。したが
って、要件さえ満たせば、未登記建物の買主は、売主に対する建物
の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所
有権保存登記手続を行うことができる（ 423 条の 7）。

 〔POINT；第6章20〕
3 ○  肢2と同様に、賃貸人（建物所有者）に対し使用収益を求める債権を保

全するという特定債権保全のための債権者代位権の転用のケースである。
この場合、建物の賃借人は、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に
対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できるとするのが判例である。
債務者である賃貸人が受領を拒否すると債権者代位権行使の実効性が図れ
ないからである。

4 ○  抵当不動産に不法占拠者がいるために、抵当権者の優先弁済請求権の行
使が困難となるような場合、抵当権者は、抵当権設定者の不法占拠者に対
する妨害排除請求権を代位行使し、不法占拠者に対して直接自己にその不
動産を明け渡すよう請求できるとするのが判例である。
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66 A 連帯債務 □□□（ 13 年－ 4改題）

ＡとＢとが共同で、Ｃから、Ｃ所有の土地を 2,000 万円で購入し、代金を
連帯して負担する（連帯債務）と定め（その他別段の意思表示はないものと
する）、ＣはＡ・Ｂに登記、引渡しをしたのに、Ａ・Ｂが支払をしない場合
の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1  Ｃは、Ａに対して 2,000 万円の請求をすると、それと同時には、Ｂに対
しては、全く請求をすることができない。
2  ＡとＢとが、代金の負担部分を 1,000 万円ずつと定めていた場合、Ａは
Ｃから 2,000 万円請求されても、1,000 万円を支払えばよい。
3  ＢがＣに 2,000 万円支払った場合、Ｂは、Ａの負担部分と定めていた
1,000 万円及びその支払った日以後の法定利息をＡに求償することができ
る。
4  Ｃから請求を受けたＢは、Ａが、Ｃに対して有する 1,000 万円の債権を
もって相殺しない以上、Ａの負担部分についても、Ｃに対して債務の履行
を拒むことはできない。

第 7章　第 1節　連帯債務（★★）
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1 ×  連帯債務においては、債権者は、その連帯債務者の 1人に対し、
又は、同時にもしくは順次に全員に対して、債務の全部又は一部の
履行を請求することができる（ 436 条）。したがって、Ｃは、Ａに
対して 2,000 万円を請求しても、同時に、Ｂに対しても請求するこ
とができる。 〔POINT；第7章1〕

2 ×  連帯債務を負っているＡは、債権者に対する関係では 2,000 万円
全額について債務を負っている（ 436 条）。したがって、Ａは、Ｃ
から 2,000 万円を請求されたときは、2,000 万円全額を支払わなけ
ればならない。 〔POINT；第7章1〕

3 ○  連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同
の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己
の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、
その免責を得るために支出した財産の額（その財産の額が共同の免
責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額）のうち各
自の負担部分に応じた額の求償権を有する（ 442 条 1 項）。その額に
は、免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった
費用、その他の損害賠償も含まれる（ 442 条 2項）。

4 ×  Ａとともに連帯債務を負っているＢは、Ａが債権者Ｃに対して反
対債権を有している場合において、Ａが相殺しない間は、Ａの負担
部分の限度において、Ｃに対して債務の履行を拒むことができる
（ 439 条 2項）。 〔POINT；第7章3〕

A
連帯債務者

B
連帯債務者

債権者
C
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67 B 連帯債務 □□□（ 29 年－ 8改題）

Ａ、Ｂ、Ｃの 3人がＤに対して 900 万円の連帯債務を負っている場合に
関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Ａ、
Ｂ、Ｃの負担部分は等しいものとする。また、連帯債務の効力に関する当事
者間での別段の意思表示はないものとする。
1  ＤがＡに対して履行の請求をした場合、Ｂ及びＣについても、その効力
が生じる。
2  Ａが、Ｄに対する債務と、Ｄに対して有する 200 万円の債権を対当額
で相殺する旨の意思表示をＤにした場合、Ｂ及びＣのＤに対する連帯債務
も 200 万円が消滅する。
3  Ｂのために時効が完成した場合、Ａ及びＣのＤに対する連帯債務も時効
によって全部消滅する。
4  ＣがＤに対して 100 万円を弁済した場合は、Ｃの負担部分の範囲内で
あるから、Ｃは、Ａ及びＢに対して求償することはできない。
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1 ×  連帯債務者の 1人について生じた事由は、原則として、他の連帯
債務者に対してその効力を生じない（ 441 条）。そして、請求は絶
対的効力事由に該当しない。したがって、ＤがＡに対して履行の請
求をした場合、Ｂ及びＣについて、その効力は生じない。

 〔POINT；第7章2〕
2 ○  連帯債務者の 1人が債権者に対して債権を有する場合において、

その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務
者の利益のために消滅する（絶対的効力、439条 1項）。したがって、Ａ、
Ｂ、Ｃの 3人がＤに対して 900 万円の連帯債務を負っている本問
の場合において、Ａが、Ｄに対する債務と、Ｄに対して有する 200
万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をＤにしたとき、Ｂ及
びＣのＤに対する連帯債務も 200 万円が消滅する。

 〔 POINT；第7章2〕
3 ×  連帯債務者の 1人について生じた事由は、原則として、他の連帯

債務者に対してその効力を生じない（ 441 条）。そして、消滅時効
の完成は、絶対的効力事由に該当しない。したがって、Ｂのために
時効が完成した場合、Ａ及びＣのＤに対する連帯債務に、効力を生
じない。 〔POINT；第7章2〕

4 ×  連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同
の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己
の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、
その免責を得るために支出した財産の額（その財産の額が共同の免
責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額）のうち各
自の負担部分に応じた額の求償権を有する（ 442 条 1 項）。したがっ
て、ＣがＤに対して、負担部分である 300 万円の範囲内の金額で
ある 100 万円を弁済した場合でも、Ｃは、Ａ及びＢに対して求償
することができる。
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68 B 連帯債務 □□□（令和 3年 10 月－ 2）

債務者A、B、Cの 3名が、令和 3年 7月 1日に、内部的な負担部分の割
合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して 300 万円の連帯債
務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っている
ものはどれか。
1  DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、
Bと Cが Dに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
2  B が Dに対して 300 万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用し
ない間に 300 万円の支払の請求を受けたCは、Bの Dに対する債権で相
殺する旨の意思表示をすることができる。
3  D が Cに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、D
は Aに対してもBに対しても、弁済期が到来した 300 万円全額の支払を
請求することができる。
4  A と Dとの間に更改があったときは、300 万円の債権は、全ての連帯
債務者の利益のために消滅する。
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1 〇  連帯債務者の 1人について生じた事由は、原則として、他の連帯
債務者に対してその効力を生じない（相対的効力の原則、441 条）。そ
して、請求は絶対的効力事由に該当しない。したがって、Dが A
に対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、
B及び Cの Dに対する連帯債務についてその効力は生じないこと
から、Bと Cが Dに対して負う債務の消滅時効の完成には影響し
ない。 〔POINT; 第 7章 2〕

2 ×  債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間
は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、
債権者に対して債務の履行を拒むことができる（ 439 条 2 項）。した
がって、Bが債権者Dに対して反対債権を有している本肢の場合、
Bが相殺を援用しない間にDから支払の請求を受けたCは、Bの
負担部分の限度において、Dに対して債務の履行を拒むことができ
る。つまり、Cは、「債務の履行を拒むことができる」だけであり、
Bの Dに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる
わけではない。 〔POINT; 第 7章 3〕

3 〇  肢 1 で述べたように、連帯債務者の 1人について生じた事由は、
原則として、他の連帯債務者に対してその効力を生じない（ 441 条）。
そして、債務の免除は、絶対的効力事由に該当しない。したがって、
Dが Cに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、
A及び Bの Dに対する連帯債務についてその効力は生じないこと
から、Dは、Aに対しても Bに対しても、弁済期が到来した 300
万円全額の支払を請求することができる。 〔POINT;第7章2〕

4 〇  連帯債務者の 1人と債権者との間に更改（新しい債務を成立させ
ることにより旧債務を消滅させる契約）があったときは、債権は、
全ての連帯債務者の利益のために消滅する（ 438 条）。つまり、更
改は、絶対的効力事由である。したがって、Aと Dとの間に更改
があったときは、300 万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のた
めに消滅し、B及びCは連帯債務を免れる。 〔POINT; 第 7章 2〕
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69 B 連帯債務・連帯保証 □□□（ 20 年－ 6改題）

ＡからＢとＣとが負担部分 2分の 1として連帯して 1,000 万円を借り入れ
る場合と、ＤからＥが 1,000 万円を借り入れ、Ｆがその借入金返済債務につ
いてＥと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によ
れば、正しいものはどれか。なお、債務の効力に関する当事者間での別段の
意思表示はないものとする。
1  Ａが、Ｂに対して債務を免除した場合にはＣが、Ｃに対して債務を免除
した場合にはＢが、それぞれ 500 万円分の債務を免れる。Ｄが、Ｅに対
して債務を免除した場合にはＦが、Ｆに対して債務を免除した場合にはＥ
が、それぞれ全額の債務を免れる。
2  Ａが、Ｂに対して履行を請求した効果はＣに及ばず、Ｃに対して履行を
請求した効果はＢに及ばない。Ｄが、Ｅに対して履行を請求した効果はＦ
に及ぶが、Ｆに対して履行を請求した効果はＥに及ばない。
3  Ｂについて時効が完成した場合にはＣが、Ｃについて時効が完成した場
合にはＢが、それぞれ 500 万円分の債務を免れる。Ｅについて時効が完
成した場合にはＦが、Ｆについて時効が完成した場合にはＥが、それぞれ
全額の債務を免れる。
4  ＡＢ間の契約が無効であった場合にはＣが、ＡＣ間の契約が無効であっ
た場合にはＢが、それぞれ 1,000 万円の債務を負う。ＤＥ間の契約が無効
であった場合はＦが、ＤＦ間の契約が無効であった場合はＥが、それぞれ
1,000 万円の債務を負う。

第 7章　第 2節　保証債務（★★★）
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1 ×  連帯債務者の 1人について生じた事由は、原則として、他の連帯
債務者に対してその効力を生じない（相対的効力の原則、441 条）。そ
して、債務の免除は絶対的効力事由に該当しない。次に、保証（連
帯保証も含む）において、主たる債務者について生じた事由は、原
則として保証人に効力を及ぼす（付従性、446 条 1 項）。他方、連帯
保証人には連帯債務の絶対効の規定が準用されるが（ 458 条）、免
除には絶対効がないため、ＤがＦに対して債務を免除しても、Ｅは
債務を免れない。 〔POINT；第7章2・9・10〕

2 ○  連帯債務者の 1人について生じた事由は、原則として、他の連帯
債務者に対してその効力を生じない（相対的効力の原則、441 条）。そ
して、請求は絶対的効力事由に該当しない。次に、保証（連帯保証
も含む）において、主たる債務者について生じた事由は、原則とし
て保証人に効力を及ぼす（付従性、446 条 1 項）。したがって、Ｄが、
Ｅに対して履行を請求した効果はＦに及ぶ。他方、連帯保証人には
連帯債務の絶対効の規定が準用されるが（ 458 条）、履行の請求に
は絶対効がないことから、ＤがＦに対して履行を請求した効果は、
Ｅに及ばない。 〔POINT；第7章2・9・10〕

3 ×  連帯債務者の 1人について生じた事由は、原則として、他の連帯
債務者に対してその効力を生じない（ 441 条）。そして、消滅時効
の完成は絶対的効力事由に該当しない。次に、保証（連帯保証も含
む）において、主たる債務者について生じた事由は、原則として保
証人に効力を及ぼす（付従性、446 条 1 項）。他方、連帯保証人には
連帯債務の絶対効の規定が準用されるが（ 458 条）、消滅時効の完
成には絶対効がないことから、Ｆについて時効が完成しても、Ｅは
債務を免れない。 〔POINT；第7章2・9・10〕

4 ×  連帯債務者の 1人について生じた事由は、原則として、他の連帯
債務者に影響を与えない（相対的効力の原則、441 条、437 条）。次に、
主たる債務がなければ、保証債務（連帯保証債務も含む）も存在し
ないから（付従性、446 条 1 項）、ＤＥ間の契約が無効であった場合、
Ｆは債務を負わない。他方、ＤＦ間の契約が無効であった場合は、
元々存在する主たる債務はなくならないから、Ｅは、依然、1,000
万円の債務を負う。 〔POINT；第7章2・9〕
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70 B 保　証 □□□（ 22 年－ 8）

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っている
ものはどれか。
1  保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託
を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に
成立する。
2  保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意
思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
3  連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されて
も、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主
たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるとき
は、この限りでない。
4  連帯保証人が 2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連
帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。
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1 ○  保証契約は、保証人となる者と債権者との間で結ばれるものであ
り、主たる債務者の委託は、保証契約の成立とは無関係である。民
法上、主たる債務者の委託を受けない保証に関する条文もおかれて
いる（ 462 条参照）。したがって、保証人となるべき者が、主たる債
務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対し
て保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。

 〔POINT；第7章4〕
2 ×  保証契約は、書面か電磁的記録でしなければ、その効力を生じな

い（ 446 条 2 項・3項）。慎重を期するためである。したがって、保
証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の
意思表示を債権者に対して行っても、その保証契約は無効である。

 〔POINT；第7章4〕
3 ○  連帯保証人でない保証人は、債権者が保証人に債務の履行を請求

したときは、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することが
できるが、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は、
その行方が知れないときは、この限りでない（催告の抗弁権、452 条）。

 〔POINT；第7章7〕
4 ○  普通の保証人には分別の利益があり、各自、債務額を保証人の頭

数で割った金額について債権者に支払えばよい（ 456 条）。しかし、
連帯保証人には分別の利益がなく、連帯の特約がなくとも、各自が
債務全額を支払う義務を負う（判例）。 〔POINT；第7章11〕

  

B
主たる債務者

債権者
A

C
連帯保証人

D
連帯保証人

ex.

1,000万円

C・Dは、各自、Aに対して1,000万円を
支払う義務を負う。
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71 A 保　証 □□□（ 25 年－ 7改題）

次の 1から 4 までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、
誤っているものはどれか。
（判決文）
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人

との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特
段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務につ
いても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、
保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反する
と認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務について
も保証の責めを免れないというべきである。

1  保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締
結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなさ
れていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、
更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。
2  期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借
人の債務についても保証の責任を負う趣旨で合意した場合には、賃借人の
未払賃料が 1年分に及んだとしても、賃貸人が保証債務の履行を請求する
ことが信義則に反すると認められる事情がなければ、保証人は当該金額の
支払義務を負う。
3  期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借
人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保
証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を損傷させ
た場合の、貸借人が負う損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。
4  期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借
人の債務についても保証の責任を負う旨の合意をしたものと解される場合
であって、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反す
ると認められるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の
責任を負わない。
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1 ○  本問判決文は、「反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情の
ない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務につい
ても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当
で」あると述べており、本肢は、この判決文そのままであり正しい。

2 ○  本問判決文は、「保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債
務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解」され
る場合に、「保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求する
ことが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借か
ら生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべ
き」としている。したがって、本肢は正しい記述である。

3 ×  更新後の未払賃料は「更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務」
に含まれ、また、賃借人は賃借物を返還するまで善管注意義務をも
って賃貸借の目的物を保存する義務を負っていることから（ 400 条、
601 条）、更新後に賃借人が賃借している建物を損傷させた場合の
債務不履行による損害賠償債務も、「更新後の賃貸借から生ずる賃
借人の債務」に含まれ、保証人の責任は及ぶ。

4 ○  本問判決文は、「期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のため
の保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う旨の
合意をしたものと解される場合」において、「保証人は、賃貸人に
おいて保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められ
る場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても
保証の責めを免れないというべき」としている。したがって、その
反対解釈として、本肢の通りとなる。
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72 B 保　証 □□□（令和 2年 10 月－ 7）

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っている
ものはどれか。なお、保証契約は令和 2年 4 月 1 日以降に締結されたもの
とする。
1  特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、
売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である
既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
2  主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負
担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯
保証人に及ぶ。
3  委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主
たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原
因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相
殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
4  委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請
求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ
主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることが
ある。

▼

▼
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1 〇  特定物の売買における売主のための保証人は、債務不履行により
売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に
反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除
された場合における原状回復義務についても、保証の責任を負う
（ 447 条 1 項、判例）。したがって、原状回復義務である既払代金の
返還義務についても保証する責任があるとする本肢は正しい。

2 ×  主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたとき
であっても、保証人の負担は加重されない（ 448 条 2 項。根保証を除
く）。したがって、保証人の負担も加重されるとする本肢前段は誤
っている。他方、時効の利益の放棄の効果は、各当事者の意思を尊
重すべきであるから、放棄した者との関係でのみ生じるとされてい
る。したがって、主たる債務者が時効の利益を放棄しても、その効
力は連帯保証人には及ばないことから、本肢後段も誤っている。

 〔POINT；第7章6〕
3 〇  保証人が、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合、主たる債務の

弁済期前に債務の消滅行為（弁済等）をしたときは、その保証人は、主た
る債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償
権を有する。この場合、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の
原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その
相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる（ 459
条の 2第 1 項）。つまり、主たる債務者の相殺への期待が保護されるため、
主たる債務者が有していた反対債権は保証人に移転し、保証人が債権者に
履行を請求することになる。

4 〇  保証人が、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合、主たる債務者
にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、
債権者に対抗することができた事由をもって、その保証人に対抗すること
ができる（ 463 条 1 項）。すなわち、委託を受けた保証人には、弁済等を
する際、事前に主たる債務者に通知する義務があり、これを怠った場合、
主たる債務者に対する求償が制限されることがある。
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73 B 保証・根保証 □□□（令和 2年 10 月－ 2）

令和 2年 7 月 1 日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場
合に関する次の 1から 4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しい
ものはどれか。
（ケース①） 　個人 Aが金融機関 Bから事業資金として 1,000 万円を借り

入れ、Cが Bとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場
合

（ケース②） 　個人 Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結
し、Eが Dとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務
に係る保証契約を締結した場合

1  ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の
保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
2  ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はな
いが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなけれ
ば効力を生じない。
3  ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、
Bが Cに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することが
できるが、Dが Eに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張
することができない。
4  保証人が保証契約締結の日前 1箇月以内に公正証書で保証債務を履行す
る意思を表示していない場合、ケース①のCが Aの事業に関与しない個
人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証
契約は有効である。
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本問のケース①の保証契約は、事業債務についての普通保証契約（特定の
債務の担保）であり、ケース②の保証契約は、不動産賃貸借における賃借人
の債務についての根保証契約（一定の期間に継続的に生ずる不特定の債務の
担保）である。
1 ×  保証契約は、書面か電磁的記録でしなければ、その効力を生じな

い（ 446 条 2 項・3項）。そして、これらの規定は、個人根保証契約
における極度額の定めについて準用される（ 465 条の 2第 3項）。し
たがって、ケース①の場合も、ケース②の場合も、書面等でしなけ
れば効力を生じない。 〔POINT；第7章4〕

2 ×  個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない
（ 465 条の 2 第 2 項）。したがって、ケース②の Eが個人の場合は、
極度額を定めなければ、保証契約は効力を生じない。しかし、Eが
法人の場合は、極度額を定めなくても、保証契約は効力を生じる。
他方、ケース①の普通保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を
定める必要はない。

3 ×  連帯保証人は、催告の抗弁権を有しない（ 454 条、452 条）。した
がって、ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約
である場合、Bが Cに債務の履行を請求したときも、Dが Eに債
務の履行を請求したときも、C及び Eは、催告の抗弁を主張する
ことができない。 〔POINT；第7章7〕

4 〇  事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約、
又は、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含ま
れる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1
か月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証
債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない
（ 465 条の 6 第 1 項）。ただし、この規定は、保証人となろうとする
者が、主たる債務者（法人を除く）と共同して事業を行う者である
保証契約については、適用されない（465条の 9第 3号）。したがって、
ケース①の場合、CがAの事業に関与しない個人であるときは、C
が上記の公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなけれ
ば、保証契約は効力を生じない。他方、ケース②の場合は、上記の
公正証書の作成を要しないため、Eが公正証書で保証債務を履行す
る意思を表示していなくても、保証契約は有効である。
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74 B 注意義務 □□□（ 20 年－ 7）

注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているもの
はどれか。
1  ある物を借り受けた者は、無償で借り受けた場合も、賃料を支払う約束
で借り受けた場合も、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念
に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければ
ならない。
2  委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合
も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
3  商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄
託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義
務を負う。
4  相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によっ
て相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注
意をもって相続財産を管理しなければならない。

あと

第 8章　第 1節　委　任（★★）
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1 ○  使用貸借契約及び賃貸借契約の借主は、借りた目的物の返還義務
を負う（ 593 条、601 条）。そして、債権の目的が特定物の引渡しで
あるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権
の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の
注意をもって、その物を保存しなければならない（ 400 条）。

2 ○  委任契約においては、有償の場合も、無償の場合も、受任者は、
善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う（ 644
条）。 〔POINT；第8章2〕

3 ×  商人ではない受寄者は、有償の場合は、契約その他の債権の発生
原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意を
もって、寄託物を保管する義務を負い（ 657 条、400 条）、無報酬の
場合は、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を
負う（ 659 条）。なお、寄託契約とは、物を保管してもらう契約の
ことである。

4 ○  相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続
財産を管理しなければならない（ 918 条 1 項）。また、相続の放棄を
した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を
始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をも
って、その財産の管理を継続しなければならない（ 940 条 1 項）。な
お、相続の放棄については、第11章第1節で学習する。
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75 B 委　任 □□□（令和 2年 10 月－ 5）

Aと Bとの間で令和 2年 7 月 1 日に締結された委任契約において、委任
者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の
記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1  A の責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、B
は報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れた
ことによって得た利益をAに償還しなければならない。
2  B は、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって
委任事務を処理しなければならない。
3  B の責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、B
はAに対して報酬を請求することができない。
4  B が死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受
任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
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1 〇  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができ
なくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができな
い。この場合、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を
得たときは、これを債権者に償還しなければならない（ 536 条 2項）。
したがって、委任事務の履行について債権者であるAの責めに帰
すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは、報酬
全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れた
ことによって得た利益については、これをAに償還しなければな
らない。

2 ×  受任者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなけれ
ばならない（ 644 条）。このことは、委任契約の有償・無償を問わ
ない。 〔POINT；第8章2〕

3 ×  受任者は、①委任者の責めに帰することができない事由（すなわ
ち、受任者の責めに帰すべき事由、あるいは、委任者・受任者双方
の責めに帰することができない事由）によって委任事務の履行をす
ることができなくなった場合、又は、②委任が履行の中途で終了し
た場合には、既にした履行の割合に応じて、委任者に対して報酬を
請求することができる（ 648 条 3 項）。したがって、受任者 Bの責
めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合でも、
Bは、既にした履行の割合に応じて、Aに対して報酬を請求するこ
とができる。

4 ×  受任者が死亡した場合、委任契約は終了する（ 653 条 1 号）。した
がって、Bの相続人は、受任者の地位を承継しない。なお、委任が
終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその
相続人等は、委任者等が委任事務を処理することができるに至るま
で、必要な処分をしなければならないが（ 654 条）、本肢のように、
急迫の事情の有無にかかわらず、委任事務を処理しなければならな
いというわけではない。 〔POINT；第8章3〕
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76 C 委任等 □□□（令和 4年－ 9）

辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつ
あるか。
ア　委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場
合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人
を辞することができる。

イ　親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことに
よって、親権を辞することができる。

ウ　後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任
務を辞することができる。

エ　遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任
務を辞することができる。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

▼

▼

▼
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ア ○  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる（ 651
条 1 項）。委任契約は、当事者間の信頼関係を基礎としているから
である。したがって、本肢は正しい。 〔POINT；第8章3〕

イ ×  親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、「家庭裁判所の
許可」を得て、親権又は管理権を辞することができる（ 837 条 1 項）。「法
務局に届出」ではないので誤り。

ウ ×  後見人は、正当な事由があるときは、「家庭裁判所の許可」を得て、その
任務を辞することができる（ 844 条）。「後見監督人の許可」ではないので
誤り。

エ ×  遺言執行者は、正当な事由があるときは、「家庭裁判所の許可」を得て、
その任務を辞することができる（ 1019 条 2 項）。「相続人の許可」ではな
いので誤り。

　以上より、正しいものは「ア」の「一つ」であり、正解は肢 1となる。
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77 B 請　負 □□□（ 29 年－ 7改題）

請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤って
いるものはどれか。
1  請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人
が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができ
る場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要し
た費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限
られる。
2  請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、
注文者は、請負代金の履行を拒むことはできないが、請負人は、自己の債
務を免れたことによって得た利益を注文者に償還しなければならない。
3  請負契約の目的物に契約の内容に適合しない瑕

か

疵
し

がある場合、注文者は、
請負人から目的物の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の
事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
4  請負人は、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りな
がら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。

▼

第 8章　第 2節　請　負（★★）
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1 ○  本肢と同様の請負契約の債務不履行に基づく損害賠償請求のケースにお
いて、判例は、「注文者が残工事の施工に要した費用については、請負代金
中、未施工部分の報酬に相当する金額を超えるときに限り、その超過額の
賠償を請求することができるにすぎない」としている。したがって、この
判例と同旨の内容を述べる本肢は正しい。例えば、約定の請負代金が
1,000 万円、施工済みの部分が全体の 85％、その結果、請負人が報酬総額
の 85％分（ 850 万円）のみ請求できる場合（注文者は、残りの 15％分に
ついては支払う必要はない）で、残工事の施工に要した工事代金が 200 万
円のとき、注文者は請負人にいくら損害賠償請求できるか。この判例によ
れば、注文者が請負人に請求できるのは、残工事の施工に要した工事代金
200 万円全額ではなく、200 万円から報酬総額の 15％分（ 150 万円）を差
し引いた 50 万円に限られるということになる。

2 ○  請負契約において、仕事が完成しない間に、注文者の責めに帰す
べき事由によりその完成が不能となった場合には、注文者は、請負
代金の履行を拒むことができない。この場合、請負人は、自己の債
務を免れたことによる利益を注文者に償還する義務を負う（ 536 条
2項）。

3 ×  請負契約の目的物に契約の内容に適合しない瑕疵がある場合に
は、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ
信義則に反すると認められるときを除き、請負人から目的物の修補
に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことが
できる（ 533 条、判例）。つまり、特別の事情がない限り、請負人の
報酬請求権全額について、注文者の損害賠償請求権と同時履行の関
係に立つ。 〔 POINT；第3章1〕

4 ○  請負人は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、
知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることが
できない（ 559 条、572 条）。 〔POINT；第8章12〕
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78 B 請　負 □□□（令和元年－ 8改題）

Aを注文者、Bを請負人とする請負契約（以下「本件契約」という。）が
締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤
っているものはどれか。
1  本件契約の目的物たる建物に品質に関する契約内容との不適合があるた
めこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは Bに対して当該建物の建
替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
2  本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的と
する場合、Bの担保責任の存続期間は 20 年となる。
3  本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼
失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事
完成債務を免れる。
4  B が仕事を完成しない間は、Aはいつでも Bに対して損害を賠償して
本件契約を解除することができる。
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1 〇  請負の目的物である建物に品質に関する契約内容との不適合（旧
法における判例における表現は「重大な瑕疵」）があるためにこれ
を建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物
の建替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる
（判例）。したがって、Aは、Bに対して当該建物の建替えに要する
費用相当額の損害賠償を請求することができる。

 〔POINT；第8章9〕
2 ×  請負人が、種類・品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目

的物を注文者に引き渡した等の場合、注文者がその不適合を知った
時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、
原則として、その不適合を理由として、履行の追完請求、報酬の減
額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができない（ 637
条 1 項）。また、民法 166 条の債権の消滅時効の規定（原則として
権利行使可能であることを知った時から 5年間又は権利行使可能時
から 10 年間）が適用される。したがって、Bの担保責任の存続期
間は 20 年ではない。 〔POINT；第8章11〕

3 ○  仕事の完成が不能となった場合、請負人の仕事完成義務は、履行
不能により消滅する。したがって、Bは、本件契約に基づく未履行
部分の仕事完成債務を免れる。なお、本肢の場合は、Aの失火によ
って履行不能となっているので、債権者である注文者Aが危険を
負担することになり、Ａは、Ｂに対して、報酬の支払いを拒むこと
はできない（ 536 条 2項）。

4 ○  請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償
して契約の解除をすることができる（ 641 条）。したがって、Bが
仕事を完成しない間は、Aは、いつでも Bに対して損害を賠償し
て本件契約を解除することができる。 〔POINT；第8章6〕
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79 B 贈　与 □□□（ 21 年－ 9改題）

Ａは、生活の面倒をみてくれている甥
おい

のＢに、自分が居住している甲建物
を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定
によれば、正しいものはどれか。
1  ＡからＢに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によっ
てなされた場合、Ａはその履行前であれば贈与を解除することができる。
2  ＡからＢに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によら
ないでなされた場合、Ａが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法
的な効力を生じない。
3  Ａが、Ｂに対し、Ａの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建
物を書面によって贈与した場合、甲建物に契約の内容に適合しない瑕

か

疵
し

が
あるときは、Ａはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
4  Ａが、Ｂに対し、Ａの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建
物を書面によって贈与した場合、Ｂがその負担をその本旨に従って履行し
ないときでも、Ａはその贈与契約を解除することはできない。

▼

第 8章　第 3節　贈与等（★）
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1 ×  贈与契約は無償契約であるから、書面によらない贈与は、履行の
終わった部分を除いて、各当事者が解除することができる（ 550 条）。
逆に、書面による贈与の場合と、履行の終わった部分に関しては、
解除できないことになる。贈与意思が確定的となるからである。し
たがって、書面によってなされている本肢の贈与契約の場合、Ａは、
その履行前であっても解除することはできない。

 〔POINT；第8章13〕
2 ×  贈与は、当事者の一方（贈与者）がある財産を無償で相手方に与

える意思を表示し、相手方（受贈者）が受諾をすることによって、
その効力を生ずる（ 549 条）。つまり、贈与契約は諾成契約である
から、書面によらないでなされても成立し、法的な効力が生じる。
したがって、Ａは履行義務を負い、履行するのはＡの自由ではない。

 〔POINT；第1章1〕
3 ○  負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売

主と同じ担保責任を負う（ 551 条 2 項）。したがって、Ａが、Ｂに対
し、Ａの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を贈与
した場合、甲建物に契約の内容に適合しない瑕疵があるときは、Ａ
は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

 〔POINT；第8章14〕
4 ×  負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規

定を準用する（ 553 条）。したがって、Ａが、Ｂに対し、Ａの生活の面倒を
みることという負担を課している場合において、Ｂがその負担をその本旨
に従って履行しないときは、当事者の一方がその債務を履行しない場合に
該当し（ 541 条）、相手方であるＡは、原則として、贈与契約を解除するこ
とができる。
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80 B 売買・贈与 □□□（令和 2年 10 月－ 9）

Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主
とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担
付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に
よれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和 2年 7 月 1 日
に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。
1  ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準
備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供し
て契約の解除をすることができる。
2  ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所
有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の
解除をすることができる。
3  ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担
保責任を負う。
4  ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生
する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由として
Aに解除権が発生することはない。
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1 ×  買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に
着手する前であれば、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額
を現実に提供して、契約の解除をすることができる（ 557 条 1 項）。
本肢においては、買主 Bが、履行期の到来後に、代金支払の準備
をして売主Aに履行の催告をしているが、この場合は「履行の着手」
があったといえる（判例）。したがって、Aは、Bが契約の履行に
着手している以上、解約手付による解除権を行使することはできな
い。《関連問題　28 － 3》 〔POINT；第3章15〕

2 ×  書面によらない贈与であっても、履行の終わった部分については、
解除することができない（ 550 条）。そして、書面によらない不動
産の贈与においては、受贈者に登記を移転すれば、引渡しがなされ
ていなくても、履行は終了したものとされる（判例）。したがって、
Aは、甲建物の引渡しがなされていない場合でも、所有権移転登記
が終わっていれば、書面によらないことを理由に負担付贈与契約の
解除をすることはできない。 〔POINT；第8章13〕

3 ○  負担付贈与（受贈者に一定の給付をするべき債務を負担させる贈
与契約）については、贈与者は、その負担の限度において、売主と
同じ担保の責任を負う（ 551 条 2 項）。したがって、本肢の贈与者A
は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

 〔POINT；第8章14〕
4 ×  当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方は、要件を満

たせば、契約の解除をすることができる（ 541 条～ 543 条）。したが
って、売買契約の買主がその債務を履行しない場合、売主は、契約
を解除できる場合がある。よって、売買契約については、Bの債務
不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるとする本肢
前段は正しい。他方、負担付贈与については、その性質に反しない
限り、双務契約に関する規定が準用されるため（ 553 条）、負担付
贈与の受贈者がその負担を履行しない場合、贈与者は、要件を満た
せば、契約を解除することができる（ 541 条～ 543 条）。したがって、
Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない
とする本肢後段は誤っている。 〔POINT；第3章3・4〕
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81 A 不法行為 □□□（ 20 年－ 11 ）

Ａが故意又は過失によりＢの権利を侵害し、これによってＢに損害が生じ
た場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいもの
はどれか。
1  Ａの加害行為によりＢが即死した場合には、ＢにはＡに対する慰謝料請
求権が発生したと考える余地はないので、Ｂに相続人がいても、その相続
人がＢの慰謝料請求権を相続することはない。
2  Ａの加害行為がＢからの不法行為に対して自らの利益を防衛するために
やむを得ず行ったものであっても、Ａは不法行為責任を負わなければなら
ないが、Ｂからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。
3  ＡがＣに雇用されており、ＡがＣの事業の執行につきＢに加害行為を行
った場合には、ＣがＢに対する損害賠償責任を負うのであって、ＣはＡに
対して求償することもできない。
4  Ａの加害行為が名誉毀

き

損
そん

で、Ｂが法人であった場合、法人であるＢには
精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生し
た場合には、ＢはＡに対して損害賠償請求をすることができる。

▼

▼

第 8章　第 4節　不法行為等（★★★）
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1 ×  他人の身体・自由・名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害
した場合のいずれであるかを問わず、不法行為責任を負う者は、財
産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない（ 710 条）。
被害者が即死の場合でも、被害者自身に、死亡による慰謝料請求権
が発生し、その請求権は、単なる金銭債権だから、相続によって相
続人へ承継されるとするのが判例である。したがって、本肢は誤っ
ている。

2 ×  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利
益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負
わない（正当防衛、720 条 1 項本文）。したがって、Ａは不法行為責任を負
わなければならないとする本肢は誤っている。

3 ×  ある事業のために他人を使用する者は、原則として、被用者がそ
の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
（ 715 条 1 項）。そして、使用者は、損害を賠償したときは、信義則
上相当な限度で、被用者に対して求償することができる（ 715 条 3項、
判例）。 〔POINT；第8章16〕

4 ○  他人の身体・自由・名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場
合のいずれであるかを問わず、不法行為責任を負う者は、財産以外の損害
に対しても、その賠償をしなければならない（ 710 条）。そして、判例は、
法人の名誉権侵害の場合において、金銭評価の可能な無形の損害の発生し
たときは、そのような損害は加害者をして金銭でもって賠償させるのが社
会観念上相当だとしている。したがって、本肢は正しく、本問の正解肢で
ある。
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82 B 不法行為等 □□□（ 23 年－ 9改題）

次の 1から 4 までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、
明らかに誤っているものはどれか。なお、本問の「重大な瑕疵」とは、品質
に関して契約の内容に適合していないものとする。
（判決文）
売買の目的物である新築建物に重大な瑕

か

疵
し

がありこれを建て替えざるを得
ない場合において、当該瑕

か

疵
し

が構造耐力上の安全性にかかわるものであるた
め建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会
経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、上記建物の買主
がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等
に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相
殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないと解するのが相
当である。

1  売買の目的物である新築建物に重大な瑕
か

疵
し

がありこれを建て替えざるを
得ない場合、買主は、工事施工者に対して損害賠償請求をすることができ
る。
2  売買の目的物である新築建物に、建て替えざるを得ないような重大な瑕

か

疵
し

があって契約の目的を達成できない場合には、買主は売買契約を解除す
ることができる。
3  売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕

か

疵
し

があ
り、同建物が社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきもので
ある場合、当該建物が現実に倒壊していないのであれば、買主からの工事
施工者に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、買主の居住
利益が損害額から控除される。
4  売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕

か

疵
し

があ
り、同建物が社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきもので
ある場合、買主が当該建物に居住したまま工事施工者に対して建て替え費
用相当額の損害賠償を請求しても、買主の居住利益が損害額から控除され
ることはない。
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学習の指針
判決文型の出題であり、「判例によれば」との記載がないことから、「判例

の知識」で判断するのではなく、純粋に「判決文の論理」に従って判断する
ことを求める論理型・読解型の出題となっている。このような問題のときは、
やはり、判決文の主旨をしっかりつかむことがポイントである。なお、判決
文は、平成 22年 6月に出された出題年の前年の最高裁判例である。
1 ○  本問の判決文は、売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵があ

りこれを建て替えざるを得ない場合、買主は、工事施工者に対して
損害賠償請求をすることができることを前提に、買主の居住利益が
損害額から控除できるかどうかに関して判断している。したがって、
本肢は、明らかに誤っているとはいえない。

2 ○  本問の判決文は、売主の担保責任に関しては触れていない。した
がって、売主の担保責任の解除の可否に関して述べている本肢は、
明らかに誤っているとはいえない。なお、売主の担保責任において
は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものであるとき
には、買主は売買契約を解除することができるのが原則である（ 564
条、541 条、542 条）。 〔POINT；第3章17〕

3 ×  本問の判決文は、「買主の居住利益」を「損害額から控除」する
ことができないのは、「社会通念上、建物自体が社会経済的な価値
を有しないと評価すべきものであるとき」であるとしている。そし
て、その例として、「当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるも
のであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど」をあげて
おり、「当該建物が現実に倒壊してい」ることまでは要求していない。

4 ○  本肢は、本問の判決文の要約であり、明らかに誤っているとはい
えない。
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83 A 不法行為 □□□（ 24 年－ 9）

Ａに雇用されているＢが、勤務中にＡ所有の乗用車を運転し、営業活動の
ため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたＣに危害を
加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しい
ものはどれか。
1  ＢのＣに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、ＡのＣに
対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
2  Ｃが即死であった場合には、Ｃには事故による精神的な損害が発生する
余地がないので、ＡはＣの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任
を負わない。
3  Ａの使用者責任が認められてＣに対して損害を賠償した場合には、Ａは
Ｂに対して求償することができるので、Ｂに資力があれば、最終的にはＡ
はＣに対して賠償した損害額の全額を常にＢから回収することができる。
4  Ｃが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考
慮されないので、ＡはＣに発生した損害の全額を賠償しなければならない。
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1 ○  人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被
害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 5年間
行使しないとき、又は、不法行為の時から 20年間行使しないとき
は、時効によって消滅する（ 724 条の 2、724 条 2 号）。しかし、被用
者の損害賠償義務と使用者の損害賠償義務とは別個の債務であるし
（判例）、また、被用者に対する損害賠償請求権と使用者に対する損
害賠償請求権の時効消滅の起算点が異なる場合が考えられる。

 〔POINT；第8章16・20〕
2 ×  他人の身体・自由・名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害

した場合のいずれであるかを問わず、不法行為責任を負う者は、財
産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない（ 710 条）。
そして、被害者が即死の場合でも、被害者自身に死亡による慰謝料
請求権が発生し、その請求権は、単なる金銭債権だから、相続によ
って相続人へ承継される（判例）。

3 ×  使用者は、原則として、被用者がその事業の執行について第三者
に加えた損害を賠償する責任を負う（ 715 条 1 項）。そして、使用者
は、損害を賠償したときは、信義則上相当な限度で、被用者に対し
て求償することができる（ 715 条 3項、判例）。

 〔POINT；第8章16〕
4 ×  被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害

賠償の額を定めることができる（過失相殺、722 条 2 項）。そして、
被害者本人が幼児である場合には、被害者に対する監督者である父
母など、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる
ような関係にある者に過失があれば、被害者側の過失として、過失
相殺が考慮されうる（判例）。
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84 A 不法行為 □□□（ 25 年－ 9）

Ａに雇用されているＢが、勤務中にＡ所有の乗用車を運転し、営業活動の
ため顧客Ｃを同乗させている途中で、Ｄが運転していたＤ所有の乗用車と正
面衝突した（なお、事故についてはＢとＤに過失がある。）場合における次
の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  Ａは、Ｃに対して事故によって受けたＣの損害の全額を賠償した。この
場合、Ａは、ＢとＤの過失割合に従って、Ｄに対して求償権を行使するこ
とができる。
2  Ａは、Ｄに対して事故によって受けたＤの損害の全額を賠償した。この
場合、Ａは、被用者であるＢに対して求償権を行使することはできない。
3  事故によって損害を受けたＣは、ＡとＢに対して損害賠償を請求するこ
とはできるが、Ｄに対して損害賠償を請求することはできない。
4  事故によって損害を受けたＤは、Ａに対して損害賠償を請求することは
できるが、Ｂに対して損害賠償を請求することはできない。

▼
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1 ○  Ａは、使用者責任としてＣに対して損害賠償責任を負うのが原則である
（ 715 条）。他方、共同不法行為者のＢとＤは、Ｃに対して各自連帯してそ
の全額の損害賠償責任を負う（ 719 条 1 項前段。不真正連帯債務・判例）。
また、使用者Ａは、指揮監督する被用者と一体をなすものとして、被用者
Ｂと同じ責任を負うべきであることから（判例）、同様に全額の賠償責任を
負う。そして、本肢のように、使用者Ａが、損害の全額を賠償したときは、
Ｄに対し、求償権を行使することができ、第三者Ｄの負担部分は、共同不
法行為者である被用者Ｂと第三者Ｄとの過失の割合にしたがって定められ
るべきであるとするのが判例である。

  共同不法行為

C

B D

A

被用者

使用者

2 ×  使用者Ａは、被用者Ｂに対して、信義則上相当な限度で求償権を
行使することができる（ 715 条 3項、判例）。 〔POINT；第8章16〕

3 ×  ＣはＢとＤの過失による共同不法行為によって、損害を被ってお
り、共同不法行為者のＢとＤは、Ｃに対して各自連帯してその全額
の損害賠償責任を負う（ 719 条 1 項前段。不真正連帯債務・判例）。し
たがって、Ｃは、Ｄに対しても損害賠償を請求することができる。

 〔POINT；第8章17〕
4 ×  Ｂには過失があることから、Ｂは、Ｄに対しては一般の不法行為

として、損害賠償責任を負う（ 709 条）。他方、Ａは、使用者責任
としてＤに対して損害賠償責任を負うのが原則である（ 715 条）。
そして、ＡとＢの損害賠償義務は不真正連帯債務とするのが判例で
ある。 〔POINT；第8章15・16〕

02_民法5章to9章.indd   16902_民法5章to9章.indd   169 2022/11/25   10:28:372022/11/25   10:28:37



第 8章　さまざまな契約・不法行為等

170

85 B 不法行為等 □□□（ 26 年－ 6改題）

Ａは、Ｂに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をＣに対し
て売却した。本件建物に契約の内容に適合しない瑕

か

疵
し

があった場合に関する
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  売買契約の締結の当時、Ａが本件建物に契約の内容に適合しない瑕

か

疵
し

が
あることを知っていた場合であっても、Ｃがその不適合を知ってから 1年
以内にその旨をＡに通知しないときは、Ｃは、Ａに対して損害賠償を請求
することができない。
2  Ｂが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき
義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕

か

疵
し

がある場合に
は、当該瑕

か

疵
し

によって損害を被ったＣは、特段の事情がない限り、Ｂに対
して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。
3  ＣがＢに対して本件建物の瑕

か

疵
し

に関して不法行為責任に基づく損害賠償
を請求する場合、当該請求ができる期間は、Ｃが瑕

か

疵
し

の存在に気付いてか
ら 1年以内である。
4  本件建物に存在している契約の内容に適合しない重大な瑕

か

疵
し

のために、
請負契約を締結した目的を達成することができない場合でも、ＡはＢとの
契約を解除することができない。

▼
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学習の指針
建物に契約の内容に適合しない瑕疵があるケースを通じて、売買・不法行

為・請負に関して問う総合問題である。正解肢である肢 2は、不法行為に
関する判例からの出題である。
1 ×  売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買

主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1
年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を
理由として、売主の責任を追及することができない（ 566 条）。た
だし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によ
って知らなかったときは、この限りでない。

2 ○  建物の建築に携わる設計者・施工者等は、建物の建築に当たり、契約関
係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当
該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべ
き注意義務を負い、これを怠ったために建築された建物にその安全性を損
なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体又は財産が侵害された
場合には、設計者・施工者等は、特段の事情がない限り、これによって生
じた損害について不法行為による賠償責任を負うとするのが判例である。

3 ×  不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から 3年間（人の生命又は身体を害す
る不法行為による場合は 5年間）行使しないとき、又は、不法行
為の時から 20年間行使しないときは、時効によって消滅する（ 724
条、724 条の 2）。 〔POINT；第8章19・20〕

4 ×  仕事の目的物である建物に存在している、契約の内容に適合しな
い重大な瑕疵のために、請負契約を締結した目的を達成することが
できない場合、注文者は、請負契約を解除することができる（ 559 条、
564 条、542 条）。 〔POINT；第8章9〕

  
売
買
契
約

C
瑕疵

請負契約

×

A B
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86 B 不法行為 □□□（ 26 年－ 8改題）

不法行為（人の生命又は身体を害する不法行為を除く）に関する次の記述
のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  不法行為による損害賠償請求権の消滅時効を定める民法第 724 条にお
ける、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識し
た時をいう。
2  不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該
債権が発生した時から 10 年間行使しないことにより、時効によって消滅
する。
3  不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時か
ら一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消
滅時効が進行することはない。
4  不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第 724 条 2 号の 20
年の時効期間は進行しない。

▼

▼

▼
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1 ○  不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から 3年間行使しないとき、又は、不法
行為の時から 20 年間行使しないときは、時効によって消滅する
（ 724 条）。この、被害者が損害を知った時に関しては、被害者が損
害の発生を現実に認識した時をいうとの判例がある。被害者保護の
ためである。

2 ×  不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権にも、肢
1の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の規定（724条）が適用
されるとするのが判例である。したがって、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から 3年間行使しないとき、又は、不法行為の
時から 20 年間行使しないときは、時効によって消滅する（ 724 条）。

3 ×  不法占拠により日々発生する損害に関する、不法行為による損害賠償請
求権の消滅時効の規定（ 724 条）の適用については、加害行為が終わった
時から一括して消滅時効が進行するのではなく、それぞれの損害を知った
時から別個に消滅時効が進行する。

4 ×  不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から 20 年間行使しな
いときは、時効によって消滅する（ 724 条 2 号）。つまり、この 20 年の制
限期間は、時効期間である。そして、時効の進行に、加害者の個人的事情
は影響しない。したがって、不法行為の加害者が海外に在住していても、
民法 724 条 2号の 20 年の期間は進行する。
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87 B 不法行為 □□□（ 28 年－ 9改題）

次の 1から 4 までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、
誤っているものはどれか。なお、人の生命又は身体を害する不法行為による
損害賠償請求権については、考慮しないものとする。
（判決文）
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違

反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を
相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を
締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うこと
があるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはな
いというべきである。（中略）上記のような場合の損害賠償請求権は不法行
為により発生したものである（略）。

1  信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判
断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損
害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から 3年間行使しない
ときは、時効により消滅する。
2  信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判
断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損
害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買
契約から 10 年間行使しないときは、時効により消滅する。
3  買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、
買主に損害を与える意欲をもって、当該契約を締結するか否かに関する判
断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、その売主に対す
る買主の損害賠償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗する
ことができない。
4  売主が信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関
する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、買主は、
売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任
を追及することはできない。
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1 ○  本問判決文は、「信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締
結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供
しなかった場合…の損害賠償請求権は不法行為により発生したもの
…」としている。そして、不法行為による損害賠償請求権は、被害
者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行
使しないとき、又は、不法行為の時から 20年間行使しないときは、
時効によって消滅する（ 724 条）。 〔POINT；第8章19〕

2 ×  不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から 3年間行使しないとき、又は、不法
行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する
（ 724 条）。したがって、「損害を被っていることを買主が知らない
場合でも、売買契約から 10 年間行使しないときは、時効により消
滅する」との本肢は誤っており、本問の正解肢である。

 〔 POINT；第8章19〕
3 ○  受働債権が悪意（この場合は、損害を与える意欲があることが必

要）による不法行為に基づく損害賠償請求権である場合は、原則と
して、相殺することができない（ 509 条 1 号。なお、条文上は、「相殺
をもって債権者に対抗することができない」と表現されている）。したが
って、「売主に対する買主の損害賠償請求権を受働債権とする相殺
をもって、買主に対抗することができない」とする本肢は正しい。

 〔POINT；第6章15〕
4 ○  本問判決文は、「信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締

結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供
しなかった場合には、…当該契約上の債務の不履行による賠償責任
を負うことはないというべきである。」としている。したがって、「説
明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任を追及すること
はできない」とする本肢は正しい。
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88 A 不法行為 □□□（令和元年－ 4）

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しい
ものはどれか。
1  放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者
が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、
加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺
として控除しなければならない。
2  被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によっ
て損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償
すべき損害額から控除されることはない。
3  第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさ
せたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を
負うことはない。
4  名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求
めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵
害行為の差止めを求めることができる。

▼
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1 ×  損益相殺とは、不法行為の被害者が、損害を被ったのと同一の原
因によって利益を受けた場合、この利益の額を加害者の賠償すべき
損害額から控除することである。本肢においては、家屋焼失による
損害について、火災保険契約に基づき被保険者である家屋所有者に
保険金が給付されることになるが、この保険金は、既に払い込んだ
保険料の対価としての性質を有しており、損害賠償額の算定に際し、
いわゆる損益相殺として控除されるべき利益にはあたらないとされ
ている（判例）。

2 ×  肢 1 で述べたように、損益相殺とは、不法行為の被害者が、損害
を被ったのと同一の原因によって利益を受けた場合、この利益の額
を加害者の賠償すべき損害額から控除することである。また、損益
相殺は、損失と利得の同質性がある場合に認められる（判例）。し
たがって、被害者は、同一の原因によって損害と同質性のある利益
を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控
除されることはないとする本肢は誤っている。

3 ×  行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなされ、各自が
連帯してその損害を賠償する責任を負う（ 719 条 2 項、教唆者とは、他人
をそそのかして不法行為を実行する意思を生じさせた者のことをいう）。し
たがって、教唆した第三者が、当該債務の債権者に対して不法行為責任を
負うことはないとする本肢は誤っている。

4 ○  他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求に
より、損害賠償に代えて、又は、損害賠償とともに、名誉を回復す
るのに適当な処分を命ずることができる（ 723 条）。また、名誉を
違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求め
ることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対
し、現に行われている侵害行為を排除し、又は、将来生ずべき侵害
を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる（判例）。
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89 C 不法行為 □□□（令和 2年 12 月－ 1）

不法行為（令和 2年 4 月 1 日以降に行われたもの）に関する次の記述の
うち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1  建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が
欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者
に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償
責任を負うことがある。
2  被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対
してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見
地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができ
る。
3  責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄
道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法
定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
4  人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又
はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 5年間行使しない場
合、時効によって消滅する。

▼

▼
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1 ○  建物の建築に携わる設計者・施工者等は、建物の建築に当たり、契約関
係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当
該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべ
き注意義務を負い、これを怠ったために建築された建物にその安全性を損
なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体又は財産が侵害された
場合には、設計者・施工者等は、特段の事情がない限り、これによって生
じた損害について不法行為による賠償責任を負う（ 709 条、判例）。

2 〇  被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その
損害を賠償した場合には、被用者は、使用者の事業の性格、規模、
施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為
の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の
程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から
相当と認められる額について、使用者に対して求償することができ
る（ 715 条 3 項、判例）。使用者が第三者の被った損害を賠償した場
合と比べ、使用者の損害の負担について異なる結果となるのは妥当
でないからである。

3 ×  夫婦には、同居、協力及び扶助の義務が課されているが（ 752 条）、こ
れらは夫婦間において相互に相手方に対して負う義務であって、第三者と
の関係で夫婦の一方に何らかの作為義務を課するものではなく、また、扶
助の義務から直ちに第三者との関係で相手方を監督する義務を基礎付ける
ことはできない。したがって、精神障害者と同居する配偶者であっても、
その者が「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとする
ことはできない（ 714 条 1 項、判例）。また、認知症により責任弁識能力
のない者が線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた場合、
その責任無能力者と同居する配偶者は、その監督義務を引き受けたとみる
べき特段の事情があったとはいえないときは、その責任無能力者の法定の
監督義務者に準ずべき者に当たるということはできない（判例）。

4 〇  人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被
害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間
行使しないとき、又は、不法行為の時から20年間行使しないときは、
時効によって消滅する（ 724 条、724 条の 2）。

 〔POINT；第8章20〕
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90 A 不法行為 □□□（令和 3年 10 月－ 8）

Aが 1 人で居住する甲建物の保存に瑕
か

疵
し

があったため、令和 3年 7 月 1
日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合（以下この問において「本
件事故」という。）における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤って
いるものはどれか。
1  A が甲建物を Cから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕

か

疵
し

によ
る損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法
行為責任を負わない。
2  A が甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕

か

疵
し

による損害の
発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
3  本件事故について、Aの Bに対する不法行為責任が成立する場合、B
の Aに対する損害賠償請求権は、B又は Bの法定代理人が損害又は加害
者を知らないときでも、本件事故の時から 20 年間行使しないときには時
効により消滅する。
4  本件事故について、Aの Bに対する不法行為責任が成立する場合、B
の Aに対する損害賠償請求権は、B又は Bの法定代理人が損害及び加害
者を知った時から 5年間行使しないときには時効により消滅する。
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1 ×  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損
害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損
害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止する
のに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければ
ならない（ 717 条 1 項）。したがって、甲建物の占有者であるAが、
甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなか
ったときは、Aは、Bに対して不法行為責任を負うことになる。

 〔POINT; 第 8章 18〕
2 〇  肢 1 で述べたように、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある

ことによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負うが、占有者が損害の
発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を
賠償する責任を負う（ 717 条 1 項）。この所有者の責任は、無過失責
任である。したがって、甲建物の所有者であるAは、甲建物の保
存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、B
に対して不法行為責任を負う。 〔POINT; 第 8章 18〕

3 〇  人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被
害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 5年間行
使しないとき、又は、不法行為の時から20年間行使しないときは、
時効によって消滅する（ 724 条、724 条の 2 ）。したがって、被害者
であるB又は Bの法定代理人が損害又は加害者を知らないときで
も、本件事故の時から 20 年間行使しないときには、時効により消
滅する。 〔POINT; 第 8章 20〕

4 〇  肢 3 で述べたように、人の生命又は身体を害する不法行為による
損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を
知った時から5年間行使しないとき、又は、不法行為の時から 20
年間行使しないときは、時効によって消滅する（ 724 条、724 条の 2）。
したがって、被害者であるB又は Bの法定代理人が損害及び加害
者を知った時から 5年間行使しないときには、時効により消滅する。

 〔POINT; 第 8章 20〕
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91 A 各種請求権 □□□（ 23 年－ 8改題）

Aが Bに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、A
の Bに対する債権が契約に基づいて発生するものはどれか。
1  青信号で横断歩道を歩いていたAが、赤信号を無視した自動車にはね
られてケガをした。運転者はBに雇用されていて、勤務時間中、仕事の
ために自動車を運転していた。Aが治療費として病院に支払った 50 万円
の支払いをBに対して求める場合。
2  A は、B所有の甲不動産の売却について、売買契約が締結されるに至っ
た場合には売買代金の 2％の報酬の支払いを受けるとして、Bから買主の
あっせんの依頼を受けた。Aがあっせんした買主 Cとの間で 1,000 万円
の売買契約が成立したのでAがBに対して報酬として 20万円の支払いを
求める場合。
3  B は、B所有の乙不動産を Aに売却し、代金 1,000 万円の受領と同時
に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買
契約を取り消した上で、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。
これに対し、Aが Bに対して、1,000 万円（代金相当額）の返還を求める
場合。
4  B は Dに 200 万円の借金があり、その返済に困っているのを見かねた
Aが、Bから頼まれたわけではないが、Bに代わってDに対して借金の
返済を行った。Bの意思に反する弁済ではないとして、Aが Dに支払っ
た 200 万円につき、Aが Bに対して支払いを求める場合。
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学習の指針
債権が契約に基づいて発生するものか、そうでないのかを問う新種の問題

であるが、問題文を素直に読めば判断できる。
　以下、契約に基づいて発生するもの…○、基づかないもの…×とする。
1 ×  ある事業のために他人を使用する者は、原則として、被用者がそ

の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う
（使用者責任、715 条）。したがって、本肢のAの Bに対する債権は、
不法行為に基づいて発生するものであり、契約に基づくものではな
い。 〔POINT；第8章16〕

2 ○  委任ないし準委任においては、受任者は、特約がなければ、委任
者に対して報酬を請求することができない（ 648 条 1 項、656 条）。
本肢の報酬請求権は、問題文の記載から、報酬特約（契約）に基づ
いて発生したものと考えられる。 〔POINT；第8章1〕

3 ×  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、その
ために他人に損失を及ぼした者（受益者）は、その利益等を返還す
る義務を負う（不当利得、703 条、704 条）。そして、Ｂが錯誤を理由
に売買契約を取り消した場合、Bは法律上の原因なくAの財産に
よって 1,000 万円（代金相当額）の利益を受け、Aに損失を及ぼし
ていることから、不当利得返還請求として、Aは、1,000 万円（代
金相当額）の返還を求めることができる。なお、取り消された行為
は、初めから無効であり（ 121 条）、無効な行為に基づく債務の履
行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う
（ 121 条の 2第 1項）。

4 ×  義務なく他人のために事務の管理を始めた者（管理者）は、その
事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その
事務の管理をしなければならない（事務管理、697 条）。この場合、
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、
その償還を請求することができる（ただし、管理者が本人の意思に反
して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においての

み。702 条）。本肢の場合、事務管理による費用の償還請求として、
Aは、200 万円につき、Bに対して支払いを求めることができる。
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92 C 事務管理 □□□（ 30 年－ 5）

Ａは、隣人Ｂの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたＢ宅に
甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Ｂからの依頼なくＢ宅
の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、
誤っているものはどれか。
1  Ａは、Ｂに対して、特段の事情がない限り、Ｂ宅の屋根を修理したこと
について報酬を請求することができない。
2  Ａは、Ｂからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況
をＢに報告しなければならない。
3  Ａは、Ｂ宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならな
い。
4  ＡによるＢ宅の屋根の修理が、Ｂの意思に反することなく行われた場合、
ＡはＢに対し、Ａが支出した有益な費用全額の償還を請求することができ
る。

▼

▼
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1 〇  隣人Ｂの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたＢ宅に甚大
な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Ｂからの依頼なくＢ宅の
屋根を修理したとの本件のＡの行為は、義務なくして他人のために事務の
管理をしていることから、事務管理に該当する（ 697 条 1 項。ただ、本問
の場合は、Ｂの財産に対する急迫の危害を免れさせるために行われている
ことから、698 条に規定されている緊急事務管理に該当する）。この事務管
理が成立する場合でも、原則として、管理者は本人に対して報酬を請求す
ることはできないとされている。

2 〇  事務管理には委任の規定が準用されており、管理者には、事務処理状況
や経過・結果の報告義務がある（ 701 条、645 条）。したがって、Ａは、Ｂ
からの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をＢに報告
しなければならない。

3 ×  肢 1 で述べたように、本件の事務管理は、本人の財産に対する急
迫の危害を免れさせるために事務管理がなされていることから、緊
急事務管理に該当するが、その場合、管理者は、悪意又は重大な過
失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を
負わない（ 698 条）。したがって、Ａは、Ｂ宅の屋根を善良な管理
者の注意をもって修理しなければならないとの本肢は誤っており、
本問の正解肢となる。

4 〇  管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対
し、その償還を請求することができ、また、管理者が本人の意思に
反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度に
おいてのみ、費用の償還を請求することができる（ 702 条 1項・3項）。
したがって、ＡによるＢ宅の屋根の修理が、Ｂの意思に反すること
なく行われた場合、ＡはＢに対し、Ａが支出した有益な費用全額の
償還を請求することができる。
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93 A 自力救済 □□□（令和 3年 12 月－ 1）

次の 1から 4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によ
れば、正しいものはどれか。
（判決文）
私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手

続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持すること
が不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が
存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許
されるものと解することを妨げない。

1  権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救
済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかん
にかかわらず許される。
2  建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合に
は、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有
無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去
することができる。
3  建物賃貸借契約の賃借人が賃料を 1年分以上滞納した場合には、賃貸人
の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借
人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないよう
にすることができる。
4  裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持する
ことが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の
事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力
の行使が許される。
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1 ×  本問判決文においては、自力救済について、「私力の行使は、（中
略）法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に
対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認め
られる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、そ
の必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解する
ことを妨げない」としている。したがって、本問判決文によれば、「自
力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事
情のいかんにかかわらず許される」とする本肢は誤っている。

2 ×  建物賃貸借契約終了後、当該建物内に賃借人の所有物である家財
などの残置物がある場合であっても、賃貸人が賃借人の同意を得ず
にこれを搬出・処分することは、原則として、当該建物についての
賃借人の占有権を侵害する自力救済に当たり、不法行為が成立する
ものと認められる（ 709 条、判例）。したがって、民法の規定及び判
例によれば、「賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則と
して裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができ
る」とする本肢は誤っている。

3 ×  建物賃貸借契約の賃借人が賃料を滞納した場合に、賃貸人が賃借
人の同意なしに当該建物の鍵とシリンダーを交換することは、原則
として、当該建物についての賃借人の占有権を侵害する自力救済に
当たり、不法行為が成立するものと認められる（ 709 条、判例）。し
たがって、民法の規定及び判例によれば、「原則として裁判を行わ
ずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換
して建物内に入れないようにすることができる」とする本肢は誤っ
ている。

4 ○  肢 1 で述べたように、本問判決文においては、「私力の行使は、（中
略）法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に
対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認め
られる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、そ
の必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される」としている。
したがって、本問判決文によれば、「緊急やむを得ない特別の事情
が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私
力の行使が許される」とする本肢は正しい。
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94 A 対抗問題 □□□（ 24 年－ 6）

Ａ所有の甲土地についての所有権移転登記と権利の主張に関する次の記述
のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  甲土地につき、時効により所有権を取得したＢは、時効完成前にＡから
甲土地を購入して所有権移転登記を備えたＣに対して、時効による所有権
の取得を主張することができない。
2  甲土地の賃借人であるＤが、甲土地上に登記ある建物を有する場合に、
Ａから甲土地を購入したＥは、所有権移転登記を備えていないときであっ
ても、Ｄに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる。
3  Ａが甲土地をＦとＧとに対して二重に譲渡してＦが所有権移転登記を備
えた場合に、ＡＧ間の売買契約の方がＡＦ間の売買契約よりも先になされ
たことをＧが立証できれば、Ｇは、登記がなくても、Ｆに対して自らが所
有者であることを主張することができる。
4  Ａが甲土地をＨとＩとに対して二重に譲渡した場合において、Ｈが所有
権移転登記を備えない間にＩが甲土地を善意のＪに譲渡してＪが所有権移
転登記を備えたときは、Ｉがいわゆる背信的悪意者であっても、Ｈは、Ｊ
に対して自らが所有者であることを主張することができない。

あと

第 9章　第 1節　物権の特徴（★）、第 2節　物権変動の対抗要件（★★★）

02_民法5章to9章.indd   18802_民法5章to9章.indd   188 2022/11/25   10:28:442022/11/25   10:28:44



第 1節　物権の特徴、第 2節　物権変動の対抗要件

189

第
９
章
第
１
節　

物
権
の
特
徴
、
第
２
節　

物
権
変
動
の
対
抗
要
件

94 正解 4

1 ×  時効完成前の第三者と時効取得者との関係は対抗問題ではなく、
時効取得者は、第三者に対して、登記なくして所有権の取得を主張
することができる（ 177 条、判例）。なぜなら、この第三者と時効取
得者の関係は、当事者同士の関係と考えることができるからである。

 〔POINT；第9章5〕
2 ×  借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記され

ている建物を所有するときは、第三者に対抗することができる（借
10 条 1項）。そして、賃借人が賃借権の対抗要件を備えている場合、
その不動産が譲渡されたときは、賃貸人の地位は、一定の合意があ
る場合を除き、新所有者に移転する（ 605 条の 2 第 1 項・第 2項）。
ただし、賃貸人の地位がその譲受人（新所有者）に移転した場合で
あっても、新所有者は、その所有権の移転について登記を備えなけ
れば、賃貸人である地位を賃借人に主張することができない（ 605
条の 2第 3項）。なお、賃貸人の地位の移転及び主張については、第
13章第1節で学習する。

 〔POINT；第9章1、第13章 31・5・6〕
3 ×  不動産の物権変動は、その登記をしなければ、第三者に対抗する

ことができない（ 177 条）。つまり、登記で優劣を決める。したが
って、Ｆが所有権移転登記を備えた以上、Ｇは、Ｆに対して自らが
所有者であることを主張することはできない。

 〔POINT；第9章1〕
4 ○  甲土地の所有者ＡからＨが甲土地を買い受け、その所有権移転登

記がまだなされない間に、Ｉが甲土地をＡから二重に買い受け、更
にＩから転得者Ｊがこれを買い受けて所有権移転登記を完了した場
合、たとえＩが背信的悪意者に当たるとしても、Ｈに対する関係で
Ｊ自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、登記を備えたＪ
は、甲土地の所有権取得をもってＨに対抗することができる（177条、
判例）。したがって、本肢の場合、Ｈは、善意のＪに対して、自ら
が甲土地の所有者であることを主張することができない。
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95 B 対抗問題等 □□□（ 28 年－ 3改題）

ＡがＡ所有の甲土地をＢに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の
規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1  Ａが甲土地をＢに売却する前にＣにも売却していた場合、Ｃは所有権移
転登記を備えていなくても、Ｂに対して甲土地の所有権を主張することが
できる。
2  ＡがＢの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消し
より前にＢが甲土地をＤに売却し、Ｄが所有権移転登記を備えた場合には、
ＤがＢの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、ＡはＤに対して甲
土地の所有権を主張することができない。
3  Ａから甲土地を購入したＢは、所有権移転登記を備えていなかった。Ｅ
がこれに乗じてＢに高値で売りつけて利益を得る目的でＡから甲土地を購
入し所有権移転登記を備えた場合、ＥはＢに対して甲土地の所有権を主張
することができない。
4  ＡＢ間の売買契約が、Ｂの意思表示の動機に錯誤があって締結されたも
のである場合、Ｂが所有権移転登記を備えていても、ＡはＢの錯誤を理由
にＡＢ間の売買契約を取り消すことができる。
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1 ×  不動産の物権変動は、その登記をしなければ、第三者に対抗する
ことができない（ 177 条）。つまり、登記で優劣を決める。したが
って、Ａが甲土地をＢに売却する前にＣにも売却していた場合でも、
Ｃは、所有権移転登記を備えていなければ、Ｂに対して甲土地の所
有権を主張することができない。 〔POINT；第9章1〕

2 ×  詐欺による意思表示は、取り消すことができる（ 96 条 1 項）。た
だし、詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者には対
抗することができない（ 96 条 3 項）。したがって、ＤがＢの詐欺の
事実を知っていたとき等は、Ａは、Ｄに対して甲土地の所有権を主
張することができる。《関連問題　5－ 2》 〔POINT；第2章1〕

3 ○  肢 1 で述べたように、不動産の物権変動は、その登記をしなけれ
ば、第三者に対抗することができない（ 177 条）。しかし、背信的
悪意者は、「第三者」にあたらない（判例）。本肢のＥは、背信的悪
意者に該当する。したがって、Ｂは、所有権移転登記を備えていな
くても、Ｅに対して甲土地の所有権を主張することができ、逆に、
Ｅは、たとえ所有権移転登記を備えていても、Ｂに対して甲土地の
所有権を主張することができない。 〔POINT；第9章2〕

4 ×  意思表示は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重
要な錯誤があったときは、取り消すことができる（ただし、表意者に
重大な過失があったときは、一定の場合を除き、表意者は、意思表示の取

消しをすることができない。95 条）。そして、動機の錯誤があった場
合については、取り消される相手方の保護の観点から、その事情が
法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、意
思表示を取り消すことができるとされている（ 95条 1項 2号・2項）。
また、この場合の取消権者は、瑕疵ある意思表示をした者等に限定
されている（ 120 条 2項）。したがって、本肢は誤っている。

 〔POINT；第2章2〕
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96 B 所有権の移転又は取得 □□□（ 29 年－ 2）

所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によ
れば、正しいものはどれか。
1  Ａの所有する甲土地をＢが時効取得した場合、Ｂが甲土地の所有権を取
得するのは、取得時効の完成時である。
2  Ａを売主、Ｂを買主としてＣの所有する乙建物の売買契約が締結された
場合、ＢがＡの無権利について善意無過失であれば、ＡＢ間で売買契約が
成立した時点で、Ｂは乙建物の所有権を取得する。
3  Ａを売主、Ｂを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済
までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、
当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はＢに移転する。
4  ＡがＢに丁土地を売却したが、ＡがＢの強迫を理由に売買契約を取り消
した場合、丁土地の所有権はＡに復帰し、初めからＢに移転しなかったこ
とになる。

▼
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1 ×  時効の効力は、その起算日にさかのぼる（ 144 条）。したがって、
Ａの所有する甲土地をＢが時効取得した場合、Ｂが甲土地の所有権
を取得するのは、Ｂが甲土地について一定の要件を満たした占有を
開始した時である。 〔POINT；第5章9〕

2 ×  ＡＢ間でＣの所有する乙建物の売買契約が締結されても、所有者でない
Ａには、乙建物の所有権を処分する権限がないことから、売買契約が成立
した時点で、Ｂに対して所有権が移転するという効果は生じない。また、
動産に関しては、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を
始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産につ
いて行使する権利を取得する」との即時取得の制度（ 192 条）があるが、
不動産には同様の規定はない。したがって、ＢがＡの無権利について善意
無過失であっても、ＡＢ間で売買契約が成立した時点で、Ｂが、乙建物の
所有権を取得するわけではない。

3 ×  売主が所有する特定物（不動産など）を目的とする売買契約にお
いては、その所有権は、特約がなされていない限り、買主に対して
直ちに移転する（ 176 条、判例）。したがって、特約があれば、目的
物の所有権は、直ちに買主に移転するわけではなく、その特約どお
りとなる。本肢においては、代金の完済までは丙土地の所有権は移
転しないとの特約が付されているため、当該売買契約締結の時点で
丙土地の所有権がＢに移転するわけではない。

4 ○  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる
（ 121 条）。したがって、ＡがＢの強迫を理由に丁土地の売買契約を
取り消した（ 96 条 1項）本肢の場合、ＡＢ間の売買契約は、契約を
締結した時から無効であったものとみなされるので、丁土地の所有
権は、初めからＢに移転しなかったことになる。

 〔POINT；第2章1〕
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97 B 対抗問題 □□□（令和元年－ 1）

Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の
記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1  甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、Bが Cに対
して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転
登記を備えなければならない。
2  B が甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有
目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに
対して、Bは自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。
3  B が甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場
合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権
を主張することができる。
4  B が甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成
した Fは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲
土地の所有権を主張することができる。

あと
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1 ×  不動産の物権変動は、登記がなければ第三者に対抗することがで
きないが（ 177 条）、この「第三者」とは、物権変動の当事者及び
その包括承継人以外の者であって、登記が欠けていることを主張す
ることについて正当な利益を有する者をいう（判例）。したがって、
不法占拠者のような、正当な利益を有するといえない者は「第三者」
にあたらず（判例）、その者に対しては、登記は不要となる。

 〔POINT；第9章1〕
2 ○  借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記（借

地権者名義であること）されている建物を所有するときは、第三者
に対抗することができる（借 10 条 1項、判例）。したがって、本肢の
Dは、対抗力ある土地の賃借人であり、Bに登記が欠けていること
を主張することについて正当な利益を有する者であるから、「第三
者」にあたる（判例）。よって、Bは、甲土地の所有権移転登記を
備えていない場合には、Dに対して、自らが甲土地の所有者である
ことを主張することができない（ 177 条）。なお、借地権の対抗要
件については、第13章第2節で学習する。

 〔POINT；第9章1、第13章 31〕
3 〇  肢 1 でも述べたように、不動産の物権変動について、登記がなけ

れば対抗することができない「第三者」とは、物権変動の当事者及
びその包括承継人以外の者であって、登記が欠けていることを主張
することについて正当な利益を有する者をいう（ 177 条、判例）。そ
して、E の前者であるBの前者Aは、「第三者」にあたらない。
したがって、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して
甲土地の所有権を主張することができる。 〔POINT；第9章1〕

4 〇  時効完成前の第三者と時効取得者との関係は対抗問題ではなく、
時効取得者は、第三者に対して、登記なくして所有権の取得を主張
することができる（ 177 条、判例）。第三者と時効取得者の関係は、
当事者どうしの関係と考えることができるからである。

 〔POINT；第9章5〕
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98 B 対抗問題 □□□（令和 3年 12 月－ 6）

不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定
及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1  不動産の所有権がＡからＢ、ＢからＣ、ＣからＤと転々譲渡された場合、
Ａは、Ｄと対抗関係にある第三者に該当する。
2  土地の賃借人として当該土地上に登記ある建物を所有する者は、当該土
地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。
3  第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者
は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗す
ることができる。
4  共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき
所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同
相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。

あと
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1 ×  不動産の物権変動について、登記がなければ対抗することができ
ない「第三者」とは、物権変動の当事者及びその包括承継人以外の
者であって、登記が欠けていることを主張することについて正当な
利益を有する者をいう（ 177 条、判例）。したがって、本肢のように、
不動産がＡＢＣＤと転々譲渡された場合、Ｄと前主・後主の関係に
あるＡは、「第三者」にあたらない。 〔POINT；第9章1〕

2 ○  肢 1 で述べたように、不動産の物権変動について、登記がなけれ
ば対抗できない「第三者」とは、物権変動の当事者及びその包括承
継人以外の者であって、登記が欠けていることを主張することにつ
いて正当な利益を有する者をいう（ 177 条、判例）。ところで、土地
の賃借人として当該土地上に登記ある建物を所有する者は、対抗力
ある土地賃借人であり（借 10 条 1 項）、当該土地の所有権を新たに
取得した者に登記が欠けていることを主張するについて正当な利益
を有する者であるから、「第三者」にあたる（ 177 条、判例）。なお、
借地権の対抗要件については、第13章第2節で学習する。

 〔POINT；第9章1、第13章 31〕
3 ○  時効完成前の第三者と時効取得者との関係は対抗問題ではなく、

時効取得者は、第三者に対して、登記なしに所有権の取得を主張す
ることができる（ 177 条、判例）。第三者と時効取得者の関係は、当
事者どうしの関係と考えることができるからである。したがって、
第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した
者（時効取得者）は、当該第三者に対して、登記を備えていなくて
も、時効取得をもって対抗することができる。 〔POINT；第9章5〕

4 ○  共同相続財産について、共同相続人の 1人が、不動産について単
独で相続した旨の登記をし、これを第三者に譲渡して所有権移転登
記をした場合、他の共同相続人は、第三者に対して、自己の相続分
を登記なしに対抗することができる（ 177 条、判例）。他の共同相続
人の相続分に関する限り、譲渡人も、譲り受けた第三者も、無権利
者だからである。したがって、他の共同相続人は、当該第三者に対
して、自己の持分を登記なくして対抗することができる。

 〔POINT；第9章6〕
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99 A 対抗問題 □□□（令和 4年－ 1）

次の 1から 4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によ
れば、正しいものはどれか。
（判決文）
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不

動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了
した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する
関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有
権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。
1  所有者 Aから Bが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当
該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが
背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもっ
てBに対抗することができる。
2  所有者 Aから Bが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的
悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買
い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってC
に対抗することができる。
3  所有者 Aから Bが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的
悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得
者Dが買い受けて登記を完了した場合、Dも Bに対する関係で背信的悪
意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対
抗することができない。
4  所有者 Aから Bが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当
該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意
者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、
Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
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1 ×  不動産の物権変動は、その登記をしなければ、第三者に対抗する
ことができない（ 177 条）。しかし、背信的悪意者は、「第三者」に
あたらない（判例）。本肢のCは、背信的悪意者に該当する。した
がって、Bは、所有権移転登記を備えていなくても、当該不動産の
所有権取得をもって Cに対抗することができ、逆に、Cは、たと
え所有権移転登記を備えていても、当該不動産の所有権取得をもっ
てBに対抗することができない。以上のことは、本問判決文も前
提としている。したがって、民法の規定、判例及び本問判決文によ
れば、本肢は誤っている。 〔POINT；第9章2〕

2 ×  肢 1 で述べたように、不動産の物権変動は、その登記をしなけれ
ば、第三者に対抗できない。つまり、登記で優劣を決める。したが
って、本肢の Bは、Cよりも先に買い受けていても、所有権移転
登記を備えていなければ、当該不動産の所有権取得をもってCに
対抗することはできない。この点、本問判決文においては直接触れ
られていないが、民法の規定によれば、本肢は誤っている。

 〔POINT；第9章1〕
3 〇  本問判決文は、「たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、

乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限
り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができる…」
としている。これを反対解釈すれば、背信的悪意者からの転得者で
ある丁が背信的悪意者と評価されるときは、丁は、乙に対抗するこ
とができないことになる。本肢の場合、背信的悪意者からの転得者
である Dも背信的悪意者であるから、本問判決文によれば、Dは、
当該不動産の所有権取得をもって Bに対抗することはできない。
したがって、本肢は正しく、本問の正解肢となる。

4 ×  前述したように、不動産の物権変動は、その登記をしなければ、
第三者に対抗できない。そして、この「第三者」には、単なる悪意
者も含まれるとするのが判例である。この判例によると、本肢のB
は、所有権移転登記を備えていなければ、当該不動産の所有権取得
をもってCに対抗することはできず、逆に、所有権移転登記を備
えているCは、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗するこ
とができることになる。この点、本問判決文においては直接触れら
れていないが、民法の規定及び判例によれば、本肢は誤っている。

 〔POINT；第9章2〕
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100 A 相隣関係 □□□（ 21 年－ 4改題）

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているもの
はどれか。
1  土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必
要な範囲内で隣地を使用することができる。
2  複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に
至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することが
できる。
3  Ａの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもＡは、原則として、竹木所有者
の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越
えるときは、Ａはその根を切り取ることができる。
4  異なる慣習がある場合を除き、境界線から 1ｍ未満の距離において他人
の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければなら
ない。

第 9章　第 3節　所有権と共有（★★★）
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1 ○  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁や建物を築造、
収去又は修繕する等の一定の目的のため必要な範囲内で、隣地を使
用することができる。ただし、居住者の承諾がなければ、その住家
に立ち入ることはできない（ 209 条 1項～ 3項）。

 〔POINT；第9章9〕
2 ×  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至る

ため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる（ 210
条 1 項）。この場合には、通行の場所及び方法は、その通行権を有
する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少
ないものを選ばなければならない（ 211 条 1 項）。したがって、他の
土地を自由に選んで通行することができるとの本肢は誤っており、
本問の正解肢である。 〔POINT；第9章8〕

3 ○  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、原則として、その竹木
の所有者に、その枝を切除させることができるにとどまる（ 233 条
1項～ 3項）。これに対し、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる（ 233 条 4 項）。根は、自分の土地の
一部となっていると考えられるからである。 〔POINT；第9章12〕

4 ○  異なる慣習がある場合を除いて（ 236 条）、境界線から 1ｍ未満
の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側（ベラ
ンダを含む）を設ける者は、目隠しを付けなければならない（ 235
条 1項）。 〔POINT；第9章11〕
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101 B 相隣関係 □□□（令和 2年 10 月－ 1）

Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場
合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはど
れか。
1  甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合に
は、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく
通行することができる。
2  A は公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有すると
ころ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められるこ
とはない。
3  A が、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための
通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地
の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにB
に移転する。
4  C が甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、Aは C
が時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。

あと
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1 ○  分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所
有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行すること
ができる。この場合、償金を支払う必要はない（ 213 条 1項）。

 〔POINT；第9章8〕
2 ×  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至る

ため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる（ 210
条 1 項）。この通行権の内容として、自動車による通行が含まれる
か否かについては、他の土地について自動車による通行を認める必
要性、周辺の土地の状況、自動車による通行を前提とする通行権が
認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を
総合考慮して判断される（判例）。したがって、自動車による通行
が当然に否定されるわけではない。

3 ×  A が、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を、公道に出
るための通路にする目的で賃借している本肢の場合、通行を目的と
する通路の利用契約（賃貸借契約）が締結されているため、Aには
乙土地の通行権が発生するが、この通行権は、契約当事者間のみに
おいて拘束力があるにすぎない。また、Aの有する乙土地の賃借権
がBに移転するには、乙土地の賃貸人の承諾が必要であり（ 612 条
1 項）、Aが甲土地をBに売却した場合でも、乙土地の賃借権が当
然にBに移転するわけではない。なお、賃借権の譲渡・転貸につ
いては、第13章第1節で学習する。 〔POINT；第13章 10〕

4 ×  相隣関係の内容として、肢 2で述べた、公道に至るための他の土
地の通行権（ 210 条）のように、自分の土地のために、隣の土地を
利用できるものがある。この相隣関係（隣接する土地所有者どうし
の関係）は、賃借権等と異なり、法律上当然に認められる権利であ
る。したがって、Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得
して、新たな所有者になった場合でも、Aの有する、甲土地を囲む
土地の通行権は消滅せず、Aは、その土地を公道に至るために通行
することができる。
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102 A 相隣関係 □□□（令和 3年 12 月－ 2）

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているもの
はどれか。
1  土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることが
できる。
2  隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと
推定される。
3  高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであって
も、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできな
い。
4  土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地
所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることがで
きる。

▼

▼

▼
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1 ○  土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設ける
ことができる（境界標の設置、223 条）。なお、境界標の設置及び保
存の費用は、測量の費用を除き、相隣者（その境界標によって直接
に境界が標示される土地所有者）が等しい割合で負担する（ 224 条）。

 〔POINT；第9章10〕
2 ○  境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属

するものと推定される（ 229 条）。「障壁」とは、隣り合った土地の間に設
けられた壁状の工作物のことである。

3 ×  高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は、
自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至
るまで、低地に水を通過させることができる（排水のための低地の通水、
220 条）。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方
法を選ばなければならない。

4 ○  土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を
設けてはならない（ 218 条）。したがって、本肢の場合、隣地所有者は、そ
の所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
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103 B 共　有 □□□（ 23 年－ 3）

共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っている
ものはどれか。
1  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を
超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
2  共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割に
よってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物
の競売を命じることができる。
3  各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行う
ことができる。
4  他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて 1人で現に
共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共
有物の明渡しを請求することができる。
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1 ○  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、
5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができ
る（ 256 条 1項）。 〔POINT；第9章22・23〕

2 ○  共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議
をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することが
できる（ 258 条 1 項）。この場合において、共有物を分割することが
できないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそ
れがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる（ 258
条 3項）。

3 ○  共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる（ 252
条 5 項）。そして、不法占拠者に対する明渡請求は保存行為に該当
する（判例）。 〔POINT；第9章16〕

4 ×  各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をす
ることができる（ 249 条 1 項）。つまり、各共有者は、自己の持分に
基づいて共有物の占有権限を有する。したがって、他の共有者との
協議に基づかないで、自己の持分に基づいて 1人で現に共有物全部
を占有する共有者に対し、他の共有者は、当然には、自己に対する
共有物の明渡しを請求することはできない（判例）。

 〔POINT；第9章15〕
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104 A 共　有 □□□（ 29 年－ 3）

次の 1から 4 までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、
誤っているものはどれか。
（判決文）
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用する

ことを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対
して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする
占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物
を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有
者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと
解するのが相当である。

1  共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に
占有する権原を有するものではない。
2  ＡとＢが共有する建物につき、ＡＢ間で協議することなくＡがＣと使用
貸借契約を締結した場合、Ｂは当然にはＣに対して当該建物の明渡しを請
求することはできない。
3  ＤとＥが共有する建物につき、ＤＥ間で協議することなくＤがＦと使用
貸借契約を締結した場合、Ｆは、使用貸借契約を承認しなかったＥに対し
て当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
4  ＧとＨが共有する建物につき、Ｇがその持分を放棄した場合は、その持
分はＨに帰属する。
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1 ○  本問判決文は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかな
いで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占
有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する
権原を主張することはできない…」と述べているが、本肢のように、
共有者自身が、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を
排他的に占有する権原を有するか否かについては直接述べていな
い。したがって、本肢は誤っているとはいえない。なお、本判決で
は、本問判決文の前提として、「共同相続に基づく共有者は、他の
共有者との協議を経ないで当然に共有物を単独で占有する権原を有
するものではないが、自己の持分に基づいて共有物を占有する権原
を有するので、他のすべての共有者らは、右の自己の持分に基づい
て現に共有物を占有する共有者に対して当然には共有物の明渡しを
請求することはできない」と述べている。 〔POINT；第9章15〕

2 ○  本問判決文は、「第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右
第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできない
…」としている。したがって、「Ｂは当然にはＣに対して当該建物
の明渡しを請求することはできない」とする本肢は正しい。

 〔POINT；第9章15〕
3 ×  本問判決文は、「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかな

いで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占
有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する
権原を主張することはできない…」としている。したがって、この判
決文の考え方によれば、本肢のように、ＤＥ間で協議することなく
ＤがＦと共有建物の使用貸借契約を締結した場合には、Ｆは、使用
貸借契約を承認しなかったＥに対して、当該建物全体を排他的に占
有する権原を主張できないことになる。よって、排他的に占有する
権原を主張できるとする本肢は誤っている。〔POINT；第9章15〕

4 ○  共有者の 1人が、その持分を放棄したときは、その持分は、他の
共有者に帰属する（ 255 条）。また、本問判決文では、この条文に
関して直接述べている記述はない。したがって、民法の規定及び本
問判決文によれば、ＧとＨが共有する建物につき、Ｇがその持分を
放棄した場合は、その持分はＨに帰属するとする本肢は正しい。

 〔POINT；第9章21〕
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105 A 共　有 □□□（令和 2年 12 月－ 10 改題）

不動産の共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っている
ものはどれか。
1  共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。
2  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更（その形状
又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）を加えることができない。
3  共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。
4  共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は国庫に帰属す
る。
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1 〇  各共有者の持分は、等しいものと推定される（ 250 条）。したが
って、共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は、平等と推定
される。 〔POINT；第9章14〕

2 〇  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更（そ
の形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）を加えるこ
とができない（ 251 条 1 項）。たとえば、共有物全部を売却する場合
には、共有者全員の同意が必要である。 〔POINT；第9章18〕

3 〇  共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる（ 252
条 5 項）。保存行為とは、共有物の現状を維持する行為であり、た
とえば、修繕や不法占拠者に対する明渡請求（判例）などがある。

 〔POINT；第9章16〕
4 ×  共有者の 1人が、その持分を放棄したとき、又は、死亡して相続

人（及び特別縁故者）がいないときは、その持分は、他の共有者に
帰属する（ 255 条、判例）。したがって、その持分は国庫に帰属する
のではない。 〔POINT；第9章21〕
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106 B 地役権等 □□□（ 25 年－ 3）

甲土地の所有者Ａが、他人が所有している土地を通行することに関する次
の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1  甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない場合、Ａは、公道に出るた
めに甲土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではな
い。
2  甲土地が共有物分割によって公道に通じなくなった場合、Ａは、公道に
出るために、通行のための償金を支払うことなく、他の分割者の土地を通
行することができる。
3  甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土
地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Ａは
当該土地を通行することができる。
4  甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を
開設し、Ａもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場
合には、Ａは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがあ
る。

第 9章　第 4節　用益物権（★）、第 5節　占有権（★）
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学習の指針
「甲土地の所有者Ａが、他人が所有している土地を通行する」場合における、
相隣関係・賃貸借・地役権などの法律関係に関して横断的に問う出題である。
1 ○  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至る

ため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる（ 210
条 1 項）。この場合には、通行の場所及び方法は、その通行権を有
する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少
ないものを選ばなければならない（ 211 条 1 項）。したがって、自由
に選んで通行できるわけではない。 〔POINT；第9章8〕

2 ○  共有地の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その
土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行
することができる。この場合においては、償金を支払うことを要し
ない（ 213 条 1項）。 〔POINT；第9章8〕

3 ○  賃借人は、賃借物を使用・収益することができる（ 601 条）。し
たがって、賃借人Ａは当該土地を通行することができる。

 〔POINT；第13章 1〕
4 ×  地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができ

るものに限り、時効によって取得することができる（ 283 条）。そ
して、通行地役権における「継続」といえるためには、承役地たる
べき土地に通路を開設することが必要であり、また、この通路の開
設は要役地所有者（本問の場合は、甲土地の所有者A）によって
なされることが必要であるとするのが判例である。

 〔POINT；第9章26〕
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107 C 地役権 □□□（令和 2年 12 月－ 9）

地役権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤ってい
るものはどれか。
1  地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができる
ものに限り、時効取得することができる。
2  地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供
する権利を有する。
3  設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役
権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したとき
は、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。
4  要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地
の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に
対抗することができる。

▼
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1 ×  地役権は、継続的に行使され（継続地役権）、「かつ」、外形上認
識することができるもの（表現地役権）に限り、時効によって取得
することができる（ 283 条）。すなわち、不継続・不表現のいずれ
かに当てはまるものは、時効取得が認められない。したがって、継
続的に行使されるもの、「又は」外形上認識することができるもの
に限り、時効取得することができるとする本肢は誤っており、本問
の正解肢である。 〔POINT；第9章26〕

2 〇  地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の
土地の便益に供する権利を有する（ただし、公の秩序に関する、所有
権の限界の規定に違反しないものでなければならない。280 条）。地役権
が成立した場合、地役権者の土地で、他人の土地から便益を受ける
ものを要役地といい、地役権者以外の者の土地で、要役地に便益を
与えるものを承役地という。したがって、地役権者は、設定行為で
定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。

 〔POINT；第9章25〕
3 〇  設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役

権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したとき
は、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する（ 286 条）。つまり、
承役地の所有者が負う、地役権行使のための工作物の設置・修繕義務は、
承役地の特定承継人も負うことになるのである。

4 〇  地役権は、原則として、要役地の所有権に従たるものとして、そ
の所有権とともに移転し、又は、要役地について存する他の権利の
目的となるものとする（ 281 条 1 項）。地役権は、要役地の所有権に
従属してしまうので、要役地の所有権が移れば（特約のない限り）
地役権もそれに伴って移るのである。そして、要役地の譲受人は、
要役地についての所有権移転登記を備えれば、承役地の所有者に地
役権を対抗することができる（判例）。したがって、要役地につい
ての所有権移転登記を備えて、要役地の所有権の取得を承役地の所
有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者
に対抗することができる。 〔POINT；第9章27〕
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108 B 占　有 □□□（ 27 年－ 5）

占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいもの
はどれか。
1  甲建物の所有者Ａが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視
して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を
所持しない限り、Ａが甲建物を占有しているとはいえない。
2  乙土地の所有者の相続人Ｂが、乙土地上の建物に居住しているＣに対し
て乙土地の明渡しを求めた場合、Ｃは、占有者が占有物について行使する
権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することがで
きる。
3  丙土地の占有を代理しているＤは、丙土地の占有が第三者に妨害された
場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。
4  占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然
に提起することができる。

▼

▼
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1 ×  判例は、家屋の所有者が、その家屋に錠をかけてその鍵を所持し、又は
表札や貼紙によって占有中であることを示していなくても、その家屋の隣
家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状態に
あれば、家屋を占有するものといえるとしている。したがって、甲建物に
錠をかけてその鍵を所持しない限り、Ａが甲建物を占有しているとはいえ
ないとする本肢は、誤っている。

2 ×  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定され
る（ 188 条）が、推定されるのは権利の存在・帰属であって、賃借権の設
定等の権利の取得・変動までは推定されない。したがって、乙土地上の建
物に居住しているＣは、賃借権等の乙土地を占有する権限については推定
されず、Ｃはその権限の主張立証責任を負い、推定規定を根拠として明渡
しを拒否することはできない（判例）。

3 ○  占有者は、占有の訴えを提起することができる（ 197 条前段）。そ
して、他人のために占有をする者（占有代理人）も、同様である（ 197
条後段）。占有代理人も独立の占有権を取得しているからである。
したがって、丙土地の占有を代理しているＤは、丙土地の占有が第
三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴え（198条）
を提起することができる。 〔POINT；第9章28・29〕

4 ×  占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、そ
の物の返還及び損害の賠償を請求することができる（ 200 条 1 項）。
そして、占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対し
ては、その承継人が侵奪の事実を知っていたときを除いて、提起す
ることができない（ 200 条 2項）。
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109 B 時効取得 □□□（令和 4年－ 10 ）

Aは Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地
を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに
Cに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の
所有権の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
正しいものはどれか。
1  B が甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失
うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
2  B が、時効の完成前に甲土地の占有を Eに奪われたとしても、Eに対
して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪わ
れていた期間も時効期間に算入される。
3  B が、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、
AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有
の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することは
できない。
4  B が甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、そ
の所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはでき
ない。

02_民法5章to9章.indd   21802_民法5章to9章.indd   218 2022/11/25   10:28:542022/11/25   10:28:54



第 4節　用益物権、　第５節　占有権

219

第
９
章
第
４
節　

用
益
物
権
、
第
５
節　

占
有
権

109 正解 2

学習の指針
本問は、対抗問題の基本知識を前提に、占有の意義（肢 1）、取得時効の
要件（肢 2・肢 3）、時効完成前の第三者（肢 4）について問う事例問題で
ある。
1 ×  占有権は、代理人によって取得することができる（間接占有、181

条）。本肢において、Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときで
あっても、Bは甲土地の（間接的な）占有を「失わない」ので、甲
土地の所有権を時効取得する「可能性がある」。したがって、本肢
は誤り。 〔POINT；第9章28〕

2 ○  取得時効の要件としての「占有」は、時効期間中継続していなけ
ればならないが、前後の両時点（占有開始時と時効完成時）におい
て占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推
定される（ 186 条 2 項）。そして、取得時効は、占有者が任意にその
占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断
するが（ 164 条、162 条）、占有回収の訴えによって占有を回復すれば、
占有は継続していたものとみなされる（ 200 条、203 条ただし書）。
本肢において、Bが、時効の完成前に甲土地の占有を Eに奪われ
たとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した
場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
したがって、本肢は正しく、正解肢となる。

3 ×  取得時効の要件としての「所有の意思」は、占有取得の原因たる
事実によって客観的に定められる（判例）から、占有者が他人の所
有権の存在を知ったこと（主観的事情）によって、「所有の意思」
が失われるものではない。本肢において、Bが、甲土地の引渡しを
受けた時点で所有の意思を有していたのであれば、AC間の売買及
びCに対する登記の移転を知った時点においても、所有の意思が「認
められなくなるわけではない」ため、Bは甲土地を時効により取得
する「可能性がある」。したがって、本肢は誤り。

 〔POINT；第5章1〕
4 ×  本肢の Cは、取得時効を主張するBとの関係では「時効完成前

の第三者」である。そして、時効完成前の第三者と時効取得者との
関係は、対抗問題ではなく、時効取得者（本肢B）は、第三者（本
肢C）に対して、登記なくして所有権の取得を主張することがで
きる（ 177 条、判例）。第三者と時効取得者との関係は、当事者どう
しの関係と考えることができるからである。本肢において、Bが甲
土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を「備えなくても」、
その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗するこ
とが「できる」。したがって、本肢は誤り。 〔POINT；第9章5〕
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